
「仙台市すこやか子育てプラン２０１５」　平成28年度実績・評価等 

整理
番号

事業名（★：計画策定
時新規事業）

事業概要 [Ａ]平成28年度実績 [Ｂ]平成28年度実績の成果または効果 [Ｃ]平成28年度実績に対する評価および今後の取組について [Ｄ]担当課

（38頁～）

1

子どもの権利に関
する意識啓発

次代を担う子どもたちが安心して健やか
に暮らし，一人の人間として尊重される
よう，保護者向けのリーフレットを作成
するなど市民意識の普及啓発を進めるほ
か，子どもに関わる現場の職員が，人権
に十分配慮し，職務に携わるよう，研修
の充実を図る

■子供未来局総務課
○リーフレットの作成・配布
「子どもを見つめて」12,000部配布
　　　　　　　　　 【12,300部配布】

■運営支援課
○「保育所における人権擁護等に関するチェックリスト」
を作成した。
○人権に関する研修の実施
　受講者数:4,472人【4,144人】

※【】はH27実績

■子供未来局総務課
○新中学１年生の保護者に対し，中学校を通じてリーフ
レットを配布することにより，子どもの健全育成や権利侵
害の防止に寄与した。

■運営支援課
○子どもに関わる現場の職員が子どもの人権に関する研修
に取り組み，共通理解を深めることができた。

■子供未来局総務課
○記載内容の見直しを行い，リーフレットを一部修正して
作成し，配布しました。
○社会問題の変化等に合わせ，適時記載内容の見直しを行
いながら，引き続き保護者に対する啓発を図っていきま
す。

■運営支援課
○保育施設等の職員一人ひとりが社会的な役割を自覚し，
倫理観，人間性を向上させ，子どもの人権を尊重した保育
実践に取り組むことができました。
○保育施設等の職員が，今後も継続して子どもの人権に配
慮するよう，人権擁護等に関するチェックリストの活用を
図ります。

子供未来局総務
課，運営支援課

2

人権教育の推進
（再掲№63，
108）

自分を大切にし，他人を尊重する態度を
育成する教育活動を推進し，子どもたち
の人権意識や男女平等観の定着を図る

○人権教育資料「みとめあう心」を小学5,6年生（約
18,000部），並びに中学1,2,3年生（約27,600部）全員に
配付。
○活用にあたって，『人権教育資料「みとめあう心」の指
導のポイント』を作成し，当該学年の担任全員（約2,300
部）に配付。
○前年度，文部科学省から「心のノート」の改訂版として
「私たちの道徳」が配付された。このことを受け，関連性
を図るために中学校版「みとめあう心」を改訂し，これに
引き続き，小学校版「みとめあう心」の改訂を行った。

○児童生徒用の人権教育資料「みとめあう心」，及びその
教師用の「指導のポイント」を配付することで，各学校に
おける人権教育の充実に資することができた。

○児童生徒一人一人に人権教育資料を作成・配付する取組
を行っている教育委員会は，全国的にも多くはない状況で
す。単なる知識理解だけでなく，意識や態度，実践的な行
動力を育む一助となりました。
○今後も，人権教育資料「みとめあう心」を配付し，人権
教育の充実を図ります。

教育指導課

3

人権教育研修会 仙台市立学校・園の教職員が，人間尊重
の精神や基本的人権に関する考え方を深
め，人権教育の実践者としての資質向上
を図ることをねらいとした研修会を開催
する

○宮城教育大学の本図愛実教授を講師として「いじめ問題
から子どもの人権を考える」をテーマに講義・演習を実
施。
◯地域の認知症サポートキャラバンメイトの方々を招いて
認知症を通した高齢者理解についての研修を実施。
○市内小中学校教職員延べ31名が研修に参加。

○身近な人権問題であるいじめ問題や認知症を取り上げた
ことにより,「子どもの人権」，「高齢者理解」，「人権
教育」についての理解が深まり，教職員の人権意識の向上
につながった。

○人権教育資料「みとめあう心」を活用した指導のさらな
る充実に努めるとともに，道徳教育等との関連を図りなが
ら，活用の充実につながる研修を実施します。
○各教科,領域との関連を図り,人権教育全体計画の作成を
推進していくとともに,実践的な指導力向上を図っていき
ます。
○学校教育活動全体と人権教育との関連を図り，教職員の
人権意識向上につながる研修を実施します。

教育センター

基本施策②　　安全・快適な環境の確保・充実

（38頁～）

4

安全安心街づくり
事業

安全で安心して暮らせるまちの実現のた
め，仙台市防犯協会連合会等の関係団体
と連携し，地域における防犯意識の高揚
と地域防犯活動の活性化を推進する

○防犯のため青色回転灯搭載車によるパトロールを当課，
各区にて行った。
○各季の地域安全運動期間中に合わせ，全国地域安全運動
仙台市大会の開催や大型懸垂幕の掲出を行った。
○仙台市防犯協会連合会のホームページ，機関紙等によ
り，各地区防犯協会の活動や防犯に関する情報等について
広報啓発を行った。
○防犯出前講座を年94回実施し，2,688人の参加があっ
た。
○仙台市防犯協会連合会との共催により，防犯啓発キャン
ペーンを実施した。
○安全安心まちづくりに自主的に取り組む地域の防犯ボラ
ンティア団体に対する活動支援を実施した。

○地域の防犯活動組織の取組等により，仙台市内の犯罪認
知件数は減少した8,657件【9,740件】。
○地域のボランティア団体に対する補助事業においては，
平成28年度は14件，延べ255件が補助を受けており，住民
の防犯意識の高揚と地域の環境浄化に寄与している。

※【】はH27実績

○犯罪認知件数の減少については，各種防犯活動等による
一定の効果があったものと考えていることから，今後も防
犯活動に関する取組を継続していきます。
○市政だより等を活用して事業を広く周知し，活動団体へ
の補助を行うことで，自主防犯活動の促進・支援に資する
ことができたものと考えていることから，今後も現行の取
組を実施していきます。

市民生活課

基本目標１　子どもが明るく元気に育つ環境基本目標１　子どもが明るく元気に育つ環境

施策体系（１）　子どものすこやかな成長を守るまちづくりの推進
基本施策①　　子どもの権利擁護の推進
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5

歩きたばこ防止対
策事業

火のついたたばこを持ち歩くことは,手に
持ったたばこの火が子どもの目の高さに
なり，火傷を負わせるおそれのある大変
危険な行為であるため，歩きたばこ防止
の定着を図るための周知・啓発を行い,市
民の理解を深め,子どもが安全に暮らせる
まちづくりを推進する

○平成28年4月1日施行の仙台市歩行喫煙等の防止に関する
条例に基づき広報・啓発活動を行った。
・歩行禁煙を呼びかけるキャンペーンを月1回実施した。
　市内中心部歩行喫煙防止重点区域（重点区域）内：全12
回
・重点区域に立て看板や路面シールを設置し，商店街の協
力を得て，歩行禁煙を呼びかける横断幕を掲示した。
・市内の企業・団体及びたばこ販売協同組合加盟店への周
知・啓発活動を行った。
・市内17箇所で，歩行喫煙者数の実態調査を行った。
　歩行喫煙率：平成28年度調査0.02％【0.04％】

※【】はH27実績

○実態調査から，歩行禁煙率は0.02％減少しており，成果
はあがっていると思われる。

○歩行禁煙に対する市民への周知・啓発の継続的な実施に
より，一定の効果があったと考えています。
○今後も引き続き，歩行禁煙を呼びかける市民への周知・
啓発活動を継続していきたいと考えています。

市民生活課

6

ひとにやさしいま
ちづくり
（再掲№313）

公益的施設等において，段差解消等のバ
リアフリー化を推進するとともに，ベ
ビーチェア，ベビーベッドを設けたトイ
レ，授乳及びおむつ替えの場所の設置
等，妊産婦，乳児連れの方を含むすべて
の人にとって利用しやすい施設等の整備
を推進する

○「仙台市ひとにやさしいまちづくり条例」で定める「整
備基準」に基づき，整備を行うよう事業者等へ要請し，助
言や指導を行った。
・ベビーベッド・ベビーチェアを設けたひろびろトイレを
設置した建築物　10件【13件】
・授乳及びおむつ替えスペース等を設置した建築物　1件
【5件】

※H28に完了検査を受けたものが対象
※【】はH27実績

○ベビーベッド・ベビーチェアを設けたひろびろトイレ及
び授乳スペースが設置されたことにより，子育て中の方の
公益的施設の利用の円滑化が図られた。

○平成28年度はベビーベッド等の設置が義務付けられてい
る大型の公益的施設の建築件数が少なかったため，新規の
適合件数は27年度と比べて少なくなっていますが，大型商
業施設や病院等において着実に整備が進んでおり，事業の
成果が出ています。
○今後も啓発活動等を通じて事業者の意識付けを図り，さ
らなる推進につなげていきます。

社会課

7

東西線沿線まちづ
くり推進事業
（再掲№406）

八木山動物公園，薬師堂，荒井，卸町及
び六丁の目駅の検討施策として，安心し
て子どもを生み育てられ，また，子ども
が健やかに育つことのできるまちになる
よう，若い世代の居住者の増加や子育て
支援のニーズを捉えながら，子育て支援
機能の立地誘導や学校教育環境の整備を
推進する

○八木山動物公園駅
平成28年4月に「八木山あおば保育園」が開所した。
○薬師堂駅
若林区中央市民センター別棟における「子育てふれあいプ
ラザ」の平成29年10月開館に向けて，整備を進めた。
○卸町駅
平成29年4月の保育所開所に向けて，事業者による工事が
開始された。
○六丁の目駅
平成29年4月の保育所開所に向けて，事業者による工事が
開始された。
○荒井駅
平成28年4月に荒井駅駅舎上部に「荒井マーヤ保育園」が
開所した。

○八木山動物公園駅
4月に保育所が開所したことにより，90人分の受け入れ枠
が拡大した。
○薬師堂駅
なし（まだ開館していないため）
○卸町駅
なし（まだ開所していないため）
○六丁の目駅
なし（まだ開所していないため）
○荒井駅
4月に保育所が開所したことにより，40人分の受け入れ枠
が拡大した。

○八木山動物公園駅
平成28年4月に1件開所しました。
○薬師堂駅
順調に進捗し，平成29年10月に予定通り開館しました。
○卸町駅
事業が順調に進み，平成29年4月に予定通り開所しまし
た。
また，平成29年度には，1件の保育所新設事業が開始され
ます。
○六丁の目駅
事業が順調に進み，平成29年4月に予定通り1件開所しまし
た。また，平成29年度には，1件の保育所新設事業が開始
されます。
○荒井駅
平成28年4月に1件開所しました。また，平成29年度には，
平成30年4月開所に向けて，3件の保育所新設事業が開始さ
れます。

東西線沿線まち
づくり課

8

仙台市バリアフ
リー基本構想策定
事業
（再掲№314）

仙台市バリアフリー基本構想の地区別構
想を策定し，妊産婦，乳幼児連れの方に
とっても安心して外出できるよう，道路
や公共交通などのバリアフリー化を推進
する

○仙台市バリアフリー推進協議会を開催し，バリアフリー
化を進める特定事業の進捗状況を確認した。
○道路工事等の情報を宮城県立視覚支援学校に提供する仕
組みを構築した。

○仙台市バリアフリー推進協議会を開催し，情報を共有す
るとともに特定事業の進捗状況を確認することで，バリア
フリー推進に貢献した。

○仙台市バリアフリー推進協議会を継続的に開催し，バリ
アフリー化を進める特定事業の調整及び管理を行います。

交通政策課

9

子育て世帯の市営
住宅の優先入居

子育て世帯が市営住宅に入居しやすくな
るよう，市営住宅への入居者募集にあた
り，定期募集において，子育て世帯への
抽選優遇措置を図るとともに，定期募集
とは別に，子育て世帯を対象にした募集
を実施する

○優先入居世帯数
 　62世帯【54世帯】

・平成28年度は定期募集年4回，母子・父子世帯対象募
集，子育て世帯対象募集を実施。
・年4回の定期募集において，子育て世帯からの申込みが
587件あり，そのうち26世帯が入居。
・別枠での子育て世帯を対象とした募集で，36世帯が入
居。
・平成28年度までの累計で，462世帯が入居。

※【】はH27実績

○定期募集において子育て世帯に対する抽選優遇措置を実
施するほか，子育て世帯を対象とする別枠での入居募集を
行うことによって，計62世帯が入居し，居住の安定を図る
ことができた。

○優先入居による入居世帯数は昨年度に比べやや増加して
おり，別枠での募集によっても一定数の子育て世帯が入居
することになり，居住の安定に資することができたと思わ
れます。
○平成29年度より子育て世帯を対象とした募集を従来の年
1回から年2回に増やして実施し，その他の具体的な取組に
つきましても，今後とも関係局と協議しつつ，検討してま
いります。

市営住宅管理課
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整理
番号

事業名（★：計画策定
時新規事業）

事業概要 [Ａ]平成28年度実績 [Ｂ]平成28年度実績の成果または効果 [Ｃ]平成28年度実績に対する評価および今後の取組について [Ｄ]担当課

10

鶴ケ谷第一市営住
宅団地再整備事業

市営住宅の建替えにより居住環境の改善
を図るとともに，子育て世帯や若年世帯
の入居を進め，多世代居住によるコミュ
ニティの活性化を図る
併せて，市営住宅の高層化等によって創
出した土地に，市民センター等の公共施
設の整備や，高齢者や障害者の生活を支
援する福祉施設，生活の利便性の向上に
つながる民間施設等の立地を誘導するこ
とにより，鶴ケ谷団地の再生に寄与する
拠点形成を図る

○第四工区建設工事その1の建設工事が完了した。
○第四工区建設工事その2の建設工事に着手した。
○中央広場が完成した。
○民間活用用地第二期の事業者を選定し，造成工事が完了
した。

○第四工区建設工事にあたっては，ユニバーサルデザイン
の理念を取り入れており，子育て世帯を含む全世代の入居
者に使いやすい市営住宅になると考えられる。
○中央広場が完成し，子供が安心して遊べ，子育て世帯の
コミュニティ形成を促す空間を確保した。
○民間活用用地第二期の事業者から，子どもを連れて買い
物がしやすい環境整備など，子育てしやすい環境づくりに
寄与する施設提案がなされた。

○第四工区建設工事その1及び中央広場が完成し，安心し
て子育てしやすい環境づくりを推進することができまし
た。今後は，子育て世帯の入居促進と中央広場の利用促進
を図ります。
○第四工区建設工事その2の整備が予定どおり進捗してお
ります。今後は，平成29年度末の工事完了に向け事業を推
進し，居住環境の改善や子育て世帯の入居促進を図りま
す。
○民間活用用地第二期の提案施設については，子育て世帯
の生活利便性の向上につながるものと考えております。今
後は，提案施設の早期完成に向け，事業の促進を図ってま
いります。

住宅政策課

11

交通安全施設等整
備事業

市民が安全で安心して暮らせるまちづく
りを目指し，通学路を含む歩道の整備や
バリアフリー化の実施，交通事故の減少
等に向けた交差点改良や交通安全施設
等，道路環境整備を推進し，妊産婦，乳
幼児連れの方々や子どもたちの事故削減
を図る

○平成26年に学事課が策定した「通学路の安全確保に関す
る取組方針」に基づき，教育委員会や警察とともに通学路
の合同点検を行い，安全対策が必要な箇所を抽出した。

○平成28年度は，市内小学校22校の通学路を点検し，市道
路管理者が対策する必要があると判断した54箇所のうち，
26箇所について安全対策を実施した。

○関係機関が連携して様々な安全対策に取り組むことによ
り，通学路の安全性の向上を図ることができました。
○今後は，実施した安全対策の効果を把握するとともに，
対策の改善や充実を図り，より安全で安心な道路環境整備
を進めていくこととしています。

道路計画課

12

都市公園整備事業 「仙台市みどりの基本計画」の中で，平
成32年度における市民一人あたりの都市
公園面積を17㎡確保することを目標に掲
げ，都市公園整備事業を推進しており，
公園や緑地の計画的な整備により，子ど
もの身近な遊び場や市民の憩いの場を創
出し，都市環境や生活環境の向上を目指
す

〇平成28年度整備公園数(平成29年4月1日現在)
・都市公園数:1,772箇所【1,743箇所】
・市民1人あたり公園面積:14.59㎡(進捗率85.8％)
　【14.44㎡（進捗率84.9％）】

※【】はH27実績

○平成28年度は,新たに29公園を公告開園し,都市公園全体
で16.4haの面積増加となった。
○市民1人あたり公園面積は目標値の85.8％に上昇した。

○平成28年度は29公園を公告開園し，市民1人あたり公園
面積を目標値に近づけることができました。
○今後とも新規公園整備のほか，関係機関との調整を進め
未公告公園の一部を開園するなど，公園整備事業を進め，
子どもの身近な遊び場や市民の憩いの場の創出に努めま
す。

建設局公園課

13

学校教育施設整備 学校教育施設の新増改築等の整備を推進
し，ゆとりと潤いのある豊かな教育環境
を形成する

○新増改築
・小学校校舎　　　1校
・小学校屋内運動場　1校
・小学校プール　　2校
○校庭整備
・小学校　　2校
・高校　　　1校
○学校用地取得
・小学校予定地　1校

○老朽化，もしくは児童生徒の増加により狭あい化してい
た校舎や屋内運動場等の新増改築工事・校庭整備等を実施
したことにより，教育環境の改善が図られた。

○予定どおり事業が進捗したので，教育環境の改善を図る
という事業の目的を達成できました。
○今後も，教室不足や老朽化などの課題が生じる学校につ
いて，計画的な整備を実施するよう努めてまいります。

学校施設課

14

携帯用防犯ブザー
購入費補助事業

市内在住または市内の学校に通う小中学
生の安全確保のため，ＰＴＡ等が防犯ブ
ザーを購入する費用の一部を補助する

○各学校に防犯ブザー導入を呼びかけ，購入費の1/2（1個
につき上限250円）を各学校の申請団体（PTA等）に補助
し，普及を促進した。
・申請数　小学校　73校／123校
・申請率　59.3%
・総　数　5,596個

※このほか私立中学1校からも申請あり。

○6割近くの小学校から申請があり，事業として定着し，
児童生徒の安全確保に寄与していると考えられる。

○防犯ブザーの有効性は高く，各校の購入希望も多いこと
から，今後も事業を継続していきます。

健康教育課
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15

学校情報化推進事
業
（再掲№71）

高度情報化社会に対応した子どもたちの
情報活用能力を育むため，小中学校すべ
ての普通教室や特別教室においても，コ
ンピュータや教育用デジタル教材，イン
ターネットを活用した学習ができるよ
う，校内ネットワークやコンピュータ等
の維持整備を行うとともに，情報化社会
の「光（利便性）」と「影（問題点）」
を理解し，生きる力を身に付けられるよ
う，情報モラルに関する教育を推進する

○学校におけるICT環境の整備については，コンピュー
タ，周辺機器，ソフトウェアの更新を計画的に行った。併
せて，更新に係る全体説明会を実施し，ソフトウェア活用
研修を各校で実施した。
○情報モラル教育の推進については，学校・家庭・教育委
員会・有識者で構成する情報モラル教育推進協議会におい
て，事業推進を図るため検討部会を立ち上げながら，家庭
には啓発リーフレットの配付を，学校には情報モラル教育
実践ガイドの配付をすることで活用を図った。

○ICT環境の整備
・小中学校等の校内LAN更新（32校）
・校内LAN更新全体説明会の実施（1回）
・ソフトウェア活用研修を実施（29校）
○情報モラル教育の推進
・情報モラル教育推進会議の開催（2回）
・家庭における推進検討部会（2回）
　※啓発リーフレットの作成
・学校における推進検討部会（6回）
　※研究授業の実施，情報モラル教育実践ガイドの作成

○ICT環境の整備については，情報化推進に向けて，安全
かつ安定的に授業や校務でコンピュータを使用できる環境
を整備できた。また，校内LAN更新校における各種研修の
実施及び電話や訪問等による支援体制を整備したことで，
迅速なトラブル対応に繋がった。今後も引き続き，計画的
な環境整備を進めていきます。
○情報モラル教育の推進については，推進会議を開催し，
学校や家庭との連携を図りながら，情報モラルについて児
童生徒に働きかけを行ったことで，生活・学習状況調査に
よる結果が向上した項目があったことから，今後も継続的
に啓発等を含めた活動を進めていきます。

教育指導課

16

児童生徒の安全確
保事業

児童生徒が学校内外において，不審者等
からの被害に遭わないで安心して生活で
きるよう，学校と家庭，地域，関係機関
等が学校の実情に合わせた防犯対策を推
進する

○学校防犯巡視員「仙台まもらいだー」27名（警察官Ｏ
Ｂ）が，市立の幼稚園，小学校，中学校，中等教育学校，
特別支援学校を，年間延べ11,971回【11,150回】訪問し，
児童生徒の登下校時の見守り等の安全確保対策を実施し
た。
○保護者や地域住民の方々に，学校ボランティア防犯巡視
員として登録いただき，平成28年度は，6,140名【6,049
名】の方々が，児童生徒の登下校時の見守りと声掛け活動
を行った。

※【】はH27実績

○学校から報告のあった，児童生徒を対象とした不審者事
案は31件で，前年度と比較し，26件減少した。

○学校防犯巡視員，学校ボランティア防犯巡視員による見
守り活動が定着し，有効に機能していると認識していま
す。
○今後も本取組を継続し，児童・生徒の安全・安心の確保
を図っていきます。

教育相談課

基本施策③　　学校保健や医療の充実

（39頁～）

17

小児科病院群輪番
制事業
（再掲№186）

小児科の救急医療体制の確保を目的と
し，土，日及び祝日等の小児科病院群輪
番制を行い，入院を要する小児救急患者
の受け入れを図ることにより，安心して
子どもを生み，健やかに育てることがで
きる環境の基盤となる小児医療体制の整
備を図る

〇土･日･祝日の当番実績
・6病院での実施回数122回（日）【123回(日）】
・利用実績600人（内訳:入院301人,転送2,帰宅297人）
【691人】

※【】はH27実績

○前年度に比べ患者数は減少したが，引き続き参加病院の
協力により,安定した小児救急医療体制を維持することが
できた。

○前年度に比べ患者数は減少したが，参加病院の協力によ
り，安定した小児救急医療体制を維持することができてい
ます。
○より充実した体制を整えるため,引き続き，参加病院の
意向調査や,市内の小児科を有する病院への調査等を行
い，小児科の二次救急医療体制の確保に努めてまいりま
す。

健康政策課

18

小児救急医療体制
の充実
（再掲№187）

市立病院に，夜間・休日に小児科急病患
者を診察する診療所を併設し，救命救急
センターと連携して，小児救急医療を総
合的に提供する

○小児の初期救急を担う仙台市夜間休日こども急病診療所
と救命救急センターの連携を図っており，救急対応の必要
な患者について相互で連携を図り，迅速な処置を実施して
いる。
・患者数　26,062人(前年度比　3％増)【25,275人】
・二次転送患者数　506人（うち市立病院　403人（79.6％
(前年度比　3％増)））
【559人（うち市立病院 428人（76.6％（前年度比 4.0％
減））】

※【】はH27実績

○救命救急センターと連携することにより，こども急病診
療所で急変・重症化した患者を速やかに二次転送すること
ができ，診療することができた。

○二次転送割合が安定しており，患者の受け入れがスムー
ズに行われ，患者や家族の負担も軽減されました。
○小児救急医療の更なる連携強化や医師の確保など，今後
も関係各署との連携を図るとともに，初期救急医療機関な
どの役割を利用者に周知し，持続的な運営に努めました。

健康政策課，市
立病院総務課総
務係　高橋
内線2112

19

子どもの感染症の
予防（予防接種の
推進）（再掲№
171）

子どもがかかる感染症を予防するため，
麻しん等の定期予防接種を推進する

○小学校の協力により，小学校入学の準備に併せて,就学
時健診及び入学前説明会の際に接種対象者の保護者に対し
て麻しん風しん予防接種の勧奨を行ったほか，小学校6年
生の接種対象者に対してジフテリア破傷風予防接種の勧奨
を行った。
○幼稚園・保育所の協力により，保護者に対して麻しん・
風しん第2期予防接種の勧奨を行った。
○高校3年生相当年齢の対象者に対して日本脳炎予防接種
の個別通知を行った。

○乳児期を過ぎた後に対象期間が到来する定期予防接種に
ついて，小学校等の協力や個別通知により接種勧奨を実施
した。
○麻しん風しん第2期接種率：92.2%【91.9%】

※【】はH27実績

○麻しん風しん第2期の接種率は前年度と同程度でした。
（全国平均：92.9%）
○引き続き,学校等との連携や個別通知を実施し，継続し
て予防接種の推進を図ります。

健康安全課
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20

子どもの感染症の
予防(集団感染対
策)

保育施設・小学校等における，ノロウイ
ルス等の集団感染対策の推進及び発生予
防策の啓発を図る

○インフルエンザ予防啓発ポスターを市内保育所，幼稚
園，小中学校に配布を行った。
・市立学校：193校【193校】
・保育施設：389施設【364施設】
・幼稚園　：85施設【85施設】
○感染性胃腸炎については，流行期前に注意喚起の文書を
保育施設，市内学校へ，施設所管課を通して送付した。
○市内小学校，保育施設等での感染性胃腸炎の集団発生に
ついて，各区管理課の調査結果をもとに，公表し，注意喚
起を行った。
・公表回数：127件【29件】

※【】はH27実績

○保育施設所管課，市立学校所管課と感染症予防啓発並び
に感染症集団発生事例発生時の対応について，連携をとっ
て対策を実施した。
○特に感染性胃腸炎の集団発生に際しては，区管理課にお
いて直接施設への訪問調査，指導等行い，該当施設におけ
る感染症対策の向上に寄与したと考える。

○保育施設・小学校等から報告のあった感染性胃腸炎の集
団発生については，全例，保健所(区管理課)において調
査，指導等行っており，きめ細かい対応が行うことができ
ました。
○引き続き，インフルエンザや感染性胃腸炎の子ども関連
施設で流行する感染症について，予防啓発，集団発生時の
対応を所管課と連携のうえ実施し，集団発生の件数の低減
と感染拡大防止に取り組みます。

健康安全課，各
区管理課

22

先天性代謝異常検
査事業
（再掲№147，
178）

先天性代謝異常や先天性甲状腺機能低下
症等を早期に発見し，早期の治療につな
げるために，血液によるマススクリーニ
ングを実施する

〇先天性代謝異常検査：9,206件【9,563件】
〇先天性副腎過形成症検査：9,432件【9,766件】
〇先天性甲状腺機能低下症検査：9,215件【9,615件】

※【】はH27実績

○平成27年度までと同様の実績であり,本検査の周知は十
分なされていると考えられる。
○平成24年度より導入した｢タンデムマス法｣による検査に
より,今までの検査方法では発見できなかった疾患を早期
に発見することができた。

○検査事業の実施により，疾病の早期発見・早期治療に寄
与することができました。
○今後も受検率の維持向上に努め,周知を継続実施してい
きます。

子供保健福祉課

23

乳幼児健康診査
（再掲№119，
179，319，366）

各時期における心身の発育，疾病の有
無，生活習慣の形成や親子関係などを把
握し，必要な支援を行うことにより，児
童虐待の防止にも役立てるもので，生後2
か月，4～5か月，8～9か月の各時期1回を
医療機関で，1歳6か月児健診，3歳児健
診，2歳6か月児歯科健診を集団健診で実
施する

○乳児健康診査
  　2か月       96.8%【97.2%】
　　4-5か月 　　95.9%【97.8%】
　　8-9か月     94.7%【94.3%】
○幼児健康診査
 　 1歳6か月 　 96.9%【97.6%】
　  2歳6か月    95.5%【92.5%】
　  3歳 　　　　93.9%【93.7%】

※【】はH27実績

○ほぼすべての健診で受診率を維持しており，受診勧奨の
効果がうかがえる。
○乳児健康診査・幼児健康診査ともに，高い受診率を維持
しており，多くの家庭に対する支援の提供及び児の疾病等
を発見することができた。

〇各家庭に対する必要な支援の実施，及び児の疾病等の早
期発見に寄与することができました。
○今後も受診率の維持向上に努め,未受診者に対し受診勧
奨等を継続実施していきます。

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

健康安全課，各
区管理課

21

子どもの感染症の
予防(性感染症対
策)

10代の若者が性感染症を予防でき，早期
発見・治療を行うことができるよう，HIV
及び性感染症に関する正しい知識の普及
啓発を推進する

○HIV検査件数及び20代以下の受検者割合
・検査件数1,590件【1,703件】
・20代以下の検査件数（割合）
　661件（41％）【660件（39％）】
○HIV/エイズ新規発生届出数
・HIV感染者届出数：9件【5件】
・エイズ患者届出数：3件【4件】
・20代以下の感染者患者届出数
　3件（25％）【1件（11％）】
○仙台市エイズ・性感染症対策推進協議会
・開催回数：2回【2回】
・延べ参加人数：21名【22名】
　うち学校関係者：延べ8名（38％）【8名（36％）】
○その他
・各検査会場での梅毒検査項目の追加（平成28年6月から
青葉区役所夜間検査，平成29年1月から休日即日検査にお
いて開始）
・教職員向け研修会での講話：1回，参加者100名【なし】
・教育機関へ，ポスターちらしの送付：2回【2回】

※【】はH27年度実績

○HIV検査数は，平成27年度に比べて若干減少したが，20
代以下の検査件数は横ばいであった。市内のHIV感染者/エ
イズ患者の届出数は平成27年度に比べて増加しており，20
代以下の届出件数も増加した。
○仙台市エイズ・性感染症対策推進協議会において，学校
等と連携し効果的な若年層への予防啓発と検査普及に向け
た検討を行った。
○受検者数増加のため，梅毒検査の項目を追加したとこ
ろ，項目追加後の1回当たりの検査件数は，休日即日検査
ではやや増加し，青葉区役所夜間検査ではやや減少したも
のの，検査件数全体の減少率と比較すると，減少率は低
かった。

○HIV/エイズ新規発生届出数およびHIV検査数及び20代以
下の受検者数割合が増加していることから，引き続き予防
啓発と検査普及に力を入れていく必要があります。
○受検者数増加のため，平成29年4月から，国分町夜間即
日検査に梅毒検査を追加します。
○引き続き，教育機関へエイズ・性感染症に関する情報を
定期的に提供し，正しい知識の普及啓発に取り組みます。
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整理
番号

事業名（★：計画策定
時新規事業）

事業概要 [Ａ]平成28年度実績 [Ｂ]平成28年度実績の成果または効果 [Ｃ]平成28年度実績に対する評価および今後の取組について [Ｄ]担当課

24

保健教育の充実
（再掲№60，
106）

家庭との連携を図り，基本的生活習慣の
指導と子どもの自己健康管理能力を高め
るため，健康教育研修会の実施や授業実
践への支援を行い，学校における保健教
育の推進，充実を図る

○健康教育研修会を実施した。
・8月3日　52名参加
「それぞれの立場に見る運動の魅力とは」講師：（株）ビ
アヒロ代表取締役　諸隈英人氏。
・8月4日　146名参加
「おなかの中から元気になろう！～腸内環境に関わる最近
の情報～」講師：宮城学院女子大学　教授　正木恭介氏。
「メディアにむしばまれる子どもたち-寂しい・自信がな
い-～ゲームとスマホの幻想と弊害～」講師：仙台医療セ
ンター医師　田澤雄作氏。
○健康教育推進校での研究授業について指導助言を行っ
た。

○運動の魅力，過剰なメディアの接触時間による脳や心へ
の影響，睡眠の必要性などを学び，生活習慣の見直しにつ
いて保護者や児童生徒への指導に活かす意欲につながっ
た。

○健康教育研修会は好評でした。平日開催ということもあ
り保護者の参加が少ないことが課題としてあげられます
が，家庭との連携が必要なことから今後も継続して実施す
る予定です。
○健康教育推進校の研究授業を検討・協議することでさら
に充実した指導につなげていく予定です。
○仙台市健やかな体の育成プランは，教育課題の解決を図
る施策として，食育・学校体育・学校保健の3分野におい
て今後も取り組んでいく予定です。

健康教育課

25

性教育の充実
（再掲№61，
107）

発達段階に応じた性に関する指導を行う
とともに，性に関する科学的な知識を理
解させ，児童生徒の望ましい行動に結び
つく指導が行えるように研修会を実施す
る

○学校の教職員及び性教育関係者等を対象に性に関する教
育の在り方等について学ぶ宮城県主催の研修会（第25回宮
城県性教育指導者研修会）に仙台市の養護教諭，代替養護
教諭が参加した。
○学校訪問
子育て支援課と連携し，中学校10校に助産師の講師を派
遣。

○性教育指導者研修会では，学校における性・エイズ教育
の進め方について，次期教育課程の考え方を踏まえて話を
聞くことで，今後，学校においてもできるところから実践
してみようという意識付けになっている。
○助産師による講座では，受講した生徒から「自分が産ま
れて成長するためにどれほどの人に支えられているのか深
く知ることができた」など率直な気持ちを聞くことができ
た。また，養護教諭からも「生徒が命と性についてより深
く学ぶ良い機会になった」「自分と向き合い将来の自分に
ついて考える良い機会になった」とう感想が寄せられた。

○研修会の充実
学校が取り組みやすい実践発表の紹介等を通して，性に関
する指導の充実に努めます。
○学校訪問
思春期健康教育を継続します。

健康教育課

心のケア推進事業
（再掲№64）

○スクールカウンセラー配置事業及び緊急スクールカウン
セラー派遣事業の実施により，すべての市立学校にスクー
ルカウンセラーを配置し，児童生徒の心の安定や課題の早
期解決が図られている。
○さわやか相談員等は，地域の実情や児童生徒の実態に詳
しい人材が多いため，専門性の高いスクールカウンセラー
とは異なった角度から，児童生徒の悩みや不安，ストレス
の軽減に効果を上げ，不登校やいじめ等の未然防止に寄与
している。
○学校生活支援巡回相談事業は，様々な問題行動等があ
り，特別な配慮を必要とする児童生徒の対応について，巡
回相談員が教職員に対し指導，助言を行い，校内の指導体
制の整備及び，指導改善に効果を上げている。
○心のケア支援チーム派遣では，東日本大震災後の児童生
徒の健康状態調査や，学校からの聞き取りをもとに，震災
に起因するもの以外も含めた心身の健康状態が心配される
児童生徒の対応や支援のあり方について，教職員への助言
を行い，重篤な状態にならないよう早期発見，早期解決に
つながっている。
○震災に伴う精神科医師派遣では，支援対象校の教職員に
対して，児童生徒の健康状態の把握や，ハイリスクと思わ
れる児童生徒の継続的な見守りについて，精神科医療の立
場から助言を行い，問題の早期発見，早期解決に効果を上
げている。
○支援対象校7校へは，精神科医の定期的な派遣を実施
し，児童生徒の個別のケースについても適切に対応してき
たため，現在までＰＴＳＤ等の重篤なケースは見られてい
ない。
○「心とからだの健康調査」では，支援対象校の児童生徒
の健康状態について経年変化を把握することができ，ま
た，調査結果は学校において効果的に活用されている。
○スクールソーシャルワーカーが2名増員され，児童生徒
の置かれた様々な環境に働きかけながら，関係機関と連携
して支援を行い，環境の改善が図られている。

26

教育相談課児童生徒が地域，学校，家庭で精神的に
安定した生活を送り，健やかに成長でき
るよう，心の問題の未然防止，早期発
見，解決を目指した支援を行う

○スクールカウンセラー配置事業：小学校87校，中学校63
校，高校4校，中等教育学校1校，特別支援学校1校
○緊急スクールカウンセラー配置事業：震災後に，それま
でスクールカウンセラー未配置であった小学校34校に継続
配置
○さわやか相談員等配置事業：小学校47校，中学校14校
○学校生活支援巡回相談員派遣事業（各校の要請に応じた
専門知識を有する相談員を派遣）：小学校59校174人，中
学校9校24人【小学校56校155人，中学校12校25人】
○心のケア支援チーム派遣:小学校4回，中学校12回，計16
回【小学校18回，中学5回，計23回】
○震災に伴う精神科医師派遣（支援対象校7校）
○「心とからだの健康調査」の実施（支援対象校7校）
○スクールソーシャルワーカーの派遣:対応ケース138件
【78件】

※「心のケア支援チーム」
　精神科医，臨床心理士，指導主事の3名
※「支援対象校7校」
　六郷小，七郷小，東六郷小，岡田小，六郷中，
　七郷中，高砂中

○スクールカウンセラーについては，震災に伴う児童生徒
の心のケアが，今後も本市における重要な課題となってい
ることや，いじめの問題をはじめ，近年複雑化，多様化す
る児童生徒が抱える諸問題に対応していく必要があるた
め，引き続き全校配置を行うとともに，スクールカウンセ
ラーの専門性の強化に向け，研修の充実を図っていく必要
があります。
○さわやか相談員等は，スクールカウンセラーとは異なる
側面から問題の未然防止に寄与するため，学校からのニー
ズが高まっています。今後も学校や地域の実情を考慮しな
がら配置校を選定し，効果的に事業を実施していきたいと
考えています。
○学校生活支援巡回相談事業は，専門知識を有する相談員
の派遣により，児童生徒の発達障害等の特性や学級におけ
る支援のあり方についての教職員の理解が高まることが予
想されます。相談員の選出や確保等，今後も継続した取組
が必要だと考えています。
○本市には，現在も約800名に及ぶ被災地からの転入生が
いることから，今後も心のケア支援チーム派遣により，心
身の健康状態が心配される児童生徒の支援に，迅速かつ適
切に対応できる体制を整えておく，といった中長期的な取
組を継続していきたいと考えます。
○支援対象校7校に対し，「心とからだの健康調査」を実
施したことにより，当該校の児童生徒の実態を経年的に的
確につかむことができています。阪神淡路大震災の経験を
踏まえても，今後も継続して調査し，分析を進めていく必
要があると考えています。
○スクールソーシャルワーカーの活用により，様々な機関
との連携が生まれ，福祉的支援も手厚くなり，教育相談体
制が強化されました。
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基本施策①　　社会体験，自然体験や親子交流など多様な体験学習機会の充実

（40頁～）

27

どこでもパスポー
ト事業

仙台市及び周辺の市町村の小中学生を対
象として，公立の社会教育施設等を相互
に無料で開放することにより，より一層
子どもたちの学びの機会の創出を図る

○対象施設：19箇所
○どこでもパスポート利用者数：89,171人【88,185人】

※【】はH27実績

○多くの子どもたちが本事業を利用して社会教育施設等で
学習・体験活動をしたものであり，小中学生の社会教育推
進の一助となった。

○保護者から直接問合せがあるなど，当該事業への関心は
高く，小中学生の社会教育の推進に寄与しているものと評
価しており，引き続き本制度の周知を図りながら，事業を
推進していきます。

政策調整課

28

夏のボランティア
体験学習会（仙台
市ボランティアセ
ンター事業）
（再掲№100）

中学生以上を対象とし，学校，地域の連
携と社会福祉施設やＮＰＯ等の受け入れ
協力を得て，夏休み期間中の3～5日間で
活動体験を行い，体験を通してボラン
ティア・市民活動への理解と参加のきっ
かけづくりを行うとともに，子どもが自
ら学び，行動する力，他人を思いやる豊
かな心を育む

〇夏のボランティア体験会の開催（中学生以上対象）
期　間：平成28年7月21日〜8月24日
体験先：170件（地区社協，福祉施設，市民活動団体等）
体験者：延べ713人【延べ619人】

※【】はH27実績

〇体験者アンケートから，初めての参加が83%であり，
きっかけづくりとしての役割を実践できた。また，体験の
満足度として93%の方より大変満足及び満足と評価され
た。体験で印象に残っていることは体験先の利用者とのふ
れあいが64%と多く，49%の方が今後も積極的に活動した
い，50%の方が今後も機会があればボランティア活動をし
たいと回答している。
〇地区社協，高齢・障害・児童など各種施設などボラン
ティア育成に対して幅広い協力を得ることができた。
〇継続的な活動につながるようボランティア情報などを提
供して地域における奉仕活動者の人材育成の一翼を担うこ
とができた。

〇ボランティア・市民活動の入口として，未経験者が多く
参加いただけたことから，必要性の理解と参加のきっかけ
づくりを提供することができ，事業の目的は概ね達成でき
ました。
〇参加者の78%が高校生であり，中学生，大学・専門学
校，社会人の参加が少ないことから，それぞれのターゲッ
トに合った参加しやすい方法やアプローチの仕方の検討に
取組みます。
〇体験会修了者への情報提供など，継続的に参加できる環
境を整えて行く事に取組みます。

社会課

29

乳幼児とふれあう
機会充実
（再掲№105）

乳幼児とふれあう機会を提供し，小学生
や中学生，高校生が命の大切さや家庭の
意義を理解できるようにする

〇体験学習の受入：4,805人（小学生733人，中学生3,814
人，高校生258人）
【3,310人（小学生558人，中学生2,504人，高校生218
人）】
〇ボランティアの受入:680人（小学生42人，中学生51人，
高校生587人）
【308人（小学生4人，中学生42人，高校生262人）】

※【】はH27実績

〇小学生，中学生，高校生が乳幼児との触れ合いを通し
て，乳幼児を身近に感じ興味関心を持つ機会となった。そ
の中で，命の大切さや家族の愛情，役割理解につながっ
た。

〇核家族での生活が多くなった現代の子どもたちにとっ
て，身近な社会の中で乳幼児に触れ合う機会は，極めて少
ないと考えられ，このような体験学習やボランティア活動
は，貴重な体験，豊かな学びの場となっています。
〇社会の中での保育所の役割を伝えながら，乳幼児や子育
ての理解が深まるよう，今後も引き続き体験学習やボラン
ティアの受け入れを積極的に行っていきます。

運営支援課

30

環境教育・学習推
進事業

小中学生等の子どもへの環境保全活動に
関する啓発と，環境に配慮した行動形成
への動機付けを行う「環境教育・学習」
を推進し，持続可能な社会の実現を目指
す

○せんだい環境学習館（たまきさんサロン）の運営
・サロン講座26回【4回】
・子どもへの環境学習の場の提供
○その他の環境教育・学習推進事業の実施
・かんきょうチャレンジコンクール：127作品応募（かべ
新聞＋ポスター＋写真（小・中学生の部））【98作品】
・こどもエコクラブ：5クラブ【4クラブ】
・環境出前講座ネットワーク：47件【41件】
・杜々かんきょうレスキュー隊事業
　環境学習プログラム数：28【28】
　環境学習プログラム体験：73件【76件】
○環境ウェブサイト「たまきさん」での環境学習に関する
情報の発信

※【】はH27実績

○平成28年4月に環境教育・学習のための施設として開館
した「せんだい環境学習館（たまきさんサロン）」におい
て，親子向けサロン講座の開催や小学生を対象とした環境
教育を実施した。
○その他の環境教育・学習推進事業では，保育所や小学校
等において環境団体等と連携し，体験的な環境学習プログ
ラムを実施するなど，環境について学ぶ機会を子どもたち
に提供することができた。
○環境ウェブサイト「たまきさん」において,せんだい環
境学習館のイベントを始め，環境に関する様々な活動につ
いて情報発信した。

○環境に関する様々な分野をテーマとし，大学や環境団体
等と連携して開催したサロン講座は，募集を超える応募と
なるものもありました。引き続きサロン講座等事業の充実
を図り，「せんだい環境学習館」を環境教育・学習の拠点
施設として取り組みを進めていきます。
○環境団体等による環境学習プログラムは，子どもたちに
とって貴重な体験活動の機会になっており，今後も学校等
へ情報提供を行い，環境教育・学習の場の提供を続けてい
きます。
○今後も環境学習に関し，効果的な情報発信を行っていき
ます。

環境共生課

31

仙台市学童農園事
業

仙台市の区域内の児童生徒等が，農業体
験を通して農業の理解と食生活の大切さ
を学ぶとともに，地産地消の推進や農業
地域の活性化等を図るため，土に対する
親しみ，農作物の生育，収穫の喜びなど
を学びながら，農業を理解する機会を設
ける

○学童農園実施数実績
　80農園（65校）【79農園（66校）】
　
※【】はH27実績

<H28内訳>
小学校42,中学校1,幼稚園14,保育園8
・畑作：42農園(小学校22,中学校0,幼稚園13,保育園7)
・稲作：38農園(小学校34,中学校1,幼稚園2，保育園1)
※うち14小学校,1幼稚園で畑作・稲作の両方を実施

○前年度より実施農園数が増加し，多くの児童生徒たち
へ，農業に対する理解や食生活の大切さを学ぶ機会を提供
することができた。

○学校数は1校減であるが，前年度より畑作・稲作の両方
に取り組む学校が増えたことで農園数が増加しました。
○今後も各学校への事業紹介など情報提供を行い，事業推
進を図っていきます。

農政企画課

施策体系（２）　子どもの多様な体験の場の充実
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32

子どもの自然体験
学習林事業

子どもたちの郷土の緑に対する理解や関
心を深めるため，小中学生対象の自然体
験学習を市有林，公園などで企画・実施
し，植栽，間伐などの作業体験やゲーム
等を通し，森とふれあう機会を創出する
ことにより，森林等の豊かな自然環境等
を活用した自然体験など，多様な体験活
動機会の積極的な提供を図る

○小学校敷地内の立入禁止となっていた緑地を甦らせるた
めに，枡江小学校の児童を対象に実施した。学校の森とし
て今後も良好な緑地として保全していくために必要なこと
を考え，除伐，下草刈りのほか，看板や樹名板を製作し設
置した。
・開催日時：平成28年11月21，29日，12月15，20日（全4
回）
・参加校：枡江小学校5年生（25名）
　　　　　【高砂小学校4年生（78名）】

※【】はH27年度実績

○会場となった枡江の森は，設置されている階段や，看
板，樹名板が破損していたり，散策路が枝葉で塞がれ荒れ
た状態だったが，自分たちで考え，除伐，下草刈りをし，
新しい看板や樹名板を設置したことで，枡江の森は児童が
楽しめる場所に生まれ変わり，目に見える成果が得られ
た。

○決められたプログラムを実施するこれまでの方法とは異
なり，児童が緑地を調査し，問題点を見つけるところから
開始し，問題を解決するためにするべきことを考え，児童
自ら実施内容を決定しました。このため，緑地の管理の重
要性を深く理解し，緑地に対する愛着心を育むことができ
ました。
○学校の年間スケジュールの中に，新たな授業を組み込む
余裕は少なく，参加校の調整に苦慮しておりますが，自然
体験を通じて学習することの重要性と，これまでの実績か
ら見える効果を示しながら，引き続き参加校の呼びかけを
していきます。

百年の杜推進課

33

杜の都のエコス
クール

職員及び児童生徒一人ひとりが環境問題
について理解し，環境への負荷が少なく
地球環境にやさしい学校生活について，
主体的に考え実践することができるよう
にする

○児童生徒が,主体的に環境保全に取り組む意識や態度を
育てることをねらいとして,「杜の都のエコスクール」活
動に全市立小・中学校，中等教育学校で取り組んだ。
○各学校の取組を活動報告書としてまとめ，仙台市教育委
員会ホームページに掲載し,広く一般市民に活動の内容に
ついて紹介を行った。

○各学校が地域との関わりを大切にしながら環境に関する
様々な取組を行い，児童生徒が環境保全に向けて主体的に
活動しようとする意識を高めることができた。
○各学校の取組を活動報告書としてまとめ，仙台市教育委
員会ホームページに掲載し，市民に各学校の取組を紹介す
ることができた。

○地域との関わりを大切にしながら，環境に関する様々な
取組を行うことができています。
○今後も，学校や地域の実態を踏まえた環境保全につなが
る取組を実施していきます。また，様々な取組を多くの人
と共有したり，学校間で共有したりしながら，環境に関わ
る課題を解決できるような機会も大切にしていきます。

教育指導課

34

土曜日の教育支援
体制等構築事業
★
（再掲№354）

学校区単位で，地域の多様な経験や技能
を持つ人材・団体の協力を得て，土曜日
等に地域の子どもを対象とした学習支援
や体験活動等の教育活動を企画・実施す
る

○昨年度と同様，3校区で実施した。
○平成29年3月に仙台市土曜教育活動推進委員会を開催
し，本事業の効果的な推進方法等に関する検討を行った。
・実施箇所数:3校区【3校区】
・年間参加者数:1,518人【1,544人】

※【】はH27実績

○参加人数は昨年度と比較しほぼ横ばいとなったが，コー
ディネーターを中心に様々な世代のボランティアスタッフ
が関わりながら，地域の特色を生かした活動を展開するこ
とができた。

○土曜日等に多様な活動を経験することや，広く地域の
方々と接することは，子どもの学力向上や心の成長につな
がるものと捉えています。
○多くの学校区がより取り組みやすい枠組みを提供できる
よう，工夫を重ねていく予定です。

生涯学習課

35

学校図書室等開放
事業
（再掲№93，
355，413）

核家族や共働き家庭の増加等によって必
要性が高まっている子どもの居場所づく
りの一環として，市立小学校の図書室等
を週末に開放し読書の機会を提供すると
ともに，子どもの居場所を拡大し，地域
の生涯学習の場としての活用を図る

○実施校数：21校【21校】
・延べ開放回数:606回【631回】
・延べ利用者数：9,794人【10,124人】
○管理指導員を対象とした研修会・情報交換会を実施し，
企画・運営のスキルアップや事業実施にあたっての連携・
協力体制の強化を図った。

※【】はH27実績

○図書室を開放するだけでなく，各校で工夫を凝らした読
み聞かせの実施や季節の行事の開催等を行っている。
○この事業を通し，読書の機会を提供するとともに，子ど
もの居場所づくりや地域の生涯学習の場として，学校施設
の有意義な活用を図ることができた。

○担い手不足等の理由により1校で事業を休止しました
が，他の1校で新規に事業を開始しました。
○今後も継続して管理指導員向けの研修会を実施し，情報
共有や事業手法の学習を通して，管理指導員のスキルアッ
プを図っていく予定です。

生涯学習課

36

子ども読書活動推
進
（再掲№65）

「仙台市子ども読書活動推進計画」に基
づき，子どもがいつでも，自由かつ意欲
的に読書に親しむことのできる環境を作
るため，事業を推進する

〇家や図書館で普段1日に30分以上読書する児童生徒の割
合
小学校39.3%【39.0％】,中学校30.8%【30.8％】
〇市立図書館児童書蔵書冊数:5.2冊【5.1冊】
〇市立図書館児童書年間貸出冊数:9.0冊【9.1冊】

※児童生徒の割合は,小学校は6年生,中学校は3年生の数
値。生活･学習状況調査による。
※蔵書冊数と貸出冊数は,いずれも15歳以下1人あたりの数

※【】はH27実績

○家や図書館で読書する児童生徒の割合や,図書館での児
童書蔵書冊数及び児童書年間貸出冊数は,概ね前年度並み
を維持している。
○家庭,地域,学校,図書館において,第二次計画に沿った各
種事業をそれぞれ展開することで,子どもが読書に親しむ
機会を提供している。
○関係課長会議や有識者などによる検討委員会を開催し，
これまでの取組における成果・課題を分析した上で課題解
決に向けた取組を盛り込んだ第三次計画を策定した。

○関係課長会議や図書館と学校での情報交換等により,情
報共有が関係機関間で進みました。
○今後も子どもの読書環境の更なる充実のために，第三次
計画に基づいて事業を展開していく予定です。

生涯学習課
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37

子ども読書活動推
進事業（子供図書
室等）
（再掲№66）

泉図書館2階の「子供図書室」を中心に，
「仙台市子ども読書活動推進計画」及び
「仙台市図書館振興計画」をより効果的
に推進するための各種事業を実施すると
ともに，市内の子ども読書に関わる人・
情報・サービスのネットワークの拠点と
して，活動支援のための講座等を全市的
に展開する

○妊娠期の親や，乳幼児とその親に対する読書支援を強化
した。
・おはなし会等の実施　665回，12,019名参加【605回，
11,822名】
○小学生，中学生，高校生等年齢に応じた読書支援サービ
スを拡大した。
○障害のある子どもたちの読書を助ける資料の収集に努め
た。
○市内の保育所，幼稚園，児童館などの職員や地域のボラ
ンティアの支援を行った。
・「子ども読書支援パック」の貸出　457件，10,022冊
【457件，9,501冊】
・除籍済資料の無償譲渡　7件，713冊【12件，714冊】
・講座等への職員派遣　8件【10件】
・研修・講座の実施　10件，210名参加【9件，268名】
○子供図書室で活動する，中高生による図書館サポ－ター
の育成に向けた活動を行った。
○子供図書室を核とした，子ども読書を進めるための連携
を図った。

※【】はH27実績

○各種おはなし会を通じ，読み聞かせの楽しさや大切さを
伝えることができた。
○小学生向け一日図書館員，中高生向けボランティア体験
等を実施し，図書館に対する理解を深め，図書館員と交流
できる場を設定できた。
○中高生のボランティアが作成したブックリストや「ＹＡ
通信」の配布，おすすめ本の掲示等を通して，中高生に情
報発信ができた。
○図書館ホームページ内に開設した中高生向けコンテンツ
の更新を随時行い，コーナーを充実させた。
○「子ども読書支援パック」にアンケートで要望の多かっ
たパックの種類を増やしたり，新たなパックを作成するな
ど資料の充実を図った。
○保育所等に対する除籍済資料の無償譲渡により，資料の
有効活用を図った。
○家庭文庫や地域文庫への貸出により，図書館を利用する
機会の少ない子どもにも，本に親しむ機会を提供すること
ができた。
○図書館全館で，おすすめ本の企画展示や児童文学者講演
会，ボランティア養成講座等を実施し，子どもが本に親し
むための取組を行うことができた。

○乳幼児期からの本の重要性を伝える各種おはなし会は，
参加者も増加しており成果は上がっています。
○以前より中高生の図書館離れがみられるため，図書館
ホームページ内に中高生向け（YA）コンテンツを開設した
り，各種行事の開催やボランティアと連携した情報発信等
を行っていますが，十分な成果とはなっていません。今後
もコンテンツの充実や行事への参加機会を増やしていきま
す。
○子ども読書活動を推進する地域施設や団体等向けの「子
ども読書支援パック」は貸出件数は横ばいですが，利用者
のアンケートから満足との声が多く，利用の定着が見られ
ます。引き続き，利用者のニーズの把握に努めていきま
す。
○保育所等への読書支援の一環として除籍済資料の無償譲
渡は，譲渡可能な資料数に対し実際に譲渡している冊数が
少ないため，案内を区ごとではなく全市一斉に出すなどよ
り多くの資料を有効に活用できるようにしていきます。
○中高生への読書支援として中高生図書館サポーターによ
る同世代への情報発信を行っていますが，更に工夫が必要
です。

市民図書館

38

仙台市図書館学校
連携事業
（再掲№67）

学校との連携を強化し，児童・生徒の読
書活動を支援するとともに，特別支援学
校・特別支援学級を対象とした専用資料
の充実と資料提供を行う

○市内特別支援学校・学級専用資料を充実させ，広報活動
も実施したが，利用数は伸び悩んだ。
・11校，642冊の貸出【25校，866冊】
○学校との連携の強化，協働による事業を充実させた。
・学校への貸出：475校，33,586冊【498校，32,689冊】
・図書館職員によるブックトークの実施：141校（小学校
121校・中学校20校）【137校（小学校123校・中学校14
校】
・ブックトークボランティアによるブックトークの実施：
32校（小学校29校・中学校3校）【36校（小学校33校・中
学校3校】
・小学校及び中学校・高等学校１年生向け図書館利用案内
の作成・配布送付部数総数：32,226部【30,832部】
・高等学校向け貸出サービス試行を開始した。
　登録校数：１校　貸出冊数：54冊

※【】はH27実績

○朝読書用パッケージの利用回数を制限せず，年間最大4
回までの使用を可能とした。
○授業用の図書貸出の際，図書館で選書のうえ必要な冊数
を準備していることに対し，学校から感謝の声をいただい
た。
○図書館員およびボランティアによるブックトークは，子
どもの読書活動推進の一助となっているとの声が多くの学
校から寄せられた。
○小学校～高等学校１年生に配布している利用案内は，図
書館の利用を促進するものとして評価された。
○高等学校貸出サービスの試行を開始し，新たな利用者層
の開拓ができた。

○特別支援学校・学級専用資料は利用校，利用冊数共に伸
び悩みました。より多くの学校に利用していただけるよ
う，広報活動を工夫していきます。
○学校への貸出は需要がある一方で，利用したくても図書
館での受取・返却は業務上厳しいとの声もいただいていま
す。資料配送サービスを導入し，多忙な現場でも利用しや
すいシステムの整備を行います。
○年々需要の高まっている図書館職員およびボランティア
によるブックトークの質を高めていけるよう，研修の充実
を図ります。
○高等学校貸出サービスの試行により，今までアプローチ
が難しかった高等学校とのつながりをもつことができるよ
うになってきました。高等学校との連携ができるよう，働
きかけをしていきます。

市民図書館

39

家庭教育推進事
業・青少年健全育
成事業（親子参加
型講座）
（再掲№359）

他の親子や仲間と交流を図り，地域の中
で豊かな人間関係や親子関係を築くこと
をねらいとする事業を展開する

○実施市民センター数：44館【40館】
○事業数：54事業(245コマ)【57事業（286コマ）】
○参加延べ人数：6,268人【8,512人】
○参加実人数：3,907人【4,785人】

※【】はH27実績

○親子遊びや工作，調理，野菜作りなど，親子で行える講
座を開催し，様々な体験の機会を提供することができた。

○親子が楽しみながら様々な体験ができる事業を予定どお
り実施することができました。
○子どもの健全育成につながるよう，今後も，親子が楽し
みながらともに学べる講座を実施していきます。

生涯学習支援セ
ンター
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40

青少年健全育成事
業（ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ・
ｲﾝﾘｰﾀﾞｰ育成支援
等）
（再掲№360）

ジュニアリーダーやインリーダーを養
成・支援することにより，中高生のボラ
ンティア活動推進と子ども会活動の活性
化を図るとともに，子どもたちが地域で
活躍する場を提供することにより，地域
づくりを進める

〇ジュニアリーダー活動状況
・登録者数：458人
・実働人数：353人
・活動要請件数:944件(754件対応)
○ジュニアリーダー各種研修会
・初級研修会（各市民センターで実施）
　　　　　　　合計135人受講
・中級研修会：62人受講
・上級研修会：19人受講
・実践研修会：39人受講
〇インリーダー研修会実績
・開催件数：56回
・受講者数：3,137人

○ジュニアリーダーの育成支援のために実施した研修を通
して，ジュニアリーダー一人ひとりが必要な知識や技能を
身に付け，自覚と責任を持った活動に結びついた。
○近年の野外活動に関する要請数の増加を受け，27年度よ
り，上級研修会及び実践研修会を宿泊研修とし，テント
泊，キャンプファイヤー，野外炊飯等，野外活動における
スキルアップを図った。特に実践研修会は，上級研修修了
者が他の受講者に野外活動のスキルを伝達することで，よ
り身に付く研修となった。
○インリーダー研修会については，年度で波はあるもの
の，市民センターと仙台市嘱託社会教育主事研究協議会と
の共催で進めており，一定の水準を保って事業を実施して
いる。

○子ども会活動の支援のほか，地域の活動やイベントなど
への参画も進んでおり，団体及び活動に関する認知度も高
まっています。
○ジュニアリーダー登録者数が増加傾向にあることから，
今後は活動拠点である地区館における定例研修会の充実を
図るとともに，キャンプファイヤーや野外炊飯等，野外活
動への要請に対応できる知識，技術の向上を図っていきま
す。
○インリーダー研修会，ジュニアリーダー各種研修会と
も，今後も仙台市嘱託社会教育主事研究協議会と連携し，
更にプログラムの充実を図っていきます。

生涯学習支援セ
ンター

41

青少年健全育成事
業（中高生のボラ
ンティア等）
（再掲№361）

防災講座や各種イベント等，地域におけ
る中高生ボランティアの活動機会を提供
し，中高生が地域をより身近なものとし
て感じることで，地域の活性化へとつな
げる

○実施市民センター数：12館【11館】
○事業数：15事業【14事業】
○参加延べ人数：3,327人【1,831人】
○参加実人数：2,219人【1,322人】

※【】はH27実績

○講座を通じて，中高生に地域における役割について考え
たり，地域を身近に感じる機会を提供することができた。

○中高生が地域における役割について考えたり，地域を身
近に感じることができるような事業を予定どおり実施する
ことができました。
○子どもたちの社会参加を考える機会として必要な事業で
あると考えます。

生涯学習支援セ
ンター

42

青少年健全育成事
業（体験学習，異
年齢交流講座等）
（再掲№362）

学校外での様々な活動や遊びを通して，
体験活動の推進と異年齢交流を図るとと
もに，星座観察，科学実験，野菜作りな
ど，学校教育とは違った内容での体験型
講座を実施する

○実施市民センター数：54館【55館】
○事業数：158事業（732コマ）【142事業（620コマ）】
○参加延べ人数：25,658人【26,490人】
○参加実人数：17,517人【19,001人】

※【】はH27実績

○自然観察や野菜作り，キャンプなど，学校教育とは異な
る内容の体験の機会を子どもたちに提供することができ
た。
○ジュニアリーダーとの交流など，異年齢での交流の機会
も提供することができた。

○キャンプやジュニアリーダーとの交流等，学校の授業で
はなかなか体験できないような機会を提供する事業を予定
どおり実施することができました。
○子どもの考える力や生きる力を伸ばし，社会性を育むよ
う，今後も体験型講座を引き続き実施していきます。

生涯学習支援セ
ンター

基本施策②　　豊かな遊び・スポーツ・文化の環境の形成

（41頁～）

43

マイタウンスポー
ツ活動推進

子どもから高齢者まで，年齢を問わずス
ポーツにふれることができるよう，地域
スポーツ活動の活性化に向けた支援に取
り組む

○マイタウンスポーツデー（体育の日イベント）の実施
　延べ参加者数19,342人【19,829人】
○地域スポーツイベント助成
　37件交付【36件】

※【】はH27実績

○マイタウンスポーツデーでのスポーツ施設の無料開放で
は，カメイアリーナ仙台でのＮＨＫとの連携イベント開催
を始めとして,各施設において工夫した事業展開をはかり,
子どもから大人まで幅広い世代の方がスポーツを楽しんだ
り，熱心に応援したりする姿が見られた。
○地域スポーツイベント助成では，学区民体育振興会等が
実施したイベントに対し助成を行ない,気軽に楽しめる
ニュースポーツ等の普及促進を図った。

○７年目を迎え，施設の無料開放や各種イベントなど浸透
してきておりますが，イベントによっては，参加者が減少
もしくは横ばいといった施設もあるため，より多くの方に
参加いただけるよう関係者と協議を進めていきます。
○ニュースポーツが学区民体育振興会のイベントを通して
徐々に普及してきており，今後も普及・推進のために助成
を継続していきます。

スポーツ振興課

44

仙台ジュニアオー
ケストラの運営

小学5年生から高校2年生までの児童・生
徒が団員として所属するジュニアオーケ
ストラにおいて，春と秋に実施する演奏
会開催を中心とした活動を行い，本市に
おける音楽文化の振興に寄与するととも
に，音楽活動を通じ，青少年の健全育成
を図っていく

○第26回定期演奏会
・開催日：平成28年10月15日（土）
・会場：日立システムズホール仙台
・入場者数：720名
○2017スプリングコンサート
・開催日：平成29年3月20日（月）
・会場：イズミティ21
・入場者数：868名
○その他
・平成28年10月16日（日）に東京のサントリーホールで開
催された「ウィーン・フィル&サントリー音楽復興基金
『こどもたちのためのコンサート』特別公演」に出演。
・平成28年8月21日（日）に新潟市民芸術文化会館
（りゅーとぴあ）で開催された「ジュニアオーケストラ・
フェスティバル2016 in NIIGATA」に出演。

○例年どおり春と秋の2回の演奏会の開催に加え，3年に1
度開催される全国公立ジュニアオーケストラの交流演奏会
に出演したほか，東日本大震災の復興支援として平成24年
度より5年間にわたり実施されたウィーン・フィルメン
バーによるワークショップの集大成として，定期演奏会及
びサントリーホールでの公演において，ウィーン・フィル
のメンバーと共演した。
○これらの活動を通じて，子ども達の主体性や助け合いの
心を育むことができ，また，他のジュニアオーケストラの
子ども達やウィーン・フィルのメンバーとの交流を通じ
て，音楽性の向上を図るとともに，子ども達が音楽に取り
組む喜びを改めて感じる機会を得ることができた。

○春と秋の2回の演奏会の開催に向け，団員同士が互いに
切磋琢磨しながら練習に取り組み，本番においては，練習
の成果を十分に発揮し，達成感，充実感を得ることで，目
標に向かい一生懸命取り組む大切さを学ぶことができまし
た。また，2度の遠征における団体行動の中で，時間や
ルールを守る大切さを学ぶとともに，団員同士の親睦を深
めることができました。
○本事業は，本市の音楽文化振興の1つの核となる取組み
であり，学校や学年の壁を超え，同じ志を持つ仲間と交流
できる貴重な機会であり，子ども達の健全育成に大きく寄
与するものであることから，今後も継続したいと考えま
す。

文化振興課
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整理
番号

事業名（★：計画策定
時新規事業）

事業概要 [Ａ]平成28年度実績 [Ｂ]平成28年度実績の成果または効果 [Ｃ]平成28年度実績に対する評価および今後の取組について [Ｄ]担当課

45

仙台フィルハーモ
ニー管弦楽団によ
るコンサート

未就学児童及びその家族のためのコン
サートや，小学5年生と中学1年生を対象
としたオーケストラ鑑賞会を実施し，子
どもがオーケストラにふれあえる機会を
提供する

○オーケストラと遊んじゃおう
・平成28年4月3日（日）
・入場者1,442名
○青少年のためのオーケストラ鑑賞会
・平成28年7月6日（水）～8日（金）
・平成28年10月18日（火）～21日（金）
・参加者：小学5年生6,842名
　　　　　中学1年生2,893名

○オーケストラと遊んじゃおうでは，子どもがよく知る音
楽をプログラムに盛り込み，また，楽器体験のコーナーを
設けるなど，音楽への興味を引きだすとともに，親子で
オーケストラの演奏を楽しむ機会を提供し，その魅力を伝
えることができた。
○青少年のためのオーケストラ鑑賞会は，市内の全ての小
中学生を対象に，「本物」の実演芸術を早くから体験する
機会を提供することができた。

○一般的なクラシック公演は未就学児の入場ができないこ
とから，未就学児とその家族を対象とする当該公演は，生
のオーケストラの演奏を親子で楽しめる良い機会を提供す
ることができました。また，若年齢層が早くからオーケス
トラのコンサートへ参加する機会を設けることで，舞台芸
術への理解の深まりを促進し，時代への継承につながるこ
とが期待されることから，今後も同様の公演を継続してい
く意義があると考えています。

文化振興課

46

仙台クラシック
フェスティバル開
催

クラシック音楽の名曲を低料金・短時間
で提供し，クラシック音楽の聴衆の拡大
と音楽文化の振興を図るとともに，「楽
都仙台」を国内外にアピールする
0才以上または3才以上入場可能な公演を
多く開催し，多くの子どもたちがクラ
シック音楽にふれる機会の提供に努める

○開催期間：平成28年9月30日（金）～10月2日（日）
○会場：日立システムズホール仙台（青年文化セン
ター），イズミティ21，エル・パーク仙台，太白区文化セ
ンター
○公演数：有料公演87公演
○延べ来場者数：約38,000人

○有料の87公演中70公演を乳幼児が入場できるプログラム
とし，そのうち6公演を0歳以上入場可能で開催，64公演を
3歳以上入場可能で開催した。平成28年度においても，エ
ル・パーク仙台と太白区文化センターを子ども向けプログ
ラムを充実させる会場と位置づけし，エル・パーク仙台の
会場運営については，子ども･子育て支援のＮＰＯ法人に
委託した。
○入場無料の街なかコンサートでも,乳幼児から楽しめる
プログラムを組んだファミリーコンサートを提供した。

○平成28年度においても，エル・パーク仙台と太白区文化
センターにおいて0歳以上入場可能プログラムを実施する
など，多くの子どもたちがクラシック音楽に触れる機会を
提供することが出来ました。
○乳幼児入場可能の公演は毎年人気が高く，好評を博して
いることから，今後も引き続き実施し，子どもと一緒に家
族で楽しめるプログラムを充実させていきます。

文化振興課

47

仙台文学館におけ
る展示・講座等の
実施

子どもが文学に親しみ，さらに理解を深
めることができるように，仙台文学館に
絵本や児童書を自由に読める「絵本の部
屋」を常設する
また，夏休み期間には，企画展示室で
「こども文学館えほんのひろば」の展示
を実施し，児童書の展示や読み聞かせ等
の多彩な事業を行う

○「こども文学館えほんのひろば」
・開催期間：平成28年7月15日（金）～8月28日（日）
・観覧者：4,271人【8,498人】
・入館者数：12,790人【18,689人】

※【】はH27実績

○こども文学館えほんのひろばでは，会期中毎日お話会の
開催したほか，手作りコーナーなどを設けるなど，好評を
得た。
○絵本作家を特集した「西巻茅子の世界」を同時開催し，
親子連れで展示を楽しんでもらう工夫をした。

○子どもに親しみやすい内容を通し，文学の普及につとめ
ることができました。
○今後もこれまで実施している事業について随時内容の見
直しを行い，より参加しやすい事業の実施に努めます。ま
た，ワークショップなど参加型のイベントを充実させてい
きます。

文化振興課

48

海岸公園冒険広場
管理運営

海岸公園井土地区「冒険広場」におい
て，子どもたちが自分の責任で自由に遊
ぶことを通じて，自らの創造性や主体性
を向上させる(震災により，平成30年度か
らの再開を予定)

○東日本大震災により発生した津波により施設が被災した
ため，現在海岸公園は休園中。
○施設の復旧までの期間においては「海岸公園冒険広場サ
テライト業務」を実施し，荒井地区内の公園を使用して海
岸公園冒険広場で実施していた遊び，遊び場（プレーパー
ク）の提供を行った。
○冒険広場サテライト開催：年約50回（毎週土曜日開催）
参加者25人～180人（自由に出入りできるため，正確な参
加者人数は不明）

○被災により海岸公園は休園したものの，荒井地区で代替
イベントとなる冒険広場サテライト業務を実施し，子ども
たちに遊びを通じて様々なことを学ぶ機会を設けることが
できた。

○平成30年度の海岸公園冒険広場再開に向け復旧に取り組
んでいきます。
○冒険広場サテライト業務については，子どもたちから自
分の責任で自由に遊ぶ「冒険あそび場」の利用について好
評を得ており，平成29年度についても引き続き開催しま
す。

建設局公園課

49

校庭・体育館の自
由活動開放事業
（再掲№94，
356，414）

地域における児童・生徒のスポーツ振興
や，核家族や共働き家庭の増加等によっ
て必要性が高まっている子どもの居場所
づくりの一環として，土曜日の午前中
に，児童及び生徒の自由な活動の場とし
ての利用に供するため，市立小中学校，
特別支援学校の一部において，校庭及び
体育館を開放する

○校数：38校で実施【39校】
・開放回数：495回【517回】
・利用者数：11,268人【12,077人】

※【】はH27実績

○地域における児童・生徒のスポーツ振興や子どもの居場
所づくりという目的に対し，一定の成果をあげることがで
きた。

○市立小・中学校，特別支援学校の希望校において実施し
ていますが，実施校数や開放回数が減少傾向にあります。
○実施校が広がらない原因を把握し，各校の理解・協力を
得られるよう努めていきます。

生涯学習課
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基本施策①　　健やかな心と体の育成

（42頁～）

50

子どもの体力向上 子どもの体力低下傾向に歯止めをかけ，
その向上を図るため，市内の体育館等で
行っている未就学児向けの事業等によ
り，未就学段階から運動に親しむ機会を
提供する

○各区体育館やプールなどにおいて，幼児が参加できるプ
ログラムや教室を通年で実施した。
・延べ2,006回開催【1,795回】
・延べ30,482人【29,623人】

※【】はH27実績

○幼児や親に人気のあるサッカー・体操・スイミングやテ
ニスなどのプログラムを多数企画し，前年を上回る参加者
数を得ることができたことから，スポーツへの関心が高
まっていると感じられた。
○多種多様なスポーツ教室の実施等，スポーツをすること
の楽しさや素晴らしさを体験できる機会を多く設定したこ
とにより，幼児期からスポーツを始めるきっかけを提供す
ることができた。

○引き続き，幼児が参加しやすいプログラムを各指定管理
者と情報交換しながら,継続的に運動に親しむ機会の提供
に努めていきます。

スポーツ振興課

51

3歳児カリエスフ
リー85プロジェク
ト　★
（再掲№168）

むし歯のない3歳児を85％以上に増加させ
ることを目指し，乳歯萌出期である8～9
か月児の乳児健診等において，むし歯予
防の重要性を啓発し，かかりつけ歯科医
院での定期予防管理を受ける習慣の定着
を推進する
併せて低年齢児から歯の健康づくりを支
援する歯科医療機関の整備を図る

子供保健福祉
課，健康政策
課，各区家庭健
康課

52

子どもの歯と口の
健康づくり推進
（再掲№169）

乳幼児期のむし歯予防を推進するため，
乳幼児健康診査や地域における健康教育
を通じて，基本的な生活習慣の定着を図
るとともに，保育所・幼稚園等を対象と
したフッ化物洗口導入支援事業等を通じ
て，年齢に応じたフッ化物応用法の啓発
を行う

子供保健福祉
課，健康政策
課，各区家庭健
康課

53

幼児の肥満対策
（再掲№170）

子どもの肥満予防と肥満解消のために,乳
幼児健康診査等において，食生活・身体
活動などについての保健指導・個別相談
を実施する
また，肥満の乳幼児について，栄養相談
を実施し，肥満解消に向けた支援を行う

○2.6歳健診時の集団指導において，栄養士が食事のバラ
ンスやおやつの取り方等について指導している。
・2.6歳集団指導　213回　8,587名
○幼児健診における個別の栄養相談等において肥満の予防
や解消について指導している。
幼児健診時の食生活相談
・1.6歳：1,358件
・2.6歳：　611件
・3歳　：　479件

○幼児健診の集団指導時に健康的な食生活，適切な食習慣
について指導することで，保護者に対し効果的な啓発がで
きた。
○幼児健診の栄養相談では，生活リズム，食習慣等も踏ま
え，個々に応じた支援を行い，食生活改善への意識づけの
機会となっている。

○幼児健診の栄養相談においては，個々の状況に応じた支
援を行い，食生活改善への意識付けの機会となっていま
す。
○今後も，個々の状況に応じた食生活支援の充実に努め，
幼児期における肥満の割合の減少を目指します。

健康政策課，子
供保健福祉課，
各区家庭健康課

施策体系（３）　生きる力をはぐくむ教育の充実

○むし歯のない3歳児81.6%【80%】
○むし歯のない5歳児65.4%【62.5%】
○フッ化物洗口を実施している
　保育所･幼稚園62.8%【62.6%】

※【】はH27実績

○3歳児ｶﾘｴｽﾌﾘｰ85ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ
・保護者向け啓発媒体作成
　　お子さんの健やかな成長のために
　　せんだい★でんたるノート
　　協力歯科医療機関一覧
○各推進主体の研修会，事業説明会
・仙台歯科医師会：2回開催96人
・各区幼児健診懇談会：5回開催135人
〇歯と口の健康づくりﾈｯﾄﾜｰｸ会議
・及びむし歯予防推進部会：2回開催40人

○むし歯のない3歳児は,前年度より1.6イント増加してい
るが,政令指定都市平均値84.9％（H27年度実績）と比べ良
好とは言えない状況である。
○むし歯のない5歳児は,前年度より2.9ポイント増加し,全
国値64.4％（H28年度学校保健統計調査）を上回った。
○フッ化物洗口を実施する保育所･幼稚園の割合は,前年度
より0.2ポイント増加した。
○3歳児ｶﾘｴｽﾌﾘｰ85ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ各種啓発媒体の活用により，8
－9か月児の保護者に効果的な啓発ができるようになっ
た。
○関係団体による研修会開催により，乳児期からの適切な
歯の健康づくり支援のあり方を共有することできた。
○歯と口の健康づくりネットワーク会議等を開催すること
で，乳幼児の健康を支援する関係者が，むし歯の撲滅を目
指す具体策を検討，実践に向けた検討ができた。

○３歳児のむし歯の有病状況は，依然として全国や政令指
定都市に比べ劣っており，その傾向は，すでに1歳6か月児
健診において認められます。
○8-9か月児乳児健診において，乳歯萌出期からのむし歯
予防の重要性を啓発し，「かかりつけ歯科医」において定
期予防管理を受ける体制整備を図りました。
〇平成27年4月より，保健医療・地域関係者との連携・協
働により「3歳児ｶﾘｴｽﾌﾘ-85ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」を開始し，28年度は
取り組みの進捗評価を実施した結果，幼児の歯科保健行動
の状況は改善傾向にあります。
○保育所･幼稚園等で実施するフッ化物洗口等の推進によ
り,むし歯のない5歳児の割合は，全国値を上回りました。
〇今後も関係主体との連携のもとに取り組みを進め，乳歯
の萌出期から幼児期前半，就学期までの連続した歯と口の
健康づくりを推進します。
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■青葉区
○対象：地域保健福祉実習中の看護学生及び栄養学生（40
名）
　回数：9回
　テーマ：「自分の人生を描いてみよう」
           ライフライン記載
○対象：折立中学校1,2年生（175名）
　　　　五橋中学校2年生（277名）
　テーマ：「大切な命だから」
           助産師からのメッセージ

■青葉区
○実施した学生において，自己実現と健康管理について気
づきが見られた。
○子供未来局・教育局と助産師会との連携事業として実
施。区としては，中学校や助産師会とつながったことで，
今後の連携がスムーズになった。

■青葉区
○自分の体や性について理解し，自分や相手を大切にする
というメッセージを思春期の世代に伝えることができまし
た。
○望まない妊娠・性感染症から身を守るということを考え
る機会としていくために，今後も関係者と連携しながら実
施していきます。

■宮城総合支所
○管内小中学校養護教諭，産科医療機関の助産師との連絡
会の開催
・参加者13名
○リーフレットの配布
・74部

■宮城総合支所
○連絡会を初めて開催し，参加者からは「どのような取組
みが行われているのか知ることができ，参考になった」，
○「相談先や連携先が具体的に分かり，積極的な取組みに
つなげられる」等の感想が見られ，継続実施を望む声が多
かった。

■宮城総合支所
○教育機関，産科医療機関との連携により，管内の性に関
する教育の実施状況を共有することができました。
○地域の実情に応じた内容を検討し，教育機関や産科医療
機関との連携を図りながら継続的に実施していきます。

■宮城野区
○子育て支援課による思春期健康教育助産師会委託事業へ
の同行
・中学校2校
・参加者：生徒347名，保護者44名
・高等学校1校
・参加者：生徒74名，教員20名
○高校生を対象としたエイズ予防健康教育（管理課共催）
・1校2回
・参加者：生徒61名
○看護師・保健師・助産師学生実習時の健全母性育成講話
・参加者：学生15名
○高校生への思春期健康教育
・1校1回
・参加者：生徒14名教員3名

■宮城野区
○講話の企画・実施は助産師会の講師が行い，同行した保
健師は，保健福祉センターの紹介と母子保健事業について
の説明を行った。
○高校生を対象とした健康教育は，BS法やライフステージ
を考える個人ワークを取り入れた参加型で行い，ライフス
キルを活用したコミュニケーション力を高める内容を盛り
込み，生徒自身の問題として考えられるよう工夫し効果的
に行なうことができた。
○望まない妊娠等の防止と性感染症の予防について，講義
と個人ワークを組み合わせた構成で正しい知識の普及につ
なげた。

■宮城野区
○若者の性感染症の増加，若年妊娠や望まない妊娠，虐待
事例の増加という現状があり，思春期健康教育はますます
重要になっております。
○アンケートの結果，内容の理解度が高い反面，「よくわ
からなかった」という生徒もいることから，実践において
配慮しながら継続していきます。

■若林区
○小中高校生を対象とした思春期健康教育の実施
・小学校3校，中学校2校
・延参加者数　603人
○小中高を対象に年2回学校保健懇談会を開催
・前期22人，後期13人参加

■若林区
○思春期健康教育の実施後アンケートでは，9割以上が内
容をよく理解できた，将来役に立つ，という良い受け止め
であった。
○学校保健懇談会では，養護教諭だけではなく校長先生の
参加もあった。健康教育の取り組みについて意見交換がき
た。

■若林区
○学校独自で健康教育を行えるようサポートしていく事業
である旨を学校側と共有し，内容についても検討していき
ます。
○平成13年度から学校保健懇談会の開催が継続されてお
り，今後も連携をはかりながら思春期の健康づくりを行っ
ていきます。

■太白区
○太白区保健福祉センターでは小学校と連携し赤ちゃん
抱っこ体験等健康教育を行った。
・128名参加
○児童自立支援施設の児童を対象に思春期健康教育を実施
した。
・23名参加

■太白区
○事前に対象の学校・学園と打ち合わせを行い，児童の課
題に合わせた健康教育を行うことができた。
○児童のアンケートからは性の違いについてや性感染症に
ついて正しい認識がなされたことを把握できた。

■太白区
○今後も学校保健委員会等を通じ学校と連携を図り，思春
期健康教育を推進して参ります。

■泉区
○宮城県助産師会委託により中学校2校において実施。区
の担当保健師同行し，保健福祉センターや保健師の仕事な
ど紹介した。
・高森中学校：150名生徒参加
・寺岡中学校：125名生徒参加

■泉区
○助産師会委託があった2校のうち初めて依頼をうけた中
学校の校長先生が，思春期健康教育に前向きという状況を
把握した。

■泉区
○助産師会委託事業のあった学校に対し，地域の生徒や保
護者の状況を把握できるので今後も担当者が同行します。
○学校やPTAとの連携のもと依頼に応じて実施していきま
す。

54

思春期保健の推進
（再掲№103）

集団による母性保護知識の普及を行い，
若年妊娠・望まない妊娠等の防止や性感
染症の予防等について，教育委員会と連
携を図りながら，小中学校，高等学校に
て生徒と保護者を対象とした講習会を実
施するなど，思春期からの心と体の健康
教育の充実に向けた取組を進める

健康安全課，子
供保健福祉課，
各区管理課，各
区家庭健康課
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55

幼児健康診査等に
併せて行う心のケ
ア対策★
（再掲№182）

震災の影響による子どもの心身面の不安
やストレス反応について，幼児健康診査
の際に問診票による聞き取り調査を行
い，必要に応じて専門相談につなげる
また，各区役所に「子どものこころの相
談室」を設置し，18歳未満の子どもを対
象に児童精神科医・臨床心理士による専
門相談を行う

○問診票による聞き取り：24,250人【21,460人】
○児童精神科医による専門相談件数：135件【117件】

※【】はH27実績

○受診率が90％を超える幼児健康診査時に，問診票による
聞き取り調査を実施することで，必要な対象者に適切に保
健指導を実施することができた。
○専門相談数は増加傾向にあり，必要な人には専門相談を
提供することができた。

○受診率の高い幼児健康診査の機会をとらえて聞き取りを
行うことで，専門相談が必要な人に対しスムーズに相談に
つなげることができました。
○今後も，幼児健康診査時に問診票を活用した心身状況の
聞き取りや，身近な場での専門相談を継続して実施してい
きます。

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

56

保育所における食
育推進事業
（再掲№211，
263）

毎日の給食や野菜栽培・調理体験等の食
育活動を積み重ね，子どもたちが食に興
味や関心を持ち，食べることを楽しむ気
持ちを育む
また，保育所内に開設された子育て支援
センター・支援室において，地域の子育
て家庭に対し，離乳食講座や食事相談等
を実施し，食育を推進するとともに，実
施箇所の充実を図る

○各保育所での食育活動
　入所児童：4,800回　127,793名【113,202名】
　地域親子：577回　　3,788名  【　3,137名】
○朝食を毎日，バランスよく食べる働きかけ
　　　　　　　741回　45,946名【717回　45,946名】
○食事相談　　38箇所　　　　 【42箇所】
○離乳食講座　43箇所　　　　 【45箇所】
○食事講座　　174回　2,558名 【181回　2,620名】

※【】はH27実績

○保育所入所児童への食育活動は，児童が食への興味・関
心を高めて基本的な食習慣を身に付ける効果があった。入
所家庭に対しては，給食便りを活用して朝食を毎日食べる
こととやバランスよく食べることなど，朝食内容に視点を
置いた働きかけが多く実施された。
○保育所内に開設された子育て支援センター・支援室での
地域向けの食事講座や食事相談については，継続して実施
し，利用者の支援につなげることができた。また，一般の
保育所でも地域に向けての離乳食講座などを充実させたこ
とが利用者増加につながった。

○保育所入所児童への食育活動は，毎日の給食や野菜の栽
培，調理体験などを通して，子どもたちは食に興味・関心
をもち，食事を楽しむ気持ちを育むことができています。
家庭へ向けての朝食をバランスよく食べる働きかけについ
ては，その内容も含めての必要性を意識した取組みとなり
ました。
○今後も食べることに関心をもつような活動を子どもや家
庭に向けて継続的に働きかけていきます。
○地域の子育て家庭への食事講座については，近隣の多く
の保育所で実施することが，身近な存在として食事に関す
る悩みや不安の軽減と家庭での食育の推進に繋がりまし
た。今後も地域の子育て家庭への食に関する支援として，
利用者に合せた講座や相談事業を継続して実施していきま
す。

運営支援課

57

乳幼児における食
物アレルギー対応
の充実
（再掲№212）

仙台市内の認可保育所に対して，食物ア
レルギー児の入所に関する調査を実施
し，各施設の状況を把握した上で，必要
とされる研修会，マニュアルの見直しな
どを検討・実施し，保育所におけるアレ
ルギー対応の充実を図る

○食物アレルギー児の保育所入所状況調査を実施し，入所
人数，原因食物や誤食防止策などについて把握した。
○新設保育所や地域型保育事業等に対して「保育所給食食
物アレルギー対応マニュアル」を配付し，研修を実施し
た。
・3回　43施設　86名【12回　70施設　159名】
○エピペンを預かる保育所に本課保健師が訪問し，緊急時
の対応とエピペンの取り扱いについての研修を実施した。
・13施設　194名【6施設　126名】
○保護者や市民を対象にした食物アレルギー講演会を開催
した
・参加者　141名【156名】

※エピペン：アドレナリン自己注射（アナフィラキシー症
状の進行を一時的に緩和させ，ショックを防ぐ自己注射
剤）

○食物アレルギー児の入所状況と誤食防止策の現状を把握
し，各施設での対応状況を理解することができた。
○新設保育所や地域型保育事業等の研修会では，食物アレ
ルギー児への基本的な対応について説明をし，職員の理解
を図ることができた。
○保健師による研修は，食物アレルギーの緊急時の対応に
ついて理解を深め，実際に受け入れる施設での共通理解が
図られた。
○食物アレルギー講演会では教育局とともに学校や保育所
での対応について説明し，保護者の不安の解消につながっ
た。

○ほとんどの保育施設に食物アレルギー児が入所している
現状で，「仙台市保育所給食食物アレルギー対応マニュア
ル」を基本とした対応がされており，食物アレルギー児に
対しての安全な食事提供がされています。
今後も研修会や巡回の機会を通して，適切な対応の徹底を
図っていきます。
○新設保育所や地域型保育事業等の職員は，食物アレル
ギーに関する研修会に参加する機会が少ないことから，今
後も研修会を継続するとともに，地域型保育事業従事者向
けに理解しやすい「食物アレルギー対応マニュアル」の作
成に継続して取り組みます。

運営支援課

58

食育推進事業（食
に関する指導）

子どもの健やかな心と体を育て，健康的
な生活習慣を身に付けるため，子どもを
取り巻く関係機関・団体と連携し，食育
などの実体験や実践活動を通した学習の
推進を図る

○健康実態調査（小学生・中学生・高校を対象）を実施。
○各校における食に関する指導が推進するよう「食に関す
る指導推進研修会」を実施し，189名が参加した。
内容：実践発表2校　大学客員教授（前文部科学省学校給
食調査官）による講演
○学校職員，保護者，市民対象の「健康教育研修会」を開
催し，146名が参加した。
○『健やかな体の育成プラン』（平成24年～28年）を実
施。
○経済局と連携し，地場産物の良さを給食で伝える学校給
食連携事業「ここで給食」,「まるっと仙台産農産物の日
（10校）」を実施。

○食に関する指導推進研修会を開催し，具体的な実践例や
子どもを取り巻く食の状況や食育の必要性に関する講演に
より，各校における食に関する指導を進める際の参考と
なった。
○健康教育研修会を通じ，学校職員等の食育に関する意識
が高まった。
○学校給食連携事業を通じ，仙台産の特色のある野菜の紹
介や，実際に食べることで地元の野菜に親しみを感じ，食
の話題づくりにつながった。

○実践例を紹介する研修会の開催は，学校における食育を
推進していくうえで効果的であったと考えられます。
○平成27年度より開始した学校給食連携事業を継続するこ
とで，身近な野菜を通じて児童生徒の食への関心が高まる
と考えられます。

健康教育課
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59

食育推進事業（食
物アレルギーへの
対応）

食物アレルギーを有する児童生徒が，安
心して給食を食べられるように，給食セ
ンターの整備や各学校での調理用具など
の整備を行うとともに，学校職員の食物
アレルギーに対する知識と理解を深める
ための研修の充実を図る

○新規採用の給食パート職員,学校給食職員,学校栄養職
員,新任教員,新任教頭,新任校長の研修会の中で,食物アレ
ルギー対応について研修を行った。また,アレルギー専門
医を講師として招き，教職員を対象とした研修会を実施し
た。（食物アレルギー研修会：195名参加）
○学校に本課の指導主事が訪問し,緊急時の対応等につい
ての研修会を実施した。（訪問校8校）
○保護者や市民を対象とした講演会を実施した。（食物ア
レルギー講演会：138名参加）
○単独調理校を訪問し,食物アレルギーへの対応や,設備状
況を把握して改善を図った。（訪問校27校）

○保護者や市民を対象とした食物アレルギー講演会では,
子供未来局とともに保育所や学校での対応について説明
し,入園,入学前の保護者の不安解消にもつながった。

○食物アレルギーを有する児童生徒数が増加しており，
「食物アレルギー対応の手引2014」を基本とした学校教職
員の適切な対応がますます重要になっています。
○食物アレルギーに関する理解を深めるとともに，緊急時
の迅速な対応を行えるよう繰り返し研修を行っていきま
す。

健康教育課

60

健康教育課

61

健康教育課

児童生徒のための
体力・運動能力向
上推進事業

児童生徒が自己の体力の現状を把握し，
運動に親しませる手だてを講じることに
よって，健康の保持増進と体力の向上を
図る

63

教育指導課

健康教育課○各取組については,全て高い評価を得ており,今後も継
続，またはできる範囲で拡充していきたいと思います。特
に,アスリート活用事業は,各教室とも応募数が多く,学校
からのニーズが高いと言えます。
○子供の体力・運動能力向上のための指導者講習会は,小
学校は悉皆研修とし，対象はこれまで受講したことのない
教職員を原則に，受講内容を必ず各校で伝講してもらうよ
うにしたいと考えております。
○小学校体育の取組み事例集は，各学校の実施率が高いた
め，今後も周知し続け，H29年度も作成，配布，HPへの掲
載を行いたいと思います。
○小学校と地域が連携したスポーツイベント等の開催は，
4年目を迎えることから，各小学校等にも浸透してきてい
ます。H29年度も実施予定です。

人権教育の推進　⇒　整理番号2参照

保健教育の充実　⇒　整理番号24参照

○「子供の体力・運動能力向上のための指導者講習会」の
実施
・正しい測定法や子どもが力を発揮しやすい工夫,有効な
運動例を実技講習を通して行った。受講者のアンケート結
果から,高い評価を得ることができ，多くの学校の記録向
上に寄与した。
○「児童生徒の体力向上や運動の日常化に向けた取組と分
析」の校種別報告書作成
・体力上位校の有効な取組みが各校の取組の参考となっ
た。
○アスリート活用事業
・参加した子どもだけでなく,教員にとっても指導方法を
学ぶ良い機会となり,その後も授業で継続して実施するこ
とで,子供が成長した等の高い評価を得ている。
○小学校と地域が連携したスポーツイベント等の開催
・スポーツイベント等に参加することで，運動機会や時間
の増加や，学校では実施できないスポーツアトラクション
に参加できること等，実施校や参加者からは高い評価を得
ている。62

性教育の充実　⇒　整理番号25参照

○体力・運動能力調査・運動習慣に関する調査の実施
・全小・中・中等教育・高等学校を対象に実施し，結果に
ついては「健康実態調査報告書」にまとめた。
○「子供の体力・運動能力向上のための指導者講習会」の
実施
・体力向上に有効な運動事例の紹介及び体力テストの正し
い測定法の実技研修を行った。
○「児童生徒の体力向上や運動の日常化に向けた取組と分
析」の校種別報告書作成
・各校における体力向上の継続的な取組みを啓発するた
め，体力・運動能力の調査結果から，明らかになった課題
や課題改善の方法を報告書にまとめ，市立学校で共有し
た。
○体力プロフィール作成ソフトの活用
・測定結果を入力すると，学校及び個人ごとに，市平均，
国平均，前年の自分の記録等と自動的に，体力合計点や種
目ごとに比較できるソフトを活用し，学校及び個人結果の
分析ができるようにしている。
○アスリート活用事業の実施
・トップアスリート（ハードル走・バレーボール・体操）
による出前授業を行った。
○四肢の状態の改善及び体力の向上を図る啓発資料の作成
・仙台市医師会の協力のもと，運動器機能の改善等を考慮
した家庭でもできる運動事例を配布し，各家庭の運動啓発
資料とした。また，講習会等で教職員に周知し，体育の授
業の導入や体つくり運動の単元において取り組ませるよう
周知してきた。
○小学校と地域が連携したスポーツイベント等の開催
・体力向上に係る国の委託を受けるにあたり，教育委員会
が中心となり，各区体育振興会等とコンソーシアムを設立
し，小学校と各小学校区の体育振興会等が連携したスポー
ツイベントやスポーツ教室を開催している。（参加児童：
約1,100名）
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64

教育相談課

65

生涯学習課

66

市民図書館

67

市民図書館

基本施策②　　確かな学力の育成

（44頁～）

68

外国につながる子
ども支援事業　★
（再掲№335）

外国人児童生徒をはじめとする，外国に
つながる子どもの学習支援について，
「日本語を母語としない子どもと親のた
めの進路ガイダンス」や「日本語を母語
としない小中学生のための夏休み教
室」，外国人子女等指導協力派遣事業登
録者向けの研修等を通じて，学校と地域
が協働して支援するための環境づくりを
行う

○言葉，文化，習慣等の違いにより困難を抱えている外国
につながる子どもを支援するために，関係機関・団体等と
連携して「進路ガイダンス」や「夏休み教室」を実施し
た。
・日本語を母語としない子どもと親のための進路ガイダン
ス2016宮城
　日　時：平成28年7月23日（土）
　参加者：親子25組41名
　内　容：高校進学に関する説明，教員からのアドバイ
ス，進路相談等
・日本語を母語としない小中学生のための夏休み教室
　日　時：平成28年7月26日（火）～29日（金）
　参加者：外国につながる子ども：延べ47名，支援協力
者：延べ59名
　内　容：教科学習及び日本語学習
・外国人児童と家族のための小学校入学準備講座
　日　時：平成29年3月1日（水）
　参加者：8名（外国人保護者6名，関係者2名）
　内　容：小学校入学に関する説明，教員等からのアドバ
イス,相談等

○「日本語を母語としない子どもと親のための進路ガイダ
ンス」や「外国人児童と家族のための小学校入学準備講
座」の実施により，児童生徒の就学に関して必要な情報提
供を行うと同時に個々の家族からの相談対応を行うことが
できた。
○「日本語を母語としない子どものための夏休み教室」の
実施により，児童生徒に対して日本語学習および教科学習
の支援を行うことができた。
○市民団体等の関係機関・団体と協働して事業を実施する
ことにより，外国につながる子どもへの支援を行う関係主
体との連携を強化することができた。

○ガイダンスや学習教室の実施により，外国につながる子
どもとその家族への支援を行うことができました。
○市民団体等の関係機関・団体と連携して外国につながる
子どもへの支援を行う環境づくりを行うことができまし
た。
○今後，進路ガイダンス，夏休み教室については，大学と
の連携を強化していきます。
○平成29年度より「外国につながる子どもサポートせんだ
い」コーディネーター派遣事業を実施し，外国につながる
子ども支援の分野で豊富な経験を持つ人材を様々な場面に
派遣することで，外国につながる子ども及びその保護者へ
の支援を拡充します。

交流企画課

69

69

保・幼・小連携の
推進（再掲№76，
229）

子どもたちが保育所・幼稚園から小学校
への円滑な適応を図れるよう，保育所児
童保育要録及び幼稚園幼児指導要録など
を活用し，一人ひとりの子どもの発達の
姿を小学校へ伝えるほか，各小学校で作
成するスタートカリキュラムに基づき，
保・幼・小の連絡会や合同研修会の開
催，共通様式による引き継ぎ等を通じ，
保育所・幼稚園と小学校との相互理解や
緊密な連携に取り組む

■運営支援課
○保育所で保育を受けたすべての子どもについて，「保育
所児童保育要録」を小学校に送付し，一人一人の子どもの
発達の姿を伝えている。
○「幼・保・小引継ぎ文書」は，共通様式を用い，幼・
保・小連絡協議会の場で活用する等，小学校教育への円滑
な接続を図った。
○就学に向けて，小学校との連携を深めるために，保育所
の子どもと小学校の児童との交流，相互の授業参観などを
行い，職員同士の相互理解を深めている。

■学びの連携推進室
○スタートカリキュラムの全校実施を支援するために，幼
保小合同研修を実施し，小学校，幼稚園，保育所（園）等
がそれぞれの教育について相互に理解を深めるための講話
と情報交換を行った。

心のケア推進事業　⇒　整理番号26参照

運営支援課，学
びの連携推進室

子ども読書活動推進　⇒　整理番号36参照

子ども読書活動推進事業（子供図書室等）　⇒　整理番号37参照

仙台市図書館学校連携事業　⇒　整理番号38参照

■運営支援課
○「保育所児童保育要録」「幼・保・小引継ぎ文書」など
の文書送付と共に，児童や職員との交流は相互理解を促進
し，小学校教育への接続の円滑化のために有効だった。

■学びの連携推進室
○幼保小合同研修会において約300名の申込みがあり，教
員の9割以上が，「研修の内容は今後の実践に役立つ」
と，事後アンケートに回答した。特に，小学校教員はス
タートカリキュラムの改善の必要性を感じたり，幼保等教
職員は幼保小連携の改善を意識したりすることができた。
さらに，181名の教員が，「近隣の幼保小の担当間で行っ
た情報交換が有意義だった」という旨の記述回答をしてお
り，幼保小合同研修への参加者が年々増え，幼保小連携の
必要性が認識されてきているものと考える。

■運営支援課
○就学に向けて，保育所と小学校の児童の交流，職員同士
の交流を通し，情報の共有や相互理解を図ることができま
した。
○小学校との滑らかな接続のために作成したアプローチカ
リキュラム案を公立保育所で試用し，検討を重ねていきま
す。

■学びの連携推進室
○幼稚園・保育園（所）と小学校の連携をより充実させる
ため，今後も合同研修などを通じて幼保小間の情報交換や
交流を進めます。
○子供未来局と連携し，幼稚園・保育園（所）に対して合
同研修への積極的な参加を呼びかけます。
○小学校入学当初の約1カ月間，幼児期に体験してきた遊
び的要素と，小学校での教科学習の要素を組み合わせた
「スタートカリキュラム」を実施し，入学直後の児童の小
学校生活へのスムーズな適応を促します。このことを実践
し，幼保小職員等に周知を図るために幼保小連携モデル事
業を行い，切れ目のない教育を目指します。
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70

小学校外国語活動
サポートプラン

ＡＬＴを講師とした英語教育講座を開設
し，教員の指導力向上につなげ，外国語
活動を通して，子どもたちに積極的にコ
ミュニケーションを図ろうとする態度を
身に付けさせる

○外国語活動を通して,子どもたちに積極的にコミュニ
ケーションを図ろうとする態度を身に付けさせるための事
業で,小学校外国語活動の推進に向けた研修を実施した。
○小学校高学年の各学級で,年間12時間以上ＡＬＴを活用
できるよう,ＡＬＴの派遣体制を改善した。
○小学校外国語活動研修を年11回実施し，Hi,friends!の
内容に合わせた活動や効果的なＡＬＴとのティーム・
ティーチングの実践事例の紹介，クラスルーム・イング
リッシュを生かした授業の進め方など，研修参加者がすぐ
に授業に生かせる研修内容を意識して取り組んだ。
○小中連携推進協議会を実施し，小学校外国語活動の現状
の確認，小学校外国語活動と中学校英語科の連携・協働に
向けた指導案づくりなど，小学校から中学校へのスムーズ
な接続を図るように努めた。

○外国語活動に活用することができる教材の作成，ＡＬＴ
との効果的なティームティーチングの実践事例の紹介，英
語で授業を進めるためのクラスルーム・イングリッシュの
取り入れ方など，より実践的な研修内容を盛り込んだこと
により，教師が児童と英語で関わる授業づくりにつなげる
ことができた。
○小中連携推進協議会を実施したことにより,各中学校区
における小学校外国語活動及び中学校外国語科の現状や課
題の理解を図ることができた。また，現状と課題をもと
に，小中連携の推進策を具体的に考える機会を持つことが
できた。特に，小学校外国語活動で学んだことを中学校外
国語科の授業に効果的につなげるための指導計画の作成や
教材の活用の仕方などを学び合う機会とすることができ
た。

○前年度の活用報告書を参考に,ＡＬＴ派遣体制の一部見
直しを図りました。特に，各小学校の高学年でのＡＬＴ活
用時数を増やすために，ＡＬＴの派遣先の変更や指導時数
の平準化を考慮し，派遣体制を改善することができまし
た。
○小学校外国語活動で慣れ親しんだ表現を中学校外国語科
の授業に生かすことにより，「聞くこと」や「話すこと」
の言語活動の充実に努めることができました。
○今後は，新学習指導要領の移行期間における小学校中学
年での小学校外国語活動の実施及び高学年での外国語科の
内容を取り入れた外国語活動の授業の実施に向け，小学校
教員を対象とした研修の一層の充実に努めていきます。

教育指導課

71

教育指導課

73

小1生活・学習サ
ポーター事業

新入学児童が安心して集団生活を営み，
落ち着いて取り組める環境をつくるた
め，小学校1年生のクラスに生活・学習サ
ポーターを配置する

○小学校入学期（1年生4～7月）の学級担任の指導を補助
する本サポーターは，99校で935名が活動した。

○入学期の児童集団での学習活動に慣れ，学校生活に適応
していく課程を，複数の大人の目で児童の活動を見守る事
ができ，担任も安心して全体指導を行うことができてい
る。
○ボランティアとしての委嘱した人数が増え（855名→935
名）,より多くの教員・児童がサポーターの支援を受ける
ことができた。
○担任と連携してサポートする体制づくりが定着し，実施
校は着実に増加している。一旦導入した学校では，効果が
高いことから継続して活用している。
○学校支援地域本部が設置されている学校では，サポー
ターのコーディネートをしているケースが多く，サポー
ターの活動についても，情報交換やアドバイス等，活動の
充実につながっている。

○各校の児童の実態に応じた指導補助が行われています。
確実に学校の助けとなっており，学校現場が必要としてい
る事業になっています。
○入学期だけでなく，その後の学校行事などでもサポー
ターが協力し，この事業をきっかけとして学校支援ボラン
ティアとして活動に参加するケースも増えています。
○今後も本事業を継続的に展開し，入学期の学校生活への
適応への支援を行うと共に，地域・保護者の学校理解や，
学校と地域との連携を進める取組としていきます。

学びの連携推進
室

学校情報化推進事業　⇒　整理番号15参照

児童生徒が自ら学ぶ意欲を持ち，人や社
会との関わりを大切にしながら，将来の
社会的・職業的自立に必要な態度や能力
を育むため，仙台版キャリア教育を推進
する

○職場体験活動
市内64校中学校，中等教育学校が職場体験活動を実施し
た。3日実地45校，4・5日実施19校。
○自分づくり夢教室
社会人講師を招き，児童に将来の夢や目標をもたせた。市
内の小学校91校で実施した。
○「たくましく生きる力」育成プログラム
学校教員を中心に構成する「たく生き実践委員会」を開催
し，授業プランの改善と授業研修会における授業提供を
行った。授業プランの改訂作業を行い，「2017たく生き授
業プラン集」を3,000部作成し，学級担任全員に配布し
た。
○仙台子ども体験プラザ
市立小学校119校(8,162名)，市立中学校63校(8,294名)が
「スチューデントシティ」「ファイナンスパーク」を実施
した。

○職場体験活動
教育効果を高めるために，学校と事業所が連携して，体験
プログラムの工夫を図るなど多くの成果がみられた。仙台
自分づくり教育アワードを実施し，仙台自分づくり教育の
成果を広めるとともに，事業所に対し感謝の気持ちを伝え
ることができた。
○自分づくり夢教室
夢教室の実施校が増加傾向にある。生活状況等差で「自分
の夢をかなえるために，たくさん勉強する」と答えている
児童生徒が増えている。
○「たくましく生きる力」育成プログラム
授業研修会の実施により，教員の「たく生き」に対する理
解が深まり，実践に結びつく教員が増えてきている。
○仙台子ども体験プラザ
H28年度より全市展開し，実施校が増加し，体験型経済教
育プログラムを体験する児童生徒が増加した。

○職場体験活動
仙台自分づくり教育推進のための組織である，職場体験活
動推進協議会を活用し，学校の事業所探しのニーズに合わ
せて提供できるよう調整を行っています。H29年度も仙台
自分づくり教育アワード関連のフォーラムを開催し，仙台
自分づくり教育の成果を広報します。
○自分づくり夢教室
市内小学校で夢教室を実施し，児童が自分を振り返り，夢
の実現に必要なことに気付ける指導法の工夫を行い，学習
活動への意欲向上につなげます。
○「たくましく生きる力」育成プログラム
たく生きプログラムに対する理解や実践を深めるために授
業研修を継続して開催し，より多くの教員が授業を参観す
る機会を設けます。また，各学級担任に配付した「たく生
き授業プラン集」を活用するように働きかけ，各学校での
実践を更に促します。
○仙台子ども体験プラザ
市立小中学校のみならず，市立特別支援学校や市内私立学
校にも窓口を広げ，児童生徒の体験活動の充実を図りま
す。

学びの連携推進
室

72

仙台自分づくり教
育推進事業（再掲
№114）
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整理
番号

事業名（★：計画策定
時新規事業）

事業概要 [Ａ]平成28年度実績 [Ｂ]平成28年度実績の成果または効果 [Ｃ]平成28年度実績に対する評価および今後の取組について [Ｄ]担当課

74

少人数学習推進事
業

小中学校において，児童生徒一人ひとり
の個性に合わせた，きめ細かな指導を行
うため，非常勤講師の配置や加配教員の
活用等により，少人数学習を推進する

○小学校1,2,3年（42校）に市費非常勤講師44人を配置し
た。【41校，46人】

※【】はH27実績。

○習熟度別,課題別に分割した小集団で学習することによ
り,児童生徒の発表の機会や教師と関わる時間が増え,学習
内容の理解や,学習に対する意欲の向上につながってい
る。
○児童生徒一人ひとりの状況に応じたきめ細かな指導が,
基礎学力の確実な定着に有効に働いている。

○基礎,基本の事項の確実な定着が見られるなど,その効果
は高く,学校,保護者から高い評価を得ています。
○今後も，各校の状況の正確な把握に努め，非常勤講師配
置校を適切に選定のうえ，継続して実施していきます。

教職員課

75

院内学級学習環境
整備（再掲№
156）

病気療養児の教育がより適切に行われる
よう，教育環境の整備に努め，一人ひと
りの子どもの病気の状態に合わせ，主治
医の認める範囲で適正な教育課程を編成
し，実施する

○4つの病院に6校（小学校3校,中学校3校）の院内学級を
設置し,入院している児童生徒の状態に応じた教育を実践
した。
○院内学級合同の校外学習を年2回実施した。

○各院内学級において,病院との連携を図りながら,児童生
徒一人一人に応じた教育を実践したことにより，病気療養
のために入院中であっても，対象児童生徒に適切な教育を
行うことができた。

○院内学級の設置により，病気療養のために入院している
児童生徒に対しても義務教育を保証することが可能になっ
ており，事業継続することが必要です。
○学校と病院の連絡会や教育委員会との連絡会を行うな
ど,相互の連携をさらに深めながら，事業を継続していき
ます。

特別支援教育課

基本施策③　　幼児教育の充実

（44頁～）

76

運営支援課，学
びの連携推進室

77

幼稚園教員研修支
援（再掲№230，
399）

子どもの教育・保育及び保護者に対し適
切な支援が行われるよう，幼稚園教諭の
研修を支援することで，教員一人ひとり
の資質の向上を図る

○仙台市私立幼稚園連合会教員研修事業を共催した。 ○教員研修の実施等を支援することにより，教員の資質の
向上を図ることができた。

○教員研修の実施等を支援することにより，教員の資質の
向上に貢献することができました。
○子どもの教育・保育及び保護者に対し，適切な支援が行
われるよう，引き続き負担金の支援を継続していきます。

運営支援課

78

認定こども園等の
職員研修の充実
★（再掲№231，
400）

認定こども園に移行した幼稚園，保育所
の職員を対象とした研修会を実施するな
ど，教育・保育従事者の資質の向上を図
る

○階層別研修　35人　【15人】
○専門研修　　52人　【8人】
※人数は延べ人数
○コーディネーター研修(初級)　5人　【3人】
○コーディネーター研修(フォローアップ)　4人　【0人】

※【】はH27実績

○仙台市主催研修の研修体系を見直し，認定こども園の職
員が参加できる専門研修を増やすことにより，資質の向上
を図ることができた。

○教育・保育の提供に必要な専門的知識を習得できる研修
機会を提供することにより，より専門的な知識や最新の技
術を学ぶことで，保育者の資質の向上を図ることができま
した。
○今後も引き続き，資質の向上を図るために必要な研修の
機会を提供していきます。

運営支援課

79

保育教諭確保のた
めの幼稚園教諭免
許状取得支援事業
★（再掲№232）

幼稚園教諭と保育士資格の両方の免許・
資格を有する保育教諭を確保するため，
幼保連携型認定こども園に勤務する保育
士が，幼稚園教諭免許状を取得するため
に要する経費等に対して助成を行う

○助成件数：1件 ○保育教諭を1名増加させたことにより，保育教諭の確保
が図られた。

○改めて対象施設への周知を図り，積極的な制度の活用を
促していきます。

運営支援課

80

認定こども園整備
補助　★（再掲№
196，233）

質の高い幼児教育と保育サービスを一体
的に提供する認定こども園の整備・普及
を推進するため，認定こども園への移行
を予定している幼稚園に対し，施設改修
及び備品購入に要する経費の一部を助成
する

○平成29年度当初に移行する園に対し支援を行った。
○私立幼稚園を対象に，認定こども園への移行に向けた説
明会を実施し，認可・認定基準や移行手続き，既に移行し
た園へのアンケート結果などを説明した。（18園が参加）

○平成28年11月に幼稚園型認定こども園から幼保連携型認
定こども園への移行が1園，平成29年度当初においては，
新設の幼保連携型認定こども園が1園，幼稚園から幼保連
携型認定こども園への移行が1園，保育所から幼保連携型
認定こども園への移行が1園あり，市内の認定こども園の
数は計15園（幼保連携型12園，幼稚園型3園）となった。

○平成28年度当初は保育所からの移行1園だけであったの
に対し，平成29年度当初は3園増加したことから，平成27
年度から取り組んできた支援に一定の効果があったものと
考えられます。
○引き続き認定こども園への移行を希望する全ての幼稚園
が円滑に移行できるよう情報提供，相談支援を行ってまい
ります。

環境整備課

保・幼・小連携の推進　⇒　整理番号69参照
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番号

事業名（★：計画策定
時新規事業）

事業概要 [Ａ]平成28年度実績 [Ｂ]平成28年度実績の成果または効果 [Ｃ]平成28年度実績に対する評価および今後の取組について [Ｄ]担当課

81

幼稚園預かり保育
事業（再掲№
207，234）

保育ニーズの多様化に対応するため，幼
稚園の教育時間終了後等も幼稚園内で園
児を預かる「預かり保育」を実施する私
立幼稚園に対し，必要経費の一部を助成
する

〇実施園数:幼稚園93園(従来制度幼稚園:77園，新制度幼
稚園:5園，認定こども園:11園)
・従来制度実施園数:61園
・保護者負担軽減制度実施園数:22園
・待機児童解消加速化プラン実施園数：1園
・一時預かり事業実施園数9園
〇預かり児童人数
・従来制度実施園延べ人数:331,459人
・保護者負担軽減制度実施園延べ人数:172,907人
・待機児童解消加速化プラン実施園延べ人数:3,740人
・一時預かり事業実施園延べ人数:24,089人
〇補助金交付額
・従来制度実施園交付額:71,782,022円
・保護者負担軽減制度実施園交付額:66,786,000円
・待機児童解消加速化プラン実施園交付額:3,327,000円
・一時預かり事業実施園交付額:12,968,400円

〇預かり保育を実施する幼稚園に対して，経費の一部を補
助することで保護者の負担軽減も図られ，平成27年度の預
かり保育利用延べ人数は508,351名であったが，平成28年
度の利用延べ人数は532,195名と23,844名増加した。

○経費の一部について助成を行うことにより，様々な保護
者ニーズに対応するとともに，実施園における財政的な負
担を軽減することができました。
○多様化する預かり保育へのニーズに対応するため，今後
も私立幼稚園等への補助を継続し，幼稚園における預かり
保育の推進に努めてまいります。

環境整備課，認
定給付課

82

私立幼児教育施設
運営費等補助（再
掲№198，235）

幼児教育の振興と充実のため，私立の幼
児教育施設(私立幼稚園及び幼児学園）の
施設整備費や運営費の一部を助成する

○実施園数:幼稚園79園
・従来制度幼稚園:78園
・幼児学園:1園
○補助金交付額
・私立幼稚園:32,884,500円
・2,689,000円

○従来制度幼稚園に対し，運営費の一部について助成を行
い，幼児教育の育成の充実に努めるとともに，保護者の負
担軽減を図った。

○仙台市内の従来制度幼稚園に対して助成を行うことによ
り，本市における幼児教育の振興と充実に寄与しました，
今後も継続した取組みを進めながら，更なる充実を図って
まいります。

環境整備課，認
定給付課

83

幼稚園就園奨励費
補助金助成（再掲
№236，289）

幼児教育の振興と保護者の経済的負担の
軽減のため，私立幼稚園等の入園料及び
保育料の減免を行う

○対象者12,303人(うち市単独分 1,598人)
○補助金交付額:1,505,160,240円（うち市単独分
37,150,800円）

○補助事業の実施により保護者の経済的負担の軽減を図っ
た。

○平成28年度にはひとり親世帯等の補助上限額の増額や，
一部の階層の多子世帯における，多子計算の算定対象の年
齢制限を完全に撤廃する等，保護者負担の軽減を図ること
ができました。
○今後も，保護者負担軽減を図りながら，幼児教育の充実
を目指してまいります。

認定給付課

84

幼稚園保育室事業
（再掲№199，
237）

保育環境の充実及び幼児教育の振興を図
るため，幼稚園併設の一定の基準を満た
す3歳未満児対象の認可外保育施設に対
し，運営費等経費の一部を助成する

○実施園数:幼稚園保育室2園
○運営費等経費助成:13,912,760円

○2園とも常時7名～18名程度の児童の利用があり，経費の
一部について助成を行った。

○待機児童解消の一助となるとともに，運営費の助成を実
施することにより，保育環境の充実が図られました。
○平成29年度で幼稚園保育室の事業は終了となりますが，
地域型保育事業への移行を促すなどにより，保育環境の更
なる充実を図ってまいります。

認定給付課

85

認定こども園施設
運営費補助　★
（再掲№200，
238）

幼稚園が認定こども園に移行した際に，3
歳未満児を対象とした保育の実施または
地域型保育事業の卒園後の連携施設とし
ての設定を条件として，平成31年度まで
の5年間，本市独自の補助を行い，認定こ
ども園への移行を促進する

○実施施設数     　9園
○3号利用定員数　257人
○連携施設設定園　 0園
○補助額　　21,190,000円

○待機の多い３歳未満児の受け入れにより，待機児童解消
の一助となっている。

○保護者の教育・保育ニーズに対応することができまし
た。
○今後も多様な保育環境の整備に努めてまいります。

認定給付課

86

絵本を通した心豊
かな子育て支援事
業（再掲№239）

育児教室や乳幼児健康診査を実施してい
る保健福祉センターなどに，乳幼児の保
護者向けブックリストを配架するととも
に，乳幼児向けおはなし会や乳幼児の保
護者向け行事を実施し，乳幼児期から親
や子どもが読書の楽しさや面白さを発見
する機会を提供する

○乳児健診が行われる各区の保健福祉センターや，乳幼児
と保護者が訪れる各区の子育て支援センター・児童館等
で，乳幼児の保護者向けブックリスト「あかちゃんと楽し
むはじめての絵本」を配布した。
○「子ども読書支援パック」のなかの絵本パックを拡充
し，幼稚園・保育所等に貸出しを行った。
「赤ちゃん絵本パック」62件，3,100冊【44件，2,200冊】
「幼児絵本パック」31件，1,550冊【33件，1,650冊】
「季節絵本パック」38件，760冊【35件，700冊】

※【】はH27実績

○乳幼児の保護者向けブックリスト「あかちゃんと楽しむ
はじめての絵本」の配布を各区保健福祉センターや子育て
支援センターに働きかけたことで，乳幼児の保護者に対し
読書支援ができた。

○ブックリスト「あかちゃんと楽しむはじめての絵本」の
活用ができるように，掲載されている絵本をパックにした
「赤ちゃん絵本パックミニ」を６種類作成し，新たな利用
に備えることができました。
○今後は，他関係部署と連携した乳幼児向けの行事を行う
際に，ブックリストを活用した内容での実施を検討しま
す。

市民図書館
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事業名（★：計画策定
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事業概要 [Ａ]平成28年度実績 [Ｂ]平成28年度実績の成果または効果 [Ｃ]平成28年度実績に対する評価および今後の取組について [Ｄ]担当課

基本施策①　　児童館の整備や放課後子ども総合プランの推進等による子どもの居場所の確保・充実

（45頁～）

87

放課後児童健全育
成事業の推進（再
掲№247，407）

保護者が就労等により昼間家庭にいない
小学生を対象に，放課後等の遊びや生活
の場を提供し，その健全育成を図るま
た，児童館児童クラブ事業については，
ニーズに対応するため，平日は，引き続
き19時15分まで延長して実施する

○公設民営分については，153箇所において放課後児童ク
ラブを実施し，8,792人の受入れを行った（5月1日時
点）。【133箇所，8,297人受入れ】
○放課後児童健全育成事業を実施する民間事業者25団体に
対して補助金を交付した。【22団体】

※【】はH27実績

○公設民営分については，対前年同月比で495人増の児童
を受け入れることができた（5月1日時点）。

○公設民営及び民間事業者により，ニーズに対応しながら
放課後の遊びや生活の場を提供することができました。
○今後も，ニーズに対応しながら放課後児童健全育成事業
を推進していきます。

児童クラブ事業
推進室

88

放課後子ども総合
プラン推進事業
（再掲№408）

放課後等の子どもたちの安全な居場所の
確保・充実を図るため，一体型を含めた
放課後児童クラブ及び放課後子ども教室
の計画的な整備等を進める「放課後子ど
も総合プラン」を推進する
一体型等の実施にあたっては，教育委員
会と緊密な連携を図り，両事業の活動プ
ログラムの企画・運営等について双方の
従事者が連携して取り組むとともに，活
動場所として小学校教室等のタイムシェ
ア型活用も含め，余裕教室等の積極的活
用に努めるなど，教育委員会との定期的
な情報交換等を行いながら取り組む
上記方針のもと計画期間内に，一体型に
ついてモデル事業（1か所）を実施し，そ
の効果等を検証し5か所程度の実施を検討
する

○仙台市放課後子ども総合プラン運営委員会を4回【3回】
開催し，「仙台市放課後子ども総合プラン実施方針の取り
組みに関する提案（高学年児童受け入れに向けた対応）」
をとりまとめた。

※【】はH27実績

○市と児童館の管理運営団体等との間で，高学年児童受入
れに向けた課題と対応策を共有することができた。
○32学区にサテライト室を整備し，そのうち21学区を学校
施設等の活用により整備した。

○公設の児童クラブにおける今後の高学年受入れに向け
て，具体的な対応策を整理することができました。
○今後も，放課後子ども総合プランに基づき，取組みを進
めていきます。

児童クラブ事業
推進室

89

児童館等要支援児
受け入れ事業
（再掲№154，
409）

放課後児童健全育成事業の実施にあた
り，障害等により支援を必要とする児童
（要支援児）に適切に対応するため，職
員体制の充実とスキルアップ，巡回指導
の強化など事業の充実を図り，要支援児
に対してより細かな配慮を行える体制づ
くりを進め，すべての利用児童の健全育
成を促進する

○要支援児への対応に係る職員研修会を実施したほか，巡
回指導を34館35回【37館38回】実施した。
○支援検討会議において支援の必要度が高いと判断された
児童について，有識者からの助言を得た。

※【】はH27実績

○研修会や巡回指導等を通し，児童館職員の要支援児に関
する知識や具体的な対応方法等の習得につながった。

○要支援児数が多い児童館を中心に巡回指導を実施し，要
支援児の適切な児童クラブ利用につながりました。
○今後，高学年児童の受入れにあたり，高学年児童の発達
等の理解を深める研修等を行っていきます。

児童クラブ事業
推進室

90

児童館事業の充実
（再掲№344，
389，410）

健全な遊びを通して子どもの健康を増進
し，情操を豊かにすることを目的とした
施設として，児童クラブの開設や自由来
館児童の受入のほか，地域に根差した子
育て支援施設として，乳幼児親子の交流
や子育て相談，幼児クラブの開設，子育
てサークル等の育成等により，子育て家
庭への支援の充実を図る

○放課後児童健全育成事業や子育て家庭支援事業等につい
て，児童館等110館において地域の特性を活かした事業を
実施した。
児童館利用者数　2,395,034人/年
　　　　　　　　　　　　　【2,386,371人/年】
※【】はH27実績

○児童館における行事等において，子育て支援団体など地
域団体との連携体制が充実した。

○放課後児童クラブの受け皿拡大が児童館利用者の増加に
つながりました。
○模範的な取り組みについては，他の児童館に紹介するな
ど，市内児童館全体の事業充実を図ります。

児童クラブ事業
推進室

91

児童館整備事業
（再掲№411）

地域における児童と子育て中の親の活動
拠点となる児童館を，小学校区単位を基
本として整備を進め，児童の健全育成を
図る

○整備学区　　108学区　【109学区】
○館数　　　　　110館　　【111館】

※【】はH27実績

○平成29年度4月開館に向けて東宮城野小学校内にマイス
ク－ル児童館の整備事業を進めた。

○平成31年4月に東二番丁小学校区にマイスク－ル児童館
を開館する予定であり，その他の児童館未整備学区につい
ては，児童数の見込みや地域の実情等を踏まえて必要に応
じて検討していきます。

児童クラブ事業
推進室

施策体系（４）　子どもの活動拠点の整備と充実
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92

放課後子ども教室
推進事業（再掲№
353，412）

心豊かでたくましい子どもを社会全体で
育むため，学校等を活用して，安全・安
心な子どもたちの居場所（活動拠点）を
設け，地域の大人を指導員として配置
し，放課後や週末におけるスポーツや文
化活動などの様々な体験活動や地域住民
との交流活動を支援する
事業の推進にあたっては，実施の意向の
ある小学校区を調査，把握のうえ，計画
的な整備に向けて地域の関係者等との調
整を行う

○新たに3教室を開設し，27校で実施した。
○教室の企画・運営を担っているコーディネーターを対象
とした交流会を2回実施した。
・開設教室:27教室【24教室】
・年間利用者数:68,782人【69,101人】

※【】はH27実績

○24校で継続・3校で新規開設した。
○学校,地域の連携を促進し,子どもの安全な居場所の確保
を図るとともに,地域の方々との交流の機会を提供するこ
とができた。
○コーディネーター交流会では,それぞれの教室が抱える
課題を解決するつながりづくりや,危機管理体制の整備を
進めることができた。
○コーディネーター交流会での情報提供や情報交換によ
り，子どもたちにとってより豊かな体験活動を企画する教
室が増えてきた。

○本事業の活動を通して，地域で子どもたちの教育を支援
する環境づくりを継続して行うことができました。
○今後も，放課後の子どもの居場所の確保，充実のため，
実施の意向のある小学校区を調査，把握のうえ，計画的な
整備に向けて地域の関係者等との調整を行います。
○新規開設にあたり，委託料が必要となりますので，予算
を要求していきます。

生涯学習課

93

生涯学習課

94

生涯学習課

（46頁～）

95

中高生の自主活動
支援事業

児童館において，中高生がより参加しや
すい行事の企画や施設の利用促進に努め
るほか，子育てふれあいプラザ泉中央に
おいて，放課後や学校休業日における家
庭や学校以外での主体的活動を通じて，
コミュニケーション能力や人的ネット
ワーク等，主体的な社会参加のために必
要な資質を養う場を提供する

■子供未来局総務課
○中高生がやりたいこと・やってみたいことについて,自
主的に活動ができるよう,サポート体制の提供に努めた。
○利用者が企画運営するイベントの開催や,乳幼児とふれ
あうボランティア活動,音楽やダンスに関するワーク
ショップ，簡単にできる食事の提案と，調理の体験の場な
どを実施した。

■児童クラブ事業推進室
○夕方を中高生タイムとして遊戯室等を開放したり，中高
生向けの行事を実施するなどして，中高生の居場所づくり
に取り組んだ。
○近隣校に児童館の紹介とともにボランティア募集の周知
を行い，中高生の主体的な活動場所を提供した。

■子供未来局総務課
○ボランティア活動でスタッフの立場に立ったり,イベン
トの際に実行委員を担うなど,主体的に活動に携わること
で,学校における自分とは異なる社会的な役割を経験し,責
任感や将来の目標を考えるきっかけとすることができた。

■児童クラブ事業推進室
○主体的な活動や多世代との交流を通して，学校とは異な
る社会的な役割を経験し，新たな自分発見や地域の一員と
しての社会参加を図るきっかけとなった。

■子供未来局総務課
○各活動において,継続して参加する生徒が増えるなど,生
徒の活動支援が円滑に行われていることが伺えます。
○今後も引き続き,様々な経験を通して中高生が自己肯定
感を高め,主体的な社会参加ができるような機会を提供し
ていきます。

■児童クラブ事業推進室
○中高生の児童館の利用促進とともに自主的な活動を支援
する取組みが充実してきています。
○引き続き，様々な取組みを通して社会参加に必要な資質
を養う場を提供していきます。

子供未来局総務
課，児童クラブ
事業推進室

96

中高生放課後再発
見事業

子育てふれあいプラザ泉中央4階の中高生
のための交流コーナー，多目的室等で，
中高生の居場所づくりと自主活動を支援
する

○来館者数(中1～高3):22,158人【26,695人】

※【】はH27実績,

○利用者の意見を取り入れるために,積極的にスタッフが
コミュニケーションをとり,その意見を事業に活かすこと
ができた。
○「サマーフェス2016」など，利用者が主体となったイベ
ントの運営を行うことができた。

○イベントや事業の運営に自ら携わることで,自分たちの
居場所という意識を持って,自ら動くという考えで活動し
てもらうことができました。
○今後も,利用者の気持ちに寄り添いながら,自主性を引き
出していくように努めます。

子供未来局総務
課

学校図書室等開放事業　⇒　整理番号35参照

基本施策②　　中高生等の活動の場の充実

校庭・体育館の自由活動開放事業　⇒　整理番号49参照
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（46頁～）

98

交通安全対策事業 交通安全知識の普及と交通モラルの高揚
を図るため，交通安全指導員が保育所，
幼稚園等で幼児・保護者を対象とした出
前式交通安全教室を開催するとともに，
市内6地区の交通指導隊員が，通学路等に
おいて街頭指導を行い，児童生徒等の交
通安全に努める

○交通安全指導員が，保育所・幼稚園等における出前式の
交通安全教室を実施した。
・交通安全教室実施回数:246回【245回】
・参加人数：幼児26,396人　【27,574人】
○市内6地区において，交通指導隊隊員が，定期的に街頭
指導を行い交通安全に努めた。
○市内高校の新入学生に対して，自転車の安全利用に関す
る啓発用小冊子を配布し，各学校へ自転車の安全利用教育
への活用を依頼した。
○市内12校及び区民まつりにおいて，自転車の参加・体
験・実践型のスケアード・ストレイト方式による交通安全
教室を実施した。
・スケアード・ストレイト方式による交通安全教室実施回
数：14回【14回】

※【】H27実績
※スケアード・ストレイト手法･･･危険な自転車走行に伴
うスタントマンによる交通事故の実演により,危険性を擬
似体験させる教育技法のこと

○保育所等に対し予定通りの回数の交通安全教室を開催す
ることができ，幼児や保護者に対し交通安全に関する啓発
と意識向上を図ることができた。
○新学期や交通安全運動の時期等に，交通指導隊員による
街頭指導を行い，交通安全の推進を図ることができた。
○自転車利用の機会が多くなる高校生に対する小冊子の配
布及び実践的な交通安全教室の実施などにより，自転車の
ルール・マナーについて効果的に周知を図ることができ
た。

○交通安全指導員による保育所・幼稚園等における出前式
の交通安全教室の実施回数は前年度とほぼ同じ回数だった
が，参加者数は減少となりました。より多くの方に参加し
てもらえるように工夫しながら，引き続き幼児や保護者の
交通安全教育に取り組みます。
○自転車の参加・体験・実践型のスケアード・ストレイト
方式による交通安全教室について，学校及びイベントで前
年度と同回数実施し啓発に努めることができました。今後
も，地域の方々や保護者などより多くの関係者に出席いた
だけるよう，実施学校及び区役所と連携しながら取り組み
を進めます。

自転車交通安全
課

■減災推進課
○仙台市総合防災訓練
・実施回数：２回【２回】
・延べ参加人数：4,820人（26校）【4,344人（26校）】
○地震体験車「ぐらら」派遣
[学校]
・実施回数：8回【5回】
・参加延人数：952人【512人】
〔内訳〕小学校：852人（7校）【332人（3校）】
　　　　中学校：100人（1校）【180人（2校）】
[地区の防災訓練]
・実施回数：30回【25回】
・参加延人数：2,634人【2,394人】

※【】はH27実績

■予防課
○防火防災教育への支援
・学校職員への指導：475団体【442団体】
・消防訓練等への職員の派遣：250団体【255団体】
・幼・少年消防クラブへの指導：67団体（57回5,843人）
　【71団体（58回6,256人】

※【】はH27実績

■減災推進課
○仙台市総合防災訓練
・東日本大震災を踏まえ，地域主体のより実践的な訓練内
容とした。市民防災の日（6月12日）が日曜日，津波防災
の日（11月5日）が土曜日であったことから，参加者数は
前年に比して増となった。
○地震体験車「ぐらら」派遣
・地震体験車「ぐらら」の学校への派遣回数及び参加延べ
人数は前年度より増加している，近年，各地区での防災訓
練を学校と連携して実施している場合が多く，小学生や中
学生が体験する機会は増えている。

■予防課
○防火防災教育への支援
・防災訓練教育本の活用や防災教育年間指導計画による学
校防災教育について，必要に応じ助言等を継続して実施す
ることで，前年度よりも学校からの需要が増加している
が，幼・少年消防クラブへの指導の需要が微減した。

■減災推進課
○総合防災訓練の訓練参加人数は増となっていますが，平
成29年度以降は，より多くの参加者が見込めるよう，市民
防災の日（6月12日）の訓練を見直しました。
○地震体験車「ぐらら」派遣
・地震の揺れの体験することにより，日頃の備えの大切さ
を想起させる防災意識の普及啓発を図ることができたと考
えています。
・若い世代への防災教育の重要性が明らかとなったことか
ら，地震体験車等のような体験型ツールを活用した効果的
な防災教育のあり方について，関係部局と調整を図りなが
ら検討していきます。

■予防課
○防火防災教育への支援
・今後も若年層への防火意識の普及啓発をしていくことは
重要であるため，継続してあらゆる機会を通じ取り組んで
いきます。

減災推進課，予
防課

施策体系（５）　社会的自立への支援
基本施策①　　親となり次代を担う子どもたちへの教育・啓発の充実

97

防火防災訓練・防
火防災教育の充実

若年層へ防火防災意識を啓発し，災害に
よる被害の軽減を図るもので，幼稚園，
小学校等における消防・防災訓練の実施
及び防災指導車の派遣を行うなど，防火
防災教育への支援を実施する
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99

消費者教育・学習
の推進

子どもが自立した消費者として主体的に
判断し，責任をもって行動できる能力を
育むために，幼児期からライフステージ
に応じた消費者教育を実践するための教
材や情報等の提供を行う

〇消費者教育出前講座の実施:７回【9回】
〇教員対象の研修会の実施：4回【3回】
〇教員向け消費者教育情報誌の作成・配布:10,000部
【10,000部】（市内小・中・高・特別支援学校に配布）
〇消費者教育教材の作成･配布
幼児向け絵本：10,000部【9,500部】作成（市内保育所・
幼稚園の3歳児に配布）
小学生向け:10,500部【10,500部】作成(市内小学5年生に
配布）
中学生向け（2種類）：10,500部【10,500部】作成（市内
中学1年生に配布），10,500部【10,500部】作成（市内中
学3年生に配布)
○家庭向け（2種類）：22,000部作成（市内小学5年生と保
護者及び中学1年生保護者に配布）
〇携行リーフレットの作成･配布:12,000部【12,000部】作
成(市内高校1年生に配布)
〇消費者教育ウェブサイト「伊達学園」による情報提供
○ウェブサイト「伊達学園」新コンテンツ「授業でござ
る」の更新

※【】はH27年実績

○平成28年度の消費者教育出前講座の実施回数は減ったも
のの，参加者数は前年度並みとなり,10代でも被害の多い
インターネットトラブルなど関心の高いテーマについて,
児童・生徒に消費者教育を行うことができた。
○幼児・小学生・中学生・若者と,各年代ごとの消費者教
育教材を作成・配布し,発達段階に応じた消費者教育を推
進することができた。
○消費者教育ウェブサイトは,児童や生徒の発達段階に応
じた学習コンテンツで構成されており,また,学校だけでな
く家庭や地域でも活用することができるため,幅広く情報
提供を行うことができた。
○伊達学園コンテンツ「授業でござる！」に音声を追加
し,指導案・プリントを修正した。小学校高学年の児童に
対し,生活とお金についての考え方や賢い買い物の仕方に
ついて情報提供することができた。
○家庭向けリーフレット配布を通じて保護者・児童が一緒
に消費者教育を学ぶ機会を提供できた。

○消費者教育教材の配布やウェブによる情報提供等の取り
組みにより,子どもたちに対する啓発及び学習支援は一定
程度達成できていると考えます。
○子どもたちが自立した消費者となり,「消費者市民社
会」の一員となるための能力を育むために,引き続き,学校
や家庭などに対して働きかけ,幼児期からの各ライフス
テージに応じた消費者教育を推進します。

消費生活セン
ター

100

社会課

101

食育推進（食育の
啓発）（再掲№
166）

子どもたちの健やかな心身の発達及び親
自身の健康増進のため，妊娠期も含めた
様々な機会を捉えて相談や体験，交流等
を通じた食育を推進する

○仙台市食育推進会議の運営（年2回開催）
○食育ホームページによる情報発信
○食育月間事業（パネル展，庁内放送等による情報発信，
啓発）
○母子手帳交付説明会，母親教室，両親教室等で啓発・指
導　138回　1,509名
○幼児健診時の食生活相談
1.6歳　1,358件，2.6歳　611件，3歳　479件
○育児相談等開設時の食生活相談　627件
○訪問による栄養指導（妊産婦・乳幼児等）813件
○電話・窓口等での食生活相談(妊産婦・乳幼児)497件
○乳幼児の食生活をテーマとした健康教育 43回 397人
○児童を対象とした食育啓発　14回　598人
○PTAフェスティバルでの食育啓発  241人

○事業を進めるにあたっては，仙台市食育推進会議を中心
に関係団体や各課が連携して取り組みを進めた。
○親子を取り巻く様々な機会をとらえて啓発，相談，健康
教育等を行い，健康的な食生活について普及・啓発するこ
とができた。
○体験型の健康教育等は，健康的な食生活の実践につなが
るきっかけとなっている。

○仙台市食育推進計画〔第2期〕に基づき，関係各課，関
係機関，関係団体が連携・協働しながら事業を展開するこ
とができました。今後も仙台市食育推進会議等を通して，
関係各課，関係機関，関係団体が情報共有しながら連携・
協働し，事業を展開します。
○若い世代や親子に対して，様々な食育事業を展開し，食
育啓発活動を行うことができました。今後も児童生徒や若
い世代，子育て世代が食への関心を高めるための食育活動
を展開します。

健康政策課，各
区家庭健康課

102

受動喫煙防止対策
（再掲№167）

たばこによる健康影響から市民を守り，
健康で快適に過ごすことができる「受動
喫煙防止」のまちづくりのため，小中学
生等に対する喫煙防止教育や，妊産婦家
庭訪問・幼児健康診査の場を活用した妊
産婦やその家族に対するたばこの健康影
響についての啓発及び禁煙支援等を行う

〇世界禁煙デーや禁煙週間,防煙キャンペーン等において,
パネルの展示や啓発物の交付等によりたばこの健康影響・
受動喫煙防止対策等について啓発を実施した。
○平成27年9月より，「健康づくりサポート店」制度を見
直した「受動喫煙防止宣言施設」登録制度を宮城県・全国
健康保険協会宮城支部と共同で開始。平成29年3月末現在
の登録施設数は876施設(うち仙台市所在423施設)。
○学校・児童館等と連携した喫煙防止教育の実施　26回
〇母子保健事業でチラシ配布等による啓発，個別相談(チ
ラシ配布数10,121枚)
○禁煙支援事業（個別健康教育・健康相談）：55人
○禁煙支援についての情報提供：91件

○学校だけでなく,児童館・児童センターとも連携した喫
煙防止教育により,家庭も含めた啓発を行うことができ
た。
○母子手帳交付時のたばこの害に関する啓発は，妊娠時期
からの健康づくり，禁煙に関する動機づけの機会となって
いる。
○教育機関や子育て関係機関などが行うイベント等にも参
加し，啓発する機会が増えてきており，広く市民に周知す
るほか，学齢児にたばこを吸わないという意識づけの機会
となっている。

〇「受動喫煙防止宣言施設」登録制度については,登録件
数は増加していますが,未だ飲食店等市民が広く利用する
施設の登録数が少ないことから,引き続きそういった施設
に向けて制度の周知を行い，登録施設数の増加を目指しま
す。
○禁煙については，禁煙外来のある医療機関も増えてきて
いることから，区役所における個別支援数は横ばい傾向に
ありますが，継続的な支援機関であり，市民にとって身近
な相談先として，認識されている現状にあります。

健康政策課，各
区家庭健康課

103

健康安全課，子
供保健福祉課，
各区管理課，各
区家庭健康課

夏のボランティア体験学習会（仙台市ボランティアセンター事業）　⇒　整理番号28参照

思春期保健の推進　⇒　整理番号54参照
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104

街頭指導活動事業 青少年の健全育成を図るために，市内中
心部の繁華街，地下鉄駅周辺の商店街及
び市内63中学校区内の青少年が集まりや
すい場所等を巡回し，青少年への声かけ
を通して，非行の未然防止，早期発見，
早期の指導につなげる街頭指導活動を実
施する

○街頭指導実施回数：659回【646回】
・中央街頭指導回数：223回【226回】
・中学校区街頭指導回数：436回【420回】
○指導人数：1,386人【1,509人】
・中央街頭指導：1,127人【1,088人】
・中学校区街頭指導：259人【421人】

※【】H27実績

○街頭指導実施回数は，中学校区街頭指導の増加により，
微増となった。これは，前年度に比べて，荒天により中止
となるような場合がなかったためと考えられる。回数はほ
ぼ例年通りだが，中央及び中学校区いずれの街頭指導も青
少年への声かけ活動を通して，非行の未然防止，犯罪被害
防止の啓発につながった。
○指導人数は，前年度同様に1,000人を超えている。街頭
指導では，見守り活動として，多くの青少年に対して犯罪
に巻き込まれないように注意喚起を行っており，その成果
であると考えられる。

○街頭指導での青少年に対する多くの声かけを通じ，非行
の未然防止を図るだけでなく，盗撮や恐喝などの犯罪被害
に巻き込まれないよう，広く啓発することができました。
○街頭指導で児童生徒に声かけした時の様子を，学校へ情
報提供することで，学校での児童生徒の理解に役立てても
らうことができたと考えられます。
○今後も街頭指導を実施することで，青少年を見守ってい
くとともに，支援を要する子どもに対しては，学校等関係
機関と連携し対応していきます。また，街頭指導で得た新
しい街の様子や，青少年理解に繋がる情報を，会議や講演
を通して積極的に発信していきます。

子供相談支援セ
ンター

105

運営支援課

106

健康教育課

107

健康教育課

108

教育指導課

（47頁～）

109

ふれあい広場運営 不登校児童・生徒及び日中居場所がない
青少年が，日常的に通所できる場所とし
て「ふれあい広場」を設置し，児童・生
徒及び青少年の自立を目指した継続的な
相談・支援を行う

○登録人数：10名
○来所者数：延べ129人【327人】
○行事開催数：8回

※【】H27実績

○通所者の実態に合わせた支援を検討し，共通理解のもと
支援にあたることができた。
○所内・所外の行事では，通所者に役割を持たせ，それを
やり遂げることで自信と自己有用感，さらには勤労観を持
たせることができた。

○通所者への継続的な支援・援助，各種行事における様々
な体験活動により，通所者の自立に向けた成長が図られた
と考えます。
○今後は，これまでの活動のほか，就労支援の機能も併せ
持つことにより，通所者の自立に向けたより効果的な支援
を図っていきます。

子供相談支援セ
ンター

110

不登校児童生徒の
地域支援システム
の構築

市民・大学・企業・行政などがそれぞれ
の特性を生かしながら相互にパートナー
として融合し，一体となって不登校の児
童生徒や保護者を支援するため，仙台市
不登校支援ネットワークを設置するとと
もに，不登校問題対策についての方針に
基づき，不登校に係る様々な課題の解決
を目指す

○不登校支援ネットワーク参加団体(大学，企業，市民団
体)による動物介在活動，パソコン実習，自然体験，稲作
体験，公開研究会，職場見学･体験等を中心とした活動を
実施した。
○教職員ボランティアのハートフルサポーター登録者数：
233名。
○ハートフルサポーターによる体験活動は，天候にも恵ま
れ4つの活動を実施することができ，参加延べ人数は，児
童生徒とその家族を合わせ279名で，昨年より100名以上参
加した。
○進路相談会を実施し，高等学校20校，サポート校4校の
合計24校が参加した。不登校生徒やその保護者･家族を対
象にして様々な情報提供を行い，241名が出席した。

○不登校支援ネットワーク参加団体の特性や，持ち味を生
かした様々な活動を通して，人との関わりを深めるきっか
けを与えることができた。
○進路相談会では，多くの中学校卒業後の進路先団体（高
等学校等）から，的確な情報提供をしていただき，参加し
た生徒や保護者にとって，大変有意義な進路相談会とする
ことができた。

○様々な体験活動に参加した子どもたちの感想等から，自
己肯定感や自己効力感が高まっている様子が感じられま
す。
○職場体験活動や自然体験活動等，様々な体験活動を通し
て，不登校の子どもたちが苦手としているコミュニケー
ション能力が高まり，自己の周りにいる人たちとの関係づ
くりが向上した様子がうかがえます。
○不登校の生徒や保護者にとって，進路の選択肢が広がる
ような情報の提供がなされた進路相談会は，大変有意義な
会となりました。
○サテライト方式で行っている適応指導センター事業の核
となる部分なので，常に新鮮で効果的な企画となるよう，
連携の充実を図っていきます。

教育相談課

基本施策②　　不登校・ひきこもりへの支援の充実

保健教育の充実　⇒　整理番号24参照

性教育の充実　⇒　整理番号25参照

人権教育の推進　⇒　整理番号2参照

乳幼児とふれあう機会充実　⇒　整理番号29参照
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111

適応指導事業
（「児遊の杜」
「杜のひろば」の
運営）（再掲№
269）

不登校児童生徒や保護者の不安・悩みを
受け止め，個に応じた様々な働きかけを
通して，児童生徒の自立を支援するとと
もに，学校以外の居場所としての充実を
図るまた，不登校児童生徒や保護者等の
電話相談，来所相談を実施する

○適応指導教室｢杜のひろば｣に通級した児童生徒数:133名
【130名】
○適応指導センター｢児遊の杜｣で個別対応を行った児童生
徒数:40名【51名】
○適応指導センター｢児遊の杜｣で訪問対応を行った児童生
徒数:5名【7名】
※3つの対応の合計人数:178名【188名】
○電話相談･見学相談･来所相談合計:586件【550件】
○｢親の会｣の実施(年間20回)延べ240名が参加【210名】

※【】はH27実績

○平成28年度は，178名が入級した。通級児童生徒の定員
を190名ほどとして運営しており，最近はほぼ上限に近い
状態なっている。
○個別対応(原則として週1回)に通っていた児童生徒の中
には，週１回実施している「小集団的活動」(青空スペー
ス)に参加することができるようになるなど，児童生徒の
自立を支援することができた。
○学校への完全復帰を果たした児童生徒数はなかなか増え
なかったものの（1.6％），部分登校ができるようになっ
た児童生徒は全体の63％となっている。
○｢親の会｣は,同じ不安や悩みを抱えた保護者にとって，
貴重な情報交換の場となっており，昨年度と比較して参加
者数は確実に増えている。

○個別対応の「児遊の杜」から小集団対応の「杜のひろ
ば」へステップアップしてみようと，転級に関して，前向
きに捉えている児童生徒が見られました。
○仙台市の南の拠点として開設した「杜のひろば八木山」
への通級児童生徒もたくさんおり，受け入れ体制を充実さ
せることができました。
○不登校への不安や悩みについて，電話相談や来所相談を
行い，継続して相談している保護者も見られました。
○｢親の会｣は,同じ不安や悩みを抱えている保護者にとっ
て，貴重な情報交換の場となっており，参加者は確実に増
加しています。
○サテライト方式で運営している適応指導センターの良さ
を生かしながら，受け入れ体制の充実を一層図っていきま
す。

教育相談課

112

適応指導ボラン
ティア養成・活用
事業（再掲№
402）

学生，一般市民のボランティアを育成
し，ボランティアが適応指導教室「杜の
ひろば」の適応指導の補助を行い，通級
児童生徒の活動の充実を図る

○ボランティア養成講座を2回開催。
・1回目:54名(学生25名)【76名(学生41名)】
・2回目:39名(学生11名)【52名(学生21名)】
○8名が適応指導ボランティアに登録し,適応指導教室｢杜
のひろば｣「児遊の杜」において,延べ102回活動を行っ
た。

※【】はH27実績

○適応指導ボランティアと接し，身近に自分の将来の理想
像となる存在を感じることで，「杜のひろば」の通級への
モチベーションも上がり，前向きに努力しようとする姿が
見られるようになった。
○学習においては，特に個別の支援が必要とされる児童生
徒が多く，適応指導ボランティアの参加により，個別の学
習支援が可能となった。

○適応指導ボランティアが，積極的に活動に参加し,通級
生とのコミュニケーションをとっている姿を見ることがで
きました。特に,学生である適応指導ボランティアは,通級
生と年齢が近いため,通級生の心を開くのが上手に感じら
れました。
○養成講座の内容をより実践的なものとするため，講座Ⅱ
では，特別支援教育の視点やコーチング等を取り入れた演
習としたことで，実際の対応に役立てることができまし
た。
○学生であるボランティア相談員にとっても,不登校状態
にある子どもたちと接することは,これからの職業選択に
役立っているところもあり,通級児童生徒の活動の充実を
図ることができました。
○ボランティア養成講座の参加者が増えるよう，大学や市
長部局への連携を密にして，効果的に進めていきます。

教育相談課

（48頁～）

113

無職少年の就労支
援対策事業

中学校卒業後，あるいは高校を卒業また
は中退後，職に就いていない少年からの
就労相談に応じるとともに，就労に向け
て支援する

○相談人数：7人（男7人）【5人（男3，女2】
○相談回数：181回【89回】
・電話相談　  51回【11回】
・面接相談　 106回【65回】
・職安相談　　 6回【 0回】
・関係者相談  18回【13回】
○採用件数：2件【1件】

※関係者：保護者，学校教員，関係機関担当者等
※【】はH27実績

○相談者の状況に寄り添いながら，面接相談を重ねること
で，相談者自身が自己理解を深め，就労に向けて自己決定
していけるような支援を行うことができた。
○当センターふれあい広場担当と連携し，ふれあい広場通
所者1名の就労に至った。

○相談者の特性を考慮しながら，段階に応じた支援ができ
たと考えます。
○平成29年度よりふれあい広場と就労支援を一体化し，通
所者の自立に向け，より効果的な支援を図っていきます。

子供相談支援セ
ンター

114

学びの連携推進
室

115

市立高等学校にお
けるインターン
シップ

高校生等に企業等での就業体験を通し
て，職業適性や将来設計について考える
機会を提供するとともに，異世代とのコ
ミュニケーション能力の向上を図る

○仙台工業高校のデュアルシステム，仙台高校のフェニッ
クスプラン，仙台大志高校のボランティア活動（学校設定
科目）など市立高校4校5課程及び特別支援学校で積極的に
取り組み，昨年度実績より90名増(628名）となった。

※デュアルシステム：実践的な技能技術を身につけるため
に専門教育の中に企業実習を取り入れるインターンシッ
プ。
※フェニックスプラン：3年間の「総合的な学習の時間」
を体系化した学校独自のキャリア教育プラン。
※学校設定科目：高等学校では各校の実情に応じて学校設
定科目を設置することができ，卒業に必要な単位数として
算入できる。

○インターンシップ参加生徒が大幅に増加した。
○生徒の内面的な成長を促し，進路意識が向上した結果，
平成28年度末において，就職内定率100%を達成した。

○今後もキャリア教育推進に向け，担当となる各学校の校
内委員会や分掌，学年に働き掛け，参加形態や時期の整備
及び受け入れ企業等のさらなる開拓を進め，各校の特質を
踏まえた，より効果的なインターンシップの在り方を工夫
していきます。

高校教育課

仙台自分づくり教育推進事業　⇒　整理番号72参照

基本施策③　　社会性の向上や就労への支援の充実
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（48頁～）

116

性暴力等の根絶に
向けた取組（再掲
№316，363）

児童を性暴力の被害から守るため，相談
窓口についての広報を行うとともに，
リーフレットを作成し，仙台市立学校等
の児童生徒に配布し，啓発を行う
また，(公財)せんだい男女共同参画財団
が中学校や高等学校等において，デート
ＤＶ防止の出前講座を実施するなど，効
果的な啓発を行う

○性暴力防止啓発リーフレット（大人用・子供用）を作成
し，仙台市内の保育所・幼稚園・児童館・小学校・中学
校・高等学校等の児童生徒等に配布した。また，デートＤ
Ｖ防止啓発リーフレットを作成し，仙台市内の大学等に配
布するとともに，依頼に応じて各学校でデートＤＶ防止出
前講座を実施した。
［実績］
・大人用「性暴力に悩んでいるあなたへ」：
　約54,900部【約50,000部】
・子供用「性暴力はイヤ！」：約61,900部【約56,700部】
・「HAPPYなお付き合いをするために～デートDVを知ろ
う」：約12,000部【約20,300部】
・デートＤＶ出前講座：17回【13回】

※【】はH27実績

○性暴力防止啓発リーフレットは各学校・施設等において
配布され，性暴力について児童生徒や教職員及び保護者の
理解を深め，各種相談機関について周知する機会となって
いる。
○デートＤＶ防止啓発リーフレットの配布および出前講座
を被害者・加害者となる可能性の高い学生に向けに実施す
ることで，デートＤＶの周知を図るとともに，将来のＤＶ
予防につなげている。

○各学校・施設等の協力により，性暴力について児童生徒
や教職員,保護者の理解を深めていただく機会となってい
るものと考えます。
○広く児童生徒等への効果的な啓発となるよう，配布先や
方法を検討しながら，今後も継続して実施していきます。
○デートＤＶ防止啓発リーフレットの配布，出前講座につ
いても，積極的に実施していきます。

男女共同参画課

117

妊娠の届出と母子
健康手帳の交付
（再掲№173，
317，364）

母子が心身ともに健全な妊娠，出産，育
児ができるように，妊娠の届出をした者
に対して，母子の健康状態を記録し，健
康管理に役立てるため，母子健康手帳を
交付するとともに，保健指導・相談支援
を行う
特に，要保護児童対策地域協議会の対象
に加わった，特定妊婦(出産後の養育につ
いて，出産前において支援を行うことが
特に必要と認められる妊婦）について，
妊娠早期から関わりを持ち，支援を行う

○母子健康手帳交付数：9,269冊
○妊娠届出数：9,161人
　うち，妊娠11週以内の届出数：8,431人（92.0％）

○妊娠の届出をした方に対し，保健師等の専門職が面接
し，保健指導・相談を実施した。
○出産前から支援を行うことが必要と認められる方を把握
する機会とし，妊娠早期からの支援に結びつけることがで
きた。

○専門職が面接することで，健康管理に必要な指導や相談
対応をすることができました。また，出産前から支援が必
要な方に対し，妊娠早期から関わりを持つことができ，支
援へつなげることができました。
○今後とも，妊娠の届出について周知を行うとともに，妊
婦の健康管理の向上を図るため，保健指導・相談支援を継
続します。

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

118

新生児等訪問指導
（エジンバラ産後
うつ病質問票の全
数実施）（再掲№
177，250，318，
365，382）

妊産婦，乳幼児の保護者に対し，妊娠・
出産・育児に関する必要な保健指導を行
い，母性の健康の保持増進，児童の健全
育成を図るため，保健所職員及び訪問指
導員（在宅の保健師，助産師）が対象者
の家庭を訪問する
また，乳幼児虐待の要因のひとつである
産後うつ病の早期発見のため，ハイリス
ク者を発見するための全国的な様式であ
るエジンバラ質問票を全数実施すること
により，スクリーニングを強化する

○新生児訪問時エジンバラ産後うつ病質問票（EPDS）の全
数実施を行った。
○EPDSの結果，継続的な支援が必要な方については，引き
続き相談・支援を行った。
・新生児訪問初回実施数　　8,664人【8,916人】
・内EPDS実施数　　　　　　8,516人【8,734人】
・ハイリスク者（9点以上）　 8.0％【9.1％】
・要支援者数　　　　　　　2,298人【2,195人】
　　　　　　　　　　　　　（ハイリスク者を含む）

※【】はH27年度実績

○全数実施により，産後のメンタルヘルスの指標として，
エジンバラ産後うつ病質問票を活用することができた。
○ハイリスクな産婦については，保健師や育児ヘルプ家庭
訪問事業の専門指導員につなぎ，必要な支援を継続した。
○より困難なケースの対応については，精神科医による
スーパーバイズを受けることにより，職員の専門性の向上
を図ることができた。

○定期的にEPDS検討会を開催し，医師から助言をいただき
ながら，保健所職員及び訪問指導員の資質向上を図ること
ができました。
○今後も,産後うつ病の早期発見と支援のため,職員の資質
向上を図りながら,専門機関と連携して取り組みを継続し
ていきます。

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

119

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

120

乳幼児健康診査未
受診者対策　★
（再掲№180，
320，367）

新生児訪問，3～4か月児育児教室，乳幼
児健康診査について，未受診等の児童と
保護者への対策として，電話や訪問によ
り状況を把握し，必要に応じて支援する

○乳児健康診査（未受診者率）
  　2か月     3.2%【2.8%】
　　4-5か月 　4.1%【2.2%】
　　8-9か月   5.3%【5.7%】
○幼児健康診査（未受診者率）
 　 1歳6か月  3.1%【2.4%】
　  3歳 　　　6.1%【6.3%】

※【】はH27実績

○未受診者・未来所者に対し，電話や家庭訪問を実施する
ことで，個別相談や乳幼児健康診査の受診につなげること
ができた。

○未健者等の児童と保護者への状況の把握等の取り組みに
より，健診未健者の割合を維持することができました。
○今後も，新生児訪問，3～4か月児育児教室，乳幼児健康
診査の機会を通じて各家庭に必要な支援や相談を行うた
め，未実施者・未受診者に対する勧奨等を実施していきま
す。

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

乳幼児健康診査　⇒　整理番号23参照

施策体系（６）　支援を要する子どもへの対応
基本施策①　　児童虐待防止対策の充実
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121

健診後のフォロー
の充実（再掲№
146，181，301，
321，368）

健診後のハイリスク親子（メンタルな疾
患を有する親，ひとり親，発達上の心配
のある子ども，軽度ネグレクトなど）に
ついて，訪問などの個別支援や幼児教
室，親同士のグループミーティングを行
い，親自身の気づきや意欲を引き出し，
主体的な育児を支援する

○健康診査後のフォローとして，事後教室，来所相談，訪
問，電話等での支援を実施した。
・1歳6ヵ月児健康診査後の要訪問数：476人【431人】
・3歳児健康診査後の要訪問者数：316人【358人】
・健康診査事後指導（育児教室）：
　開催回数　　　66回　【68回】
　参加実人数　　197人【213人】
　参加延べ人数　520人【560人】
・健康診査事後指導（幼児教室）：
　開催回数　　　68回　【59回】
　参加実人数　　203人【144人】
　参加延べ人数　497人【352人】

※【】はH27年度実績

○健診時にフォローが必要と判断された親子に対し，訪問
などの個別支援やグループミーティングを適切に実施する
ことができた。

○参加人数は増加傾向にあり，必要な親子に適切な支援を
提供することができました。
○今後も，受診した親子の健診後フォローを充実を図るた
め，現在の取り組みを進めていきます。

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

122

子供家庭総合相談
事業（再掲№
254，302，322，
369）

家庭における児童養育に関し，種々複雑
な問題が発生している状況に対応するた
め，福祉事務所に子供家庭総合相談窓口
を設置し，保健・福祉サービスの総合的
な相談及び関係機関等との連携調整等を
行う

○子供家庭総合相談(3相談):6,093件【6,533件】

※【】はH27実績

○相談件数は減少しているものの，相談内容が多様化・複
雑化している中で，迅速・適切な相談対応に努めることが
できた。

○多様化・複雑化している相談に対して，迅速・適切に対
応することができました。
○相談員経験者を講師に迎えての家庭相談員新任者研修を
実施し，相談スキルの伝達に努めることができました。
○子供家庭総合相談に携わる家庭相談員の資質向上と情報
交換・事例研究の推進を目的に，引き続き，2か月に一度
の割合で家庭相談員業務連絡会を開催していきます。

子供家庭支援
課，各区家庭健
康課

123

妊娠等に関する相
談事業（せんだい
妊娠ほっとライ
ン）　★（再掲№
176，323，370）

乳幼児虐待の要因のひとつである望まな
い妊娠を含む，妊娠により悩みを抱える
若者等への相談対応や保健指導を行う窓
口を設置することにより，妊娠期からの
相談体制の充実を図る

○専門相談員が電話及び電子メールにより相談対応を行っ
た。実施日は年末年始を除く，月曜日・水曜日・金曜日の
午前10時から午後7時。
・相談件数　174件（一般社団法人宮城県助産師会に委託
して実施）【154件】

※【】はH27実績

○夜間やメールでの相談にも対応しており，多くの対象者
から相談を受け，不安や悩みの軽減を図ることができた。

○10代～20代の若者からの相談も多く，相談内容も思春期
に関するもの，思いがけない妊娠に関するもの，子育てに
関するものなど多岐にわたっており，その都度専門の相談
員が適切に対応し，悩みを抱える相談者の不安軽減につな
がっています。
○平成28年度から，不妊・不育の相談にも対応しており，
引き続き相談に対応していきます。

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

124

育児ヘルプ家庭訪
問事業（再掲№
251，324，371，
383）

子どもの養育について支援が必要な家庭
に，訪問による支援を実施することによ
り，その家庭の子どもの養育の安定を図
り，子どもの健全な育成に寄与すること
を目的として，民間事業者による育児ヘ
ルパーの派遣（有料）と専門指導員の派
遣（無料）を行う

○育児に不安を感じる方のために,専門指導員及び育児ヘ
ルパーの派遣を行った。
・専門指導員派遣:
　延べ派遣件数　1,501件【1,451件】
・育児ヘルパー派遣:
　延べ派遣件数　1,081件【1,209件】
　延べ派遣時間　2,458時間【2,778時間】

※【】はH27実績

○養育支援の一環として,平成26年度より小児慢性特定疾
病児がいる家庭も対象として実施している。
○年度当初に担当者会議を開催し,ヘルパー派遣調整が円
滑に実施できるよう,体制づくりを行った。
○地区担当保健師と連携して密に関わるように配慮するな
ど,個々の状況を考慮した支援を行うことができた。

○年度当初に担当者会議を実施することで，事業に関する
細かい打合せができ，円滑に事業を実施することができま
した。また，地区担当保健師と連携を図ることで，より
個々に合わせた支援ができました。
○母子健康手帳交付時や新生児訪問時など,全ての妊婦や
母子と会える機会を活用し,継続支援が必要な家庭の把握
に努め，サービスの提供を行っていきます。

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

125

女性のための健康
支援教室（再掲№
325，372，384）

育児不安やストレスを抱えている子育て
中の女性を対象に，グループミーティン
グ等で自分自身を語ることで，不安の軽
減を図る
また，育児期や更年期の心と体について
の講演会等を開催する

○育児不安やストレスを抱えている子育て中の女性を対象
としたグループミーティングや講演会を開催した。
・グループミーティング
　開催回数：77回【80回】
　参加延べ人数：618人【548人】
・講演会
　開催回数：3回【1回】
　参加人数：127人【10人】

※【】はH27実績

○各区・総合支所での開催回数の平均は年11回。グループ
ミーティングの回数は昨年度より減ったものの，講演会回
数は増えている。全市的に取り組みが進み，参加者も増加
している。

○実施回数・参加人数ともに効果的なグループミーティン
グを実施することができ，子育て中の女性のストレスや不
安の軽減に寄与することができました。今後も継続して実
施していきます。

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課
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■青葉区
○双子・三つ子の会・セミナー「ピーナッツインズ」
・11回実施：参加実人数50人，参加延べ人数114人

■青葉区
○双子・三つ子の親に加え，妊婦にも参加の声掛けをして
おり，出産後の具体的なイメージづくりに繋がっている。
○保育所や幼稚園の入園時期が早まってきていることから
継続しての参加者は減少傾向にある。

■青葉区
○多胎児を育てる親の負担は大きいことから，他の多胎児
を育てる親と情報交換し共感し合うことで，育児ストレス
や負担感の軽減が図られています。
○母子手帳交付や新生児訪問，転入手続き等，あらゆる機
会を活用して参加を促していきます。

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

■宮城野区
○超低出生体重児の親の会（Miracle　Kids　Club）
・平成14年度からの継続事業，全市対象に年2回開催
・実行委員会を2回，本会を当区で1回開催
　宮城野区での参加者延べ人数　母20名，児17名
○自主グループへの参加，支援
○日本公衆衛生看護学会学術集会にて「ちいさく生まれた
子の親の会を支援して」の題目でポスター発表。当事業の
現状を伝えた。

■宮城野区
○超低出生体重児の親の不安の軽減，孤立解消を目的とし
た集まりを当区主催で全市対象に行ってきたが，全市的な
取り組みの必要性を発信してきたことで，他区でも開催す
ることとなった。
○実行委員が企画の段階から参加し，運営進行役を担い主
体的に参加している。
○地域で暮らす超低出生体重児の親に対する支援及び医療
機関と行政の連携の必要性について医療従事者に積極的に
発信することができた。

■宮城野区
○当会の実行委員が中心となり自主グループが発足しまし
た。また医療機関でもNICUの卒業生の会を実施する動きが
進んでおります。
○今後も医療機関との連携，自主グループへの支援を続け
ていきます。また，各区と連携を取りながら，身近な所で
親同士が交流できるような環境づくりに努め，行政が果た
す役割を検討していきます。

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

■若林区
○双子・三つ子の子育てについて情報交換をする「ツイン
ズマザーの会」を実施。
・6回実施：参加実数15組，参加延数29組

■若林区
○双子ならではの育児の大変さを共有し不安やストレスを
軽減する機会になっている。
○多胎妊婦の参加もあり，出産後の具体的なイメージつく
りに役立っている。

■若林区
○今後も多胎妊婦への参加をすすめていきます。
○母親たちが話をして不安やストレスの解消を図るだけで
なく，保育士の協力を得て親子遊びを取り入れ家庭でも実
施できるようにしていきます。

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

■太白区
○双子三つ子の母親が自主的に運営する会「ジェミニ」と
共催で健康教育を実施した。
・2回実施：延べ22組　66人参加
○みやぎ多胎ネット主催「妊娠期からの多胎フャミリー教
室」において母子保健制度についてお話しした。

■太白区
○双子を抱える保護者に対し，健康教育を実施し普段の子
育てを振り返る機会となった。

■太白区
○今後も双子・三つ子を抱える母親の支援を継続して実施
して参ります。

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

■泉区
○超低出生体重児生育支援事業
・小さく生まれた子の保護者会を2回実施
　参加保護者　延べ12人
　先輩保護者　延べ6人

■泉区
○先輩保護者を交えての交流，情報共有を主に実施。参加
者からは，通院先病院や保育所入所・幼稚園入園について
や食事の心配などが話題として出された。食事については
栄養担当者からアドバイスをもらいニーズに対応できた。

■泉区
○今年度，区内居住の親子を対象に開催しました。今まで
他区の全市対象の会へ参加でしたが，さらに集いやすい地
元での開催となり，地域での情報も身近な内容ということ
で好評でした。今後も同様に区での開催を継続していきま
す。

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

127

保健師等母子保健
従事者の職員研修
の充実（再掲№
327,374，394）

児童虐待予防に向けた養育支援などを含
む子育て支援に関わる専門職種の研修の
充実に努め，職員の専門性，技術の向上
を図る

○子育て支援課主催の研修会
・母子保健新任者研修会1回，EPDS検討会4回
　【母子保健新任者研修会1回，EPDS検討会4回】
○専門的な外部機関の研修への派遣（保健師等）
○派遣研修参加者を講師とした派遣研修の伝達講習会の開
催：2回【2回】

※ EPDS：エジンバラ産後うつ病質問票
※【】はH27実績

○派遣研修については，各区の担当業務や希望について調
整を行ったことで，担当業務に沿った研修に職員を派遣す
ることができた。
○伝達研修を行うことで，直接研修を受けていない職員へ
も最新情報の伝達につながり，職員の技術向上の機会とす
ることができた。
○新たに母子保健業務につく職員向けの研修会を年度当初
に開催することで，母子保健事業や課題の把握につながる
ことができ，その後の母子保健活動の実践につながる機会
となっている。

○外部研修への派遣や伝達研修を行うことで，職員の専門
性や技術向上を図ることができました。また，新任研修も
行うことで，母子保健活動の実践に活かすことにつながっ
ています。
○今後も，保健師をはじめ母子保健に関する各専門職種に
対し，効果的な研修の開催や研修派遣などを行い，母子保
健従事者の技術の向上を図ります。

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

128

児童虐待防止推進
員（再掲№328，
375）

児童と日常的に接する施設（児童館，保
育所，幼稚園等）に，専門知識と対応ス
キルを身につけた職員を配置するととも
に，児童虐待の早期発見と適切な相談先
へ紹介等ができるように，職員のスキル
アップ研修を実施する

○保育所,児童館,幼稚園等の施設の職員を対象に児童虐待
防止推進員養成研修を年2回実施した。
・1回目受講者数：71人
・2回目受講者数：56人
・受講施設数：127施設
・本研修の平成28年度末の未受講施設は41施設であり，受
講率は88.9％となっている。（昨年度の受講率は84.9％）

○地域ごとにグループワークを行うことで，他の異なる施
設の職員が相互に理解を深める機会となった。
○外部講師のほか，児童相談所の職員や各区に配置してい
る家庭相談員が講師となることで，専門的知識を学ぶ機会
になると同時に，それぞれの機関の役割についての理解が
深まった。

○同じ内容の研修会を2回実施することで，受講施設の増
加を図ることができました。
○受講済職員の異動や退職等により，未受講となっている
施設はいまだ存在することから，全施設に児童虐待防止推
進員を配置することを目指し，事業を継続実施します。

子供家庭支援課

126

多胎児等を育てる
保護者のための教
室等の実施（再掲
№183，256，
326，373，385）

双子・三つ子，低出生体重児等を育てる
保護者，育てにくさを感じている保護者
等を対象に，子育ての大変さや不安等を
共感できる機会を設定し，育児不安の軽
減を図る
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129

児童虐待予防に向
けた関係機関との
連携推進（再掲№
329，376）

要保護児童対策地域協議会の活動を通じ
て，関係機関や医療機関との連携を図
り，児童虐待の予防，早期発見，早期対
応を強化する

○開催状況
・代表者会議：年1回【年1回】
・実務者会議：各区年3回【各区年3回】

※【】はH27実績

○代表者会議の場において，参加団体ごとの児童虐待予防
の取り組みの情報交換を行うことにより,各関係機関の代
表者が共通認識を持つことができた。

○代表者会議・実務者会議を定期的に開催することで，関
係機関等との連携促進を図ることができ，児童虐待の予
防，早期発見，早期対応を強化することができました。
○今後も代表者会議や各区における実務者会議を開催し，
関係機関との連携を強化していきます。

子供家庭支援課

130

児童虐待に係る医
療ネットワーク事
業　★（再掲№
330，377）

児童虐待対応に関する中核医療機関を設
置し，医療機関同士のネットワーク化を
図り，児童虐待の予防，早期発見，早期
対応を強化する

○仙台市立病院に委託して実施
・相談・助言事業：49件（うち16件は外部機関からの相
談）【47件(うち23件は外部機関からの相談)】
・教育研修事業：ACST講演会の開催　1回，児童虐待対応
MSW意見交換会　1回
・拠点病院児童虐待対応整備事業：被虐待児童対応チーム
全体会議の開催：2回

※【】はH27実績

○医療機関のMSWを対象とした意見交換会や研修会等を開
催することで，医療機関同士のネットワーク強化を図るこ
とができた。
○相談・助言事業のうち，外部機関からの相談が約3分の1
を占めており，医療機関同士のネットワーク化の効果が表
れている。

○相談件数は増加しており，医療機関同士のネットワーク
構築を図ることができました。
○今後も，医療機関同士のネットワーク構築を推進し，児
童虐待の防止，早期発見，早期対応を強化するため，本事
業を継続して実施していきます。

子供家庭支援課

131

児童虐待に係る関
係機関との連携強
化（医療機関との
連携強化）　★
（再掲№331，
378）

地域の関係機関とのネットワークの構築
や，情報提供の方法を整え，保健福祉セ
ンターと医療機関との連携強化を図り，
児童虐待の予防，早期発見，早期対応を
強化する

○児童虐待に係る医療との連携に関する検討委員会につい
ては，前年度の簡易版マニュアル完成をもって，一旦閉会
となり，H28年度は完成したマニュアルの配布のみを実施
した。
○児童虐待に係る医療機関向け簡易版マニュアルの配布：
妊婦及び乳児の健康診査登録医療機関等129箇所（各5部）

○医療機関関係者等により構成される検討委員会の意見を
踏まえた「児童虐待に係る医療機関向け簡易版マニュア
ル」を関係機関に配布したことで，医療機関と行政の連携
強化の一助とすることができた。

○マニュアルを配布することで，関係機関との連携強化を
図ることができました。
○今後も，マニュアルの医療機関への配布や活用等を通
じ，関係機関とのネットワーク構築や連携強化に取り組ん
でいきます。

子供家庭支援
課，各区家庭健
康課

○家族関係維持・再統合プログラムの一環として，親の自
己理解プログラムを2件【3件】，CSP(コモンセンスペアレ
ンティング）を1件【2件】，CAREを1件【1件】実施した。
○CSPトレーナーの職員が，新任職員10名に対してCSP研修
を実施し，各自の面接で活用できるようにした。
○外部講師を招き，「面接スキル研修」と「サインズ・オ
ブ・セーフティ研修」を行った。

※【】はH27実績
※ＣＳＰ（コモンセンスペアレンティング）：
　子どもの問題行動に教育的に対処するための「しつけの
スキル」を学習するプログラム
※ＣＡＲＥ（こどもと大人の絆を深めるプログラム）：
　コミュニケーションスキルに焦点を当てた心理教育的介
入プログラム
※サインズ・オブ・セーフティ：
　当事者自らが考える子どもに起きた危害が繰り返されな
い安全の仕組みづくりをサポートする方法

○保護者と共に目標を定め，再統合に向けての一連の支援
計画を策定し，実施するように努めた。
○新任職員に対してＣＳＰ研修を実施することによって，
新任職員でも養育支援に一定の質を確保できるようにする
とともに，保護者４組に対してはより専門的なプログラム
を実施し，養育支援を強化することができた。
○「面接スキル研修」や「サインズ・オブ・セーフティ」
を学ぶことで，職員の面接技術が向上し，より適切な目標
を定め，幅広い視点でサポートを行えるようになった。

○「面接スキル研修」や「サインズ・オブ・セーフ
ティ」，ＣＳＰ研修等，職員研修を充実し継続させること
で，保護者支援の質が向上しています。
○親子関係が改善され，家族再統合に至った家庭へのサ
ポートを強化する為，区役所等の職員に対しても，研修機
会の拡大等を進めてまいります。

何らかの困難を抱えた親子の関係改善に
向けた調整及び支援を強化するため，親
子統合プログラムを策定し，実施してい
く

子供家庭支援
課，児童相談所
相談指導課，各
区家庭健康課

132

児童虐待対策(親
子統合プログラム
の策定）（再掲№
332，379）
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133

児童虐待に係る児
童相談所の機能強
化（再掲№165，
333，380）

増加する児童虐待・非行への対応など，
様々な問題を抱える子どもへの相談・援
助を行うため，児童相談所の機能強化を
図る

○平成24年度から行政教員3名体制としており，平成28年
度も引き続き関係機関との連携強化を図ることができた。
○平成24年度から配置している福祉職採用職員を平成28年
度も新規で1名配置した。（総数は増減なし）
○平成25年度から里親委託等推進員（嘱託職員）を2名体
制としている。
○平成27年度から警察ＯＢ（嘱託職員）を1名，虐待対応
チームに配置している。
【対応状況等】
・虐待対応件数：743件【653件】
・警察からの通告受理：405件【284件】
・仙台中央等各地区学校警察連絡協議会や各区中学校生徒
指導主事連絡協議会のほか，関係六機関会議，アーチルと
の業務連絡会議などによる情報交換を行った。

※【】はH27実績

○発達相談支援センターや警察署，教育委員会等との日常
的な連携強化及び円滑な協働支援に寄与している。
○専門性の高い即戦力の福祉職採用の児童福祉司が配置さ
れていることで複雑困難な事案にも的確に対応できてい
る。（児童福祉司に占める福祉職採用職員の割合　H28年
度19人中8人（42%））

○行政教員のノウハウを生かし，迅速かつ適切な対応がで
きています。
○高い専門性を要求される職場につき，即戦力の福祉職の
割合を増やしていくことで,複雑困難な事案に的確に対応
しており，今後も研修を通じてスキルアップに努めます。
○登録里親は増加傾向にあり，委託里親への支援ニーズも
益々高まっていることから，里親への研修や支援の充実を
図ってまいります。

児童相談所相談
指導課

134

親子こころの相談
室運営（再掲№
268，334，381）

こころの問題を抱える子どもと家族の心
理面接，精神医学的ケアを継続的に行う
ことで，子育ての不安を解消し，児童虐
待の発生・再発を防止する

○平成24年度末の「親子こころのクリニック」休診に伴
い，平成25年度から「親子こころの相談室」を設置。児童
及び保護者の心理面接，精神医学的相談を行った。
○相談件数
・実人数：93人【72人】
・延人数：764人【641人】
・電話相談・問い合わせ：221件【174件】

※【】はH27実績

○児童，保護者の継続的心理面接，精神医学的相談を行う
ことで，家庭や学校等における，顕著な情緒・行動上の問
題や育児不安等について，軽減・解消を図ることができ
た。

○児童の情緒・行動上の問題や保護者の育児不安等の軽減
を図ることで，児童のQOL（生活の質）を向上させ，子育
て不安・負担感を軽減し，児童虐待等の予防にも寄与しま
した。
○引き続き，児童・保護者の心理面接，精神医学的相談を
行ってまいります。

児童相談所保護
支援課

（50頁～）

135

障害児（者）施設
整備促進

障害者の安定した生活の確保などのため
に，障害児（者）施設や障害者福祉セン
ターの整備を図る（障害児通園施設，障
害福祉サービス事業所，青葉障害者福祉
センターの整備）

○平成27年度に事業者を選定した宮城野区の障害福祉サー
ビス事業所（生活介護）の整備について，平成29年3月に工事
が完了した。

○宮城野区の障害福祉サービス事業所（生活介護）の整備に
ついて，平成29年3月に工事が完了したことにより，重い障害
のある方の日中活動の場を拡充し，特別支援学校の卒業生の
受入先の確保をすることができた。

○障害福祉サービス事業所（生活介護）の整備を，計画通り進
めることができました。今後も計画的な整備に努めます。
○青葉障害者福祉センターについて，基本構想策定に向け
て，関係各課・関係団体と調整していきます。

障害者支援課

136

障害児通園施設運
営（再掲№295）

障害児に対して早期療育を行うことによ
り，適正な発達を支援するとともに，保
護者も一緒に通園することで，保護者へ
の支援とその障害受容の促進を図る

○市内9事業所で就学前の障害児に対して早期療育を行っ
た。
・利用者延べ人数：29,868人(9施設）
　　　　　　　　　【31,790人(9施設)】

※【】はH27実績

○運動や遊びなどを通して子どもの生活機能の発達を促す
とともに,自己決定やコミュニケーションの力を育むこと
ができた。
○通園することにより生活リズムを整える手助けができ
た。また,集団活動に対応する力を身につけることができ
た。
○保護者同士の語り合いの場や研修会などを実施し,家族
が前向きに子育てをできる環境づくりをサポートすること
で，障害受容の促進につながった。

○障害児に適切な療育支援を実施するとともに，保護者が
障害を受容できるよう支援することができました。
○職員とのスムーズな連携により，個別支援や施設運営を
タイムリーに考えることが出来ました。
○障害児が日常生活に適応できるための早期療育及び保護
者に対する子育て支援を引き続き行います。

障害者支援課，
各発達相談支援
センター

137

児童発達支援セン
ター運営

発達に遅れのある幼児に対して，障害特
性に応じた療育を行い，子ども一人ひと
りの発達を促す

○日常生活に必要な指導及び訓練を行いました。
・利用実人数: 60名(2施設)【64名(2施設)】

※【】はH27実績

○就学前児童に，小集団で適切な環境の中で，発達援助や
生活指導を行ったことにより，生活の基盤となる力を育
み,就学へとつながった。

○タイムリーな情報交換や入所児の処遇検討など，特性や
生活状況に応じた療育を行うことができました。
○就学前の児童が適切な環境の中で集団療育を受けること
ができるように引き続き支援を行います。
○平成29年度，30年度2か年計画で障害児通園施設がすべ
て児童発達支援センターになることにより，本来の療育支
援に加えて地域支援，家族支援に関してより充実を図りま
す。

障害者支援課，
各発達相談支援
センター

基本施策②　　障害のある子どもなどへの支援の充実
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138

障害者家族支援等
推進事業（再掲№
296）

障害者（児）の家族に代わり，一時的な
介護サービスを提供することにより，障
害者（児）と家族が住み慣れた地域で安
心して暮らし続けることができるよう，
地域生活支援を行う

○拠点施設8箇所,実施施設4箇所,その他1箇所にて実施し
た。
・日中介護:44,536時間【45,049時間】
・宿泊介護:2,544泊【2,529泊】
・外出介護,自宅での介護:242時間【113時間】

※【】はH27実績

○障害のある方を一時的に預かることで,保護者に他の兄
弟等を世話する余裕が生まれるなど,障害者（児）とその
家族の生活の充実につなげることができた。
○利用者一人に職員が専任で対応するなど,手厚い支援体
制で,重い障害のある障害者（児）にも適切な介護サービ
スを提供することができた。

○平成28年度末をもって，拠点施設が1箇所，実施施設が3
箇所廃止となりました。特に宿泊を行う拠点施設へのニー
ズが大きいことを踏まえ，平成29年度中に新規拠点施設を
1箇所開設させる予定です。

障害者支援課

139

放課後等デイサー
ビス事業（再掲№
297）

主に特別支援学級や特別支援学校に在籍
する障害児に対して，放課後及び長期休
暇期間中に一時的に預かり，遊びの場や
生活体験を広げる機会を提供することに
より，健全な育成を図るとともに，その
家族の相談支援を行う

○市内95事業所において，放課後等デイサービズ事業を実
施した。
・利用者延べ人数：203,232人（98施設）
　　　　　　　　【165,228人（84施設）】

※【】はH27実績

○市内事業所が14施設増加し，135人分の受け入れ枠拡大
が図られたことに伴い，より多くの利用を希望する児童に
対して，必要なサービスを提供することができた。

○新規事業所が14箇所増加し，受け入れ枠が拡大したこと
により，より多くの利用希望児童に対しサービスを提供す
ることができました。
○今後は，前年度に引き続き，利用ニーズと受け入れ枠の
バランスを考慮しながら利用回数の取扱い等について検討
していくとともに，療育の質のさらなる向上にも取り組ん
でまいります。

障害者支援課

140

在宅障害児者福祉
サービス推進

ホームヘルプサービス，障害児短期入
所，計画相談支援，障害児等療育支援な
ど，障害児（者）の自立した地域生活の
支援と社会参加の促進のため，在宅障害
児（者）に対する各種の障害福祉サービ
ス事業を実施する

○ホームヘルプサービス：175人【164人】
○障害児短期入所：418人【411人】
（平成29年3月に支給決定を受けている障害児の数）

※【】は平成28年3月に支給決定を受けている障害児の数

○区や相談支援事業所の窓口相談,特別支援学校での説明
会等における障害児のサービスについての説明を通して，
サービスを必要とする多くの方に利用していただき,障害
児者及びその家族が安心して生活を送れるよう支援するこ
とができた。

○障害児(者)の自立した地域生活の支援及び社会参加を促
進することができました。
○今後は,重度の障害児への支援についても重点的に取り
組んでいきます。

障害者支援課

141

難病サポートセン
ター事業　★（再
掲№298）

仙台市難病サポートセンターを設置し，
難病の子どもと家族に対し，関係機関と
連携しながら，電話・面接による支援や
訪問支援を行う

○医療機関や区役所，患者団体等と連携し各種相談支援を
行った。
・電話相談：281件【188件】
・面接相談：98件【113件】
・訪問相談：10件【5件】
・メール等での相談：38件【20件】
・同行支援等：17件【16件】

※【】はH27実績

○平成28年4月に作成した『難病の方へのサービスガイ
ド』を活用し様々な機会を利用して仙台市難病サポートセ
ンターの周知・啓発を行ったことにより，相談件数が増加
した。個別の支援については，各関係機関と連携し支援を
行っている。

○各関係機関と連携し，難病の子どもを抱えるご家族から
の相談に対応することができました。
○平成28年4月に作成した『難病の方へのサービスガイ
ド』を活用し，難病について相談できる機関や利用できる
サービス等の周知啓発をさらに進めていきます。

障害者支援課

142

障害児補装具費支
給事業

日常生活を送る上で，その障害を補うの
に必要な補装具を交付・修理することに
よって，障害のある子どもの福祉を増進
する

○支給件数　733件【702件】
・内訳　購入　506件【463件】
　　　　修理　227件【239件】

※【】はＨ27実績

○前年度より全体支給件数が増加した。 ○補装具を必要とする障害児に対し，適正に給付すること
ができました。
○引き続き，補装具を必要とする障害児に対して適正かつ
迅速に支給できるよう努めます。

障害者総合支援
センター

143

障害児日常生活用
具給付事業

障害児が必要とする日常生活用具を給付
することにより，障害のある子どもが日
常生活をより快適に送ることができるよ
うにする

○給付件数　2,464件【2,566件】
　（紙おむつや入浴補助用具など）

※【】はＨ27実績

○前年度に比して全体件数は減少したが，種目毎の件数は
大きな変化無し。

○日常生活用具を必要とする障害児に対し，適正に給付す
ることができました。
○引き続き，日常生活用具を必要とする障害児に対して適
正かつ迅速に給付できるよう努めます。

障害者総合支援
センター

144

難聴児補聴器購入
等助成事業　★

身体障害者手帳の対象とならない軽・中
等度難聴児の補聴器購入費用の助成をす
ることにより，聴こえの確保と言語の発
達を支援する

○助成件数　27件【20件】
  　内訳
　　　補聴器本体：13件
      FM補聴システム：1件
　　　イヤモールド交換：13件

※【】はＨ27実績

○助成項目追加のため再周知を実施した結果，申請件数が
昨年度より増加した。

○周知の効果が一定程度みられるため，今後も継続して各
関係機関に対する周知を行います。

障害者総合支援
センター
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145

発達相談支援セン
ター運営（再掲№
299）

発達障害児と家族の育ちや暮らしの困難
さなどに対して，本人・家族が望んでい
る地域生活の実現のため，他機関と連携
しながら，子育てや地域生活などに関す
る相談支援を行う

○発達相談件数（南北アーチル合計）
・新規相談数：1,331件【1,287件】
・継続相談数：5,228件【5,635件】
・合計相談数：6,559件【6,922件】
（件数は乳幼児・学齢児の合計）
○施設等支援状況
（施設訪問での相談件数 南北アーチル合計）
・乳幼児：1,103件【1,140件】
・学齢　：　588件　【678件】
・合計　：1,691件【1,818件】

※【】はH27実績

○前年度と同程度の新規相談・継続相談を実施し，支援を
必要とされる方の相談に応えることができた。
○前年度と同程度の施設訪問を行うことで，日々の生活の
中での本人，家族への支援と併せ，施設等職員の支援力の
向上も図られた。

〇施設訪問や研修などによる施設支援により施設の支援力
の向上を図りつつ,地域の支援者や関係機関との連携によ
り，発達障害児（者）の生活支援の充実を図りました。
○他機関との連携による相談支援の充実をめざして行きま
す。

各発達相談支援
センター

146

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

147

子供保健福祉課

148

未熟児養育医療給
付（再掲№280）

入院を必要とする2，000グラム以下等の
未熟児に対し，生後すみやかに適切な処
置を講じることで，出生児の健康を保
持・増進することを目的として，必要な
医療の給付を行う

○給付実人員：255人【260人】
○給付額：62,556千円【67,337千円】

※【】はH27実績

○必要な医療の給付を行うことにより，出生児の健康を保
持・増進することができた。

○必要な医療の給付を行うことができました。
○引き続き，必要な医療の給付を行っていきます。

子供保健福祉課

149

自立支援医療費
（育成医療）支給
（再掲№281）

身体上の障害のある児童，または，現存
する疾病を放置すると障害を残すと認め
られる児童で，確実な治療効果が期待で
きる場合に，その障害の除去もしくは軽
減を図るために，必要な医療費の支給を
行う

○給付実人員：294人【313人】
○給付額：6,960千円【11,102千円】

※【】はH27実績

○必要な医療費の支給を行うことにより，身体上の障害の
ある児童等の障害の除去等を図ることができた。

○必要な医療費の支給を行うことができました。
○引き続き，必要な医療費の支給を行っていきます。

子供保健福祉課

150

小児慢性特定疾病
対策事業（再掲№
282）

児童の健全育成を目的として，厚生労働
省告示により定める慢性疾病にかかって
いる18歳未満の児童に，保険診療の自己
負担分に対する医療費の支給を行う

○給付実人員：1,358人【1,332人】
○給付額：313,349千円【309,335千円】

※【】はH27実績

○医療費の支給を行うことにより，児童の健全育成に資す
ることができた。

○必要な医療費の支給を行うことができました。
○引き続き，必要な医療費の支給を行っていきます。

子供保健福祉課

151

小児慢性特定疾病
児童とその家族へ
の支援　★（再掲
№303）

小児慢性特定疾病児童の家族に対する療
育相談会を行うとともに，関係職員に対
する研修会等を実施し，相談体制の強化
を図る
また，自立支援員を配置し，患者の自立
に向けた支援を行う

○小児慢性特定疾病講演会・相談会
・相談会3回開催　延べ51名参加
　【相談会3回開催　延べ133名参加】
・研修会1回開催　延べ57名参加
○自立支援員相談件数
延べ163件【延べ172件】

※【】はH27実績

○講演会・相談会の開催や自立支援相談員による相談の実
施により，多くの方に相談・支援の機会を提供することが
できた。
〇支援者向け研修会の開催により，支援者に必要な知識等
を提供することができた。

○必要な方へ相談・支援の機会を提供することができまし
た。
○今後も，慢性疾病を抱える児とその家族の不安や悩みに
対する相談を受ける機会として，講演会や相談会を継続し
ていきます。
○また，支援者が支援するために必要な知識等を習得する
ことを目的に，研修会を継続していきます。

子供保健福祉課

152

発達が気になる子
どもの相談の場の
充実（再掲№
304）

子育てふれあいプラザ（のびすく）にお
いて，発達が気になる子どもを持つ親が
気軽に相談や交流できる場を設け，子育
てに対する不安や負担感を軽減する
また，必要に応じて専門機関を紹介する

○のびすく仙台：障がい児ひろば　12回
○のびすく泉中央：そらいろのタネ　4回，グループ相談
「発達の気になる子の子育て」　1回

○発達が気になる子どもを持つ親の子育てに対する不安や
負担感を軽減することができた。

○市民にとって身近な「のびすく」で事業を実施すること
で，発達が気になる子どもを持つ親の子育てに対する不安
や負担感を軽減することができました。今後も取り組みを
継続していきます。

子供未来局総務
課

健診後のフォローの充実　⇒　整理番号121参照

先天性代謝異常検査事業　⇒　整理番号22参照
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153

特別児童扶養手当
支給（再掲№
284）

精神または身体に障害のある児童の養育
者に対し，特別児童扶養手当を支給する
ことにより，児童の福祉の増進を図る

○特別児童扶養手当支給実績
・延児童数（1級及び2級の合計）24,085人
・受給者数1,895人

※受給者数は平成29年3月末時点

○平成28年度においては，新たに210名を受給資格者とし
て認定することにより，心身に障害がある児童の福祉の増
進を図ることができた。
○申請に基づき，法令等に則って適切な支給を行うことが
できた。

○心身に障害がある児童を監護養育している方に，対象児
童の福祉の増進を図るための適切な支給を行うことができ
ました。
○様々なケースにおける申請について，その都度，根拠と
なる法令等の確認を行うことで，引き続き平等な手当の支
給が実施できるよう努めて参ります。

子供保健福祉課

154

児童クラブ事業
推進室

155

障害児等保育の充
実（再掲№206）

心身に障害のある児童が，健常児ととも
に育つことを推進するため，保育の必要
性があり，集団保育が可能な障害のある
児童の受け入れを充実する

○公立・私立保育所（園）等，合わせて478名受け入れ，
さらに年度途中において52名を受け入れた。その内，未満
児障害児が33名，医療的ケアが必要な児童が6名となって
いる。
○保育の中で，障害児と同等の特別な支援を要する児童を
障害児等保育の職員配置の対象としている。
○職員の資質向上のため，発達相談支援センターとの共催
研修，保育所の巡回指導等を実施した（共催研修の参加者
は，145名）。

○年度途中においても，保護者が障害児等保育を希望した
時には，速やかに移行，入所ができるようにしたことで，
必要な支援を実施することができた。
○要綱の改正を行い，幼保連携型認定こども園，小規模施
設においても障害児の受け入れを実施することができた。
○発達相談支援センターとの共催研修や，保育所の巡回指
導等を行うことで，障害児等保育の理解や意識の向上につ
ながり，障害児等保育の充実を図ることができた。

○障害児の受け入れ体制づくりと，職員の資質の向上の両
面から事業を実施し，発達障害への理解を深め，障害児等
保育の充実を図ることができました。
○公立保育所では，拠点として3か所で医療的ケアが必要
な障害児を受け入れ，非常勤看護師を配置していました
が，平成29年度は，さらに１か所拠点を増やすとともに，
私立保育園における医療的ケアが必要な障害児の受け入れ
について，検討を行い事業の拡大につなげていきます。

運営支援課

156

特別支援教育課

157

就学支援推進事業 障害のある子どもの就学支援や教育相談
の充実を図り，特別支援学級等の配置，
教育環境の整備など，児童生徒一人ひと
りの個性を生かした教育を推進する

〇障害のある子どもの就学の推進
・仙台市就学支援委員会審議件数:延べ821件【796件】
〇特別支援学級等の適正設置,教育環境備
・学級設置校:小学校115校,中学校62校
　　　　　　　【小学校116校,中学校62校】
○特別支援学級指導支援員配置
・73人【69人】

※【】はH27実績

○仙台市就学支援委員会で延べ821件の審議を行うことに
より，児童生徒一人一人のニーズに合った適切な教育の場
を検討することができた。
○在籍人数が多く，指導が困難になっている特別支援学級
に対して支援員73人をを配置し，学級担任を支援したこと
により，児童生徒一人一人の障害の状態や特性等に応じた
きめ細かい指導につなげることができた。

○児童生徒の実態に応じた適切な教育の場を検討し，必要
に応じて特別支援学級の設置を行うなど，特別支援教育の
推進に当たって，本事業の成果が重要な役割を果たしまし
た。
○支援員の人員が不足する状況もあることから，ハロー
ワーク等を活用することにより人材確保に努めます。
○今後も継続して支援員配置事業を行い，特別支援学級に
おける教育の充実を図ります。

特別支援教育課

158

発達障害児等教育
推進

学習や対人関係などに困難さがあり，
LD，ADHD等発達障害のある児童生徒に対
する各小中学校の取組支援のための施策
を展開し，子どもたちが円滑に学習で
き，楽しい学校生活を送りながら明るく
育つようにする

○発達障害児教育検討専門家チーム
・ケース検討会:8回【7回】
○通常の学級への指導補助員配置
・補助員配置校数：108校【102校】
・対象児童生徒数：275人【235人】
・補助員数：162人【157人】
○学校生活支援巡回相談
・訪問学校数：72校
・対象児童生徒数202人

※【】はH27実績

○発達障害児教育検討専門家チーム
・指導困難事例がある8校でケース検討会を実施したこと
により,実施校での指導の改善が図られた。
○通常の学級への指導補助員配置
・通常の学級に在籍する発達障害等のある児童生徒275人
に対して補助員を配置し，学級担任の指導を支援したこと
によって，配置対象の児童生徒のみならず，配置対象学級
の指導を充実させることができた。
○学校生活巡回相談
・各市立学校が，発達障害などがあり特別な配慮を要する
児童生徒について，専門家からの具体的な助言を受け，適
切な対応につなげることができた。

○各学校が，発達障害のある児童生徒への教育に当たって
本事業を活用することにより，専門性・客観性を持った適
切な対応をすることができました。
○発達障害児教育検討専門家チーム
・今後も継続して事業を行い，各校での取り組みを支援
し，発達障害などがあり特別な配慮を要する児童生徒に対
する教育を充実させます。
○通常の学級への指導補助員配置
・補助員の人員が不足する状況もあることから，ハロー
ワーク等を活用することにより人材確保に努めます。
・今後も継続して事業を行い，各校での取り組みを支援
し，発達障害などがあり特別な配慮を要する児童生徒に対
する教育を充実させます。

特別支援教育課

児童館等要支援児受け入れ事業　⇒　整理番号89参照

院内学級学習環境整備　⇒　整理番号75参照
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（52頁～）

159

児童養護施設等の
小規模化・地域分
散化の推進

本体施設の小規模グループケア化を図る
とともに，地域小規模児童養護施設等の
増設により，施設機能の地域分散化を進
め，より家庭的な環境のもとでの養育を
促進する

○小規模グループケア実施
　　　5施設17ｸﾞﾙｰﾌﾟ【5施設15ｸﾞﾙｰﾌﾟ】
○地域小規模児童養護施設
                4箇所【3箇所】

※【】はH27実績

○小規模グループケアの追加実施及び地域小規模児童養護
施設の新規開設に関する施設からの相談に対応し,家庭的
環境での養育推進に寄与した。

○平成24年11月に国から示された方針「児童養護施設等の
小規模化及び家庭的養護の推進のために」及び平成27年3
月策定「宮城県家庭的養護推進計画」に基づき,関係機関
と協議を進めながら,児童養護施設等の小規模化・地域分
散化の推進を図っていきます。

子供家庭支援課

160

児童養護施設等に
おける養育環境の
向上

児童福祉法に規定する児童の施設への入
所措置，母子保護の実施または児童自立
生活援助の実施を行った場合に，児童の
養育上必要となる費用の支弁や運営等に
関する指導・助言を行うことにより，児
童の身体的，精神的及び社会的な発達の
ために必要な養育環境の確保・向上を図
る

○児童相談所が措置した児童や,福祉事務所が母子生活支
援施設に委託した母子世帯に係る措置費を,国基準に基づ
き支弁した。また所管する施設及び実施機関に対し,指導
監査を行った。

○支弁対象施設等
・児童養護施設
・地域小規模児童養護施設
・乳児院
・情緒障害児短期治療施設
・児童自立支援施設
・母子生活支援施設
・自立援助ホーム
・ファミリーホーム
・里親

○地域小規模児童養護施設の施設維持費を上乗せして支弁
し,安定した生活基盤の維持に寄与することができた。ま
た指導監査により,適正な運営の確保とサービスの質の向
上に努めることができた。

○児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の改正や職員
の加配等,社会的養護の充実に向けた国の制度改正が進め
られている中,国の動向を見据えながら，引き続き適正な
支弁・指導監査を行っていきます。

子供家庭支援課

161

里親支援事業 里親登録者の増加を図り，里親やファミ
リーホームへの委託を推進するととも
に，里親支援専門相談員の配置や研修の
実施等によって，里親への支援を充実さ
せる
また，家庭的養護を必要とする子どもが
地域の中で十分な理解を得ながら育まれ
るよう，市民に対する里親制度の普及・
啓発に努める

○里親登録者数　160人【160人】
○里親等委託率　28.7％【25.4％】
○ファミリーホーム　2箇所【2箇所】
　　　　　　　　　　委託児童数 6人
○里親支援専門相談員の配置
　　　　　　　　　　3施設【3施設】
※【】はH27実績

○平成27年度に比べ，里親等委託率が上昇しており，家庭
的養育の推進が図られた。
○養育里親登録を希望する市民を対象とした研修や,里親
の養育技術の向上を図るための研修を実施し,里親機能の
拡充に努めることができた。

○里親等委託率を増加させることができておりますので，
今後も平成24年11月に国から示された方針「児童養護施設
等の小規模化及び家庭的養護の推進のために」に基づき,
計画的に関係機関と協議を進めながら,家庭的養護の推進
を図っていきます。

子供家庭支援課

162

身元保証人確保対
策事業

児童養護施設等に入所中または退所した
児童等が，就職やアパート等を賃借する
際に必要となる身元保証人の損害保険契
約の保険料を負担することにより，身元
保証人を確保し，児童等の社会的自立の
促進を図る

○身元保証3人【2人】

※【】はH27実績

○事業対象となる児童等に対し身元保証人を確保すること
により,これらの者の社会的自立の促進に寄与することが
できた。

○保証人が得られない場合であっても就職やアパート等の
賃借にあたって支障が生じることがないよう,今後も当該
事業の実施により児童等の社会的自立の促進を図っていき
ます。

子供家庭支援課

163

児童養護施設等職
員研修の実施

施設等に入所している児童や家庭への支
援の質を確保するため，児童養護施設等
の職員の研修体制を整備し，専門性の向
上を図る

○実施1回（2日間）　参加者10名【8名】

※【】はH27実績

○自立支援計画等の作成及び進行管理，職員の指導等を行
う基幹的職員（スーパーバイザー）を養成することができ
た。
○参加職員同士の情報交換や支えあいの場として，宮城県
内児童福祉施設の職員間の相互理解・支援に寄与した。

○職員の専門性向上や，参加職員同士の情報交換の場とし
ても機能しており，今後も，継続して研修を実施していき
ます。

子供家庭支援課

164

母子生活支援施設
緊急一時保護事業
（再掲№300）

緊急に保護を要する女子及びその者の監
護すべき児童を，一時的に母子生活支援
施設において保護し，必要な相談・指
導・援護等を行うことにより，母子家庭
の福祉の向上を図る

○母子生活支援施設1箇所において,1室を緊急一時保護用
の部屋として確保し,実施した。
・一時保護件数：
 3件（延べ日数：45日）【1件（延べ日数：18日）】
 
※【】はH27実績

○保護を要する母子の緊急的な受け皿として,必要に応じ
た適切な支援を行うことができた。

○実施件数は少ないものの,主な入所理由となるＤＶ被害
者の増加等利用者需要は年々高まっていることから,今後
も引き続き効率的な事業の実施を行っていきます。

子供家庭支援課

165

児童相談所相談
指導課

児童虐待に係る児童相談所の機能強化　⇒　整理番号133参照

基本施策③　　養護を必要とする児童への対応の充実
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166

健康政策課，各
区家庭健康課

167

健康政策課，各
区家庭健康課

168

健康政策課，子
供保健福祉課，
各区家庭健康課

169

健康政策課，子
供保健福祉課，
各区家庭健康課

170

健康政策課，子
供保健福祉課，
各区家庭健康課

171

健康安全課

172

助産制度の運営
（再掲№275）

妊産婦が保健上必要があるにもかかわら
ず，経済的理由で出産の費用が準備でき
ない場合に，所管の福祉事務所が助産施
設における助産を実施する

○助産制度実施施設数：5箇所【5箇所】
○利用件数：115件【114件】

※【】はH27実績

○出産費用が準備できない世帯も,助産施設において安心
して出産を迎えることができた。

○今後も低所得世帯において安全な出産ができるよう,円
滑に制度を実施していきます。

子供家庭支援課

173

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

174

妊婦健康診査（再
掲№278）

妊娠中の身体の異常の早期発見，早期治
療等を促進するとともに，妊婦の保健管
理の向上を目的として14回分の助成を行
い（県外で受診した分については償還払
いにより対応），子育て世帯の経済的な
負担の軽減を図る

○仙台市医師会委託分：97,261件【101,985件】
○助産所委託分：717件【536件】
○里帰り妊婦健康診査助成：7,803件【7,852件】

※【】はH27実績

○妊婦健康診査に対する助成を実施することで，妊婦保健
管理の向上及び妊婦家庭の負担軽減に寄与することができ
た。

○妊婦健康診査の助成を実施することにより，妊婦の保健
管理の向上とともに，子育て世帯の経済的な負担の軽減を
図ることができました。
○今後も，妊娠中の身体の異常の早期発見，早期治療等を
促進するとともに，妊婦の保健管理の向上を図るため，助
成制度を実施していきます。
○平成29年4月より，妊婦健康診査の助成上限額を引き上
げます。

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

175

妊婦歯科健康診査 う蝕や歯周疾患が多発する傾向にある妊
婦を対象として，歯科健診，歯科保健指
導を行うことにより，家族ぐるみの歯と
口の健康づくりを図る

○受診者数　2,210人
※平成28年8月より委託化
・直営分受診者数（平成28年4月～7月）　289人
・委託化後受診者数（平成28年8月～平成29年3月）
　1,921人

○妊婦歯科健康診査を実施することで，妊婦本人の歯科保
健の向上に寄与することができた。
○これから生まれてくる子どもを含めた家族の歯と口の健
康づくりへの動機づけになった。
○委託化により受診機会が増え，かかりつけ歯科医の推進
に寄与することができた。

○妊婦本人とこれから生まれてくる子どもを含めた家族の
歯科保健の向上に寄与することが出来ました。
○登録医療機関で受診できることを関係機関に周知し，受
診率の向上を図り，かかりつけ歯科医の推進を図ります。
○今後も，妊婦本人の歯科保健の向上を図るとともに，生
まれてくる子どもを含めた家族の歯と口の健康づくり推進
のため，事業を継続実施します。

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

176

子供保健福祉課

施策体系（１）　子どもがすこやかに生まれ育つための保健・医療の充実
基本施策①　　母子保健の充実

（53頁～）

食育推進（食育の啓発）　⇒　整理番号101参照

受動喫煙防止対策　⇒　整理番号102参照

3歳児カリエスフリー85プロジェクト　★　⇒　整理番号51参照

子どもの歯と口の健康づくり推進　⇒　整理番号52参照

幼児の肥満対策　⇒　整理番号53参照

子どもの感染症の予防（予防接種の推進）　⇒　整理番号19参照

妊娠の届出と母子健康手帳交付　⇒　整理番号117参照

妊娠等に関する相談事業（せんだい妊娠ほっとライン）　★　⇒　整理番号123参照
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177

子供保健福祉課
，各区家庭健康
課

178

子供保健福祉課

179

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

180

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

181

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

182

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

183

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

事故予防対策の推
進（再掲№257）

乳幼児健康診査や各種教室，新生児訪問
などの事業において，子どもの事故予防
の教材配布や保健指導を実施し，事故予
防の普及啓発を強化する
また，防災マニュアルを作成し，配布す
る

■青葉区
○3～4か月児育児教室，1歳6か月児健康診査の集団指導等
において事故予防の指導を実施。
○サロン活動や講話の際に事故予防等について啓発。

■青葉区
○東日本大震災を経験していても，年数が経過すると危機
感が薄れてしまうことが多いので，繰り返し啓発すること
で安全についての意識づけにつながった。

■青葉区
○乳幼児健診等の機会をとらえて，事故予防の啓発ができ
ており，今後もあらゆる機会を活用して，事故予防や災害
時の備えの必要性について啓発に努めます。

■宮城総合支所
○3～4か月児育児教室，1歳6か月児健康診査の集団指導等
において事故予防の指導を実施。
○1歳6か月児健康診査の日程案内に1歳6か月児の特徴や事
故防止等を盛り込んだチラシを同封。

■宮城総合支所
○来所率，受診率の高い3～4か月児育児教室，1歳6か月児
健康診査を活用し，多くの対象者に事故予防についての普
及啓発を行うことができた。

■宮城総合支所
○各事業において対象となる乳幼児の成長に合わせた事故
予防の保健指導を展開し，事故予防の普及啓発を強化する
ことができており，今後も継続実施していきます。

■宮城野区
○3～4か月児育児教室，1歳6か月児健康診査の集団指導等
において事故予防の指導を実施。
○1歳6か月児健康診査，2歳6か月児歯科健康診査の会場に
て事故予防のパネルを掲示。

■宮城野区
○3～4か月児育児教室では，発達段階に応じて起こりやす
い事故や予防対策について啓発することができた。
○1歳6か月児健康診査では，健やか親子のアンケートにお
いて，溺水対策を行っていない保護者に対し，問診時に個
別指導を行い，事故予防への意識を高めることができた。

■宮城野区
○乳幼児健診等の機会をとらえて，事故予防の啓発ができ
ており，今後も発達段階に応じた子どもの事故予防の普及
啓発に努めます。

新生児等訪問指導（エジンバラ産後うつ病質問票の全数実施）　⇒　整理番号118参照

先天性代謝異常検査事業　⇒　整理番号22参照

乳幼児健康診査　⇒　整理番号23参照

乳幼児健康診査未受診者対策　★　⇒　整理番号120参照

健診後のフォローの充実　⇒　整理番号121参照

幼児健康診査等に併せて行う心のケア対策　★　⇒　整理番号55参照

多胎児等を育てる保護者のための教室等の実施　⇒　整理番号126参照

184-1

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課
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事故予防対策の推
進（再掲№257）

乳幼児健康診査や各種教室，新生児訪問
などの事業において，子どもの事故予防
の教材配布や保健指導を実施し，事故予
防の普及啓発を強化する
また，防災マニュアルを作成し，配布す
る

■若林区
○3～4か月児育児教室，1歳6か月児健康診査の集団指導等
において事故予防の指導を実施。
○育児ヘルプ専門指導員の訪問の際，育児環境に合わせた
事故防止の説明を行った。
○子育て応援団のサロンにおいて，「子ども安全講座」を
2回開催し，事故防止の講話を行った。

■若林区
○3～4か月児育児教室では，パンフレットを配布し，発達
段階に応じた事故予防について啓発している。また，新生
児訪問等では，兄弟がいたり，犬猫等の動物を飼っている
家庭については，危険性を説明し意識してもらうように務
めた。
○子ども安全講座は，安全意識が高まると評価を得てい
る。

■若林区
○乳児～幼児の成長に合わせた家庭での具体的な事故防止
の啓発が図られており，今後も継続して普及啓発に努めま
す。

■太白区
○子どもの事故防止対策は，家庭や保護者の工夫と，地域
社会全体の協力が必要であるため，地域の子育て関係者，
子育て中の母親を含むワーキングを開催しました。ワーキ
ングでは事故予防と併せ子育て家庭の防災にも取り組ん
だ。
○子どもの年齢ごとに実際の事故体験談と対策を掲載した
リーフレット3種を作成した。また，リーフレットを活用
し地域の子育てサロン等で事故予防や防災講座を開催し
た。
　講座：14回　延べ424名

■太白区
○子どもの事故予防と子育て家庭の防災術リーフレットを
作成することにより講座の依頼や地域への啓発の機会が増
えた。

■太白区
○今後も子どもの事故予防及び子育て家庭への防災講座等
地域への普及啓発に努めます。

■秋保総合支所
○3～4か月育児教室，幼児健康診査の集団指導等において
事故予防の指導を実施。
○乳幼児健診，育児サークルで使用するの会場に成長段階
毎の事故予防のポスターを作成し掲示。

■秋保総合支所
○3～4か月育児教室，1歳6か月児健康診査等の場を活用し
事故予防についての啓発を行うことができた。

■秋保総合支所
○乳幼児健診の機会をとらえて事故防止の啓発ができてお
り，今後も機会を捉え，継続して事故防止の普及啓発を実
施していきます。

■泉区
○3～4か月児育児教室，1歳6か月児健康診査の集団指導に
おいて事故予防の指導を実施した。
○区内の児童センター等から依頼を受け事故予防の健康教
育を実施した。
　　実施回数　5回　　参加保護者　33人

■泉区
○子どもの動きが活発になる頃の乳幼児対象の集団で事故
予防の啓発を行うことは有効である。これからの子供の発
達段階に合わせた対応策を具体的に周知し，それぞれの生
活，家庭環境の中での予防行動を考える機会になってい
る。
○健康教育では，紙芝居等や統計データを用いて事故用の
必要性を伝えた。参加者から環境整備の見直し，生活の振
り返りとなるとの感想を得た。

■泉区
○様々な機会を通じて，子供の発達段階に合わせた事故予
防の啓発を行い，保護者も関係機関担当者においても意識
が高まっていると思います。今後も子供の不慮の事故を防
いでいくため啓発していきます。

185

遺伝カウンセリン
グ

遺伝についての不安や悩みを持つ者に対
して，結婚や妊娠等への適切な判断がで
きるよう，助言指導を実施する

○一次相談　：136件【138件】
○二次相談　：4件【7件】

※【】はH27実績

○各区家庭健康課での一次相談に加え，二次相談として臨
床専門医から遺伝の専門的な相談を行うことで，遺伝につ
いて不安や悩みを抱える方が正しい知識を得ることにつな
がった。

○遺伝について不安や悩みを持つ方に対し，適切な助言指
導をすることができました。今後も遺伝に関する不安を抱
える方を支援するために，助言指導を今後も継続して実施
していきます。

子供保健福祉課

（54頁～）

186

健康政策課

187

健康政策課，市
立病院総務課

188

地域周産期医療の
拡充

市立病院に，地域周産期母子医療セン
ターとして，ＮＩＣＵ（新生児特定集中
治療室）及び後方病床（ＧＣＵ（回復期
病床））を整備し，妊産婦，胎児，新生
児への総合的かつ専門的な周産期医療を
提供する

○地域周産期母子医療センターとして，ＮＩＣＵ（新生児
特定集中治療室）及び後方病床（ＧＣＵ（回復期病床））
を備えた新市立病院が平成26年11月に開院した。

○当初計画通りの病床稼働には達しないものの，周産期医
療の質の向上に向け，改善が図られた。

○総合的かつ専門的な周産期医療提供施設を整備し，周産
期医療の質の向上に向け，一定の改善が図られたことによ
り，安心して子育てができる社会の実現への寄与があった
ものと考えます。今後も当初計画通りの病床稼働が図られ
るよう，人的体制の充実に努めます。

市立病院総務課

184-2

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

基本施策②　　小児医療，周産期医療体制の充実

小児科病院群輪番制事業　⇒　整理番号17参照

小児救急医療体制の充実　⇒　整理番号18参照

- 37 -



整理
番号

事業名（★：計画策定
時新規事業）

事業概要 [Ａ]平成28年度実績 [Ｂ]平成28年度実績の成果または効果 [Ｃ]平成28年度実績に対する評価および今後の取組について [Ｄ]担当課

（55頁～）

189

多様な主体の参入
促進事業　★（再
掲№217）

子ども・子育て支援新制度における新規
施設・事業に対して，実施支援，相談・
助言等を行うことで，新規事業者の参入
を促進するとともに，質の確保・向上を
図る

〇新規施設からの電話等による相談・助言の実施
〇新規施設に対する巡回指導
・私立保育所：20回
・認定こども園：1回
・小規模保育事業A型・B型:17回
・家庭的保育事業・小規模保育事業C型：17回
・事業所内保育事業：6回

〇電話による相談・助言などを行うことで，施設側にとっ
てタイムリーな不安解消や問題解決になり，施設運営の支
援につながった。
〇新規施設に対し，積極的に訪問し，開設時の不安解消や
保育現場での気づきについて助言することで，安定した運
営につなげることができた。

〇巡回訪問や電話等による相談助言を行うことにより，保
育現場における問題点を解決し，保育の質の向上につなげ
ることができました。
〇今後も継続して巡回訪問や電話等による相談・助言等を
行うとともに，集団指導を実施し施設の運営支援を行って
いきます。

運営支援課，環
境整備課

190

公立保育所の建替
え・民営化

公立の木造保育所等の建替えにあたっ
て，地域の拠点と位置付けた公立保育所
については，その機能の充実に向けた検
討を進めるとともに，その他の老朽化し
た公立保育所については，効率的な運営
と柔軟性，機動性をより発揮できるよ
う，民間の力を活用して保育所を新設す
る「民設民営方式」を基本とし，計画的
に推進する

○岩切保育所・若林保育所の民営化（H29当初） ○老朽化した岩切保育所及び若林保育所の建替えにあた
り，社会福祉法人が新しい保育所を整備し，平成29年４月
より当該法人に公立保育所の運営を引き継いだ。

○引継ぎ・合同保育，仙台市の保育に対する研修，保護者
説明会などにより，概ね円滑な移行ができました。
○今後も引き続き，建替え・民営化を進めてまいります。

※引継ぎ・合同保育
児童個々の実情の引継ぎ等を目的として，公立保育所の保
育士と，運営を引き継ぐ社会福祉法人の保育士が合同で保
育を行うこと。

運営支援課，環
境整備課

191

せんだい保育室事
業

子ども・子育て支援新制度に対応するた
め，認可保育所または小規模保育事業へ
の移行を進めるとともに，当面の間は，
認可外保育施設における保育の質の向
上，保護者負担の軽減及び保育基盤の確
保を図るため事業を継続する

■運営支援課
○専門研修：2回
○スキルアップ研修：6回

■環境整備課
○認可保育所に移行：9施設
○小規模保育事業に移行：2施設

■認定給付課
○平成28年度運営費助成実績：947,089,930円

■運営支援課
○保育従事者等にとって保育に必要な知識・技術を習得す
る機会を提供することにより，資質の向上を図ることがで
きた。

■環境整備課
○11か所のせんだい保育室を認可施設・事業に移行させる
ことができた。

■認定給付課
○運営費の助成を行うことにより，安定した施設の運営を
援助することができた。

■運営支援課
○保育従事者等が研修に参加し知識・技術を習得すること
で，保育の質の向上につなげることができました。

■環境整備課
○各施設と丁寧に協議を行うことにより，円滑に移行する
ことができました。
○今後も各施設の実情に配慮しながら，きめ細かな支援を
行い，円滑な移行に努めてまいります。

■認定給付課
○運営費の助成を行うことにより，安定した施設の運営を
援助することができました。今後も施設の移行までの期
間，引き続き運営を援助してまいります。

運営支援課，環
境整備課，認定
給付課

192

小規模保育事業
★

3歳未満児を対象とした保育基盤整備の一
環として，地域の多様なスペースを活用
しながら，定員6人から19人までの比較的
小規模な集団できめ細かな保育サービス
を提供する小規模保育事業の設置を計画
的に進めるとともに運営を支援する

■運営支援課
○階層別研修：2回
○専門研修：8回
○スキルアップ研修2回
○巡回指導：17回
○保育内容・保護者対応・衛生管理等に関する助言・相談

■環境整備課
○定員数＋328人
　1,300人（H29当初）　【972人（H28当初）】

■認定給付課
○平成28年度給付費実績：1,615,824,680円

■運営支援課
○研修の開催や，保育施設への巡回指導，助言・相談対応
をすることにより，保育従事者の資質の向上を図るととも
に，運営を支援することができた。

■環境整備課
○小規模保育事業の新設や，せんだい保育室の小規模保育
事業への移行等により，待機児童が多い3歳未満児の受入
定員を増やすことができた。

■認定給付課
○給付費の支払いにより安定した施設の運営を援助するこ
とができた。

■運営支援課
○保育に必要な専門的知識を習得できる研修機会の提供
と，各施設への個別の助言・相談等を通して，保育の質の
向上につなげることができました。

■環境整備課
○小規模保育事業等の受入定員を増やした結果，平成29年
4月現在において，昨年度と同じ定義で算出した場合の待
機児童数の減少につながりました。
○今後も，待機児童の解消を目指し，認可保育所，認定こ
ども園，家庭的保育事業，小規模保育事業，事業所内保育
事業など様々な保育基盤整備を推進してまいります。

■認定給付課
○給付費の支払いにより安定した施設の運営を援助するこ
とができました。今後も引き続き施設の運営を援助してま
いります。

運営支援課，環
境整備課，認定
給付課

施策体系（２）　教育・保育基盤の整備と保育サービス等の充実
基本施策①　　教育・保育基盤の整備
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193

家庭的保育事業 3歳未満児を対象とした保育基盤整備の一
環として，自宅等の家庭的な雰囲気の中
できめ細かな保育サービスを提供する家
庭的保育者の増員を計画的に進めるとと
もに運営を支援する

■運営支援課
○階層別研修：2回
○専門研修：8回
○スキルアップ研修：6回
○巡回指導：279回
○保育内容・保護者対応・衛生管理等に関する助言・相談

■環境整備課
○定員数△11人
　228人（H29当初）　【239人（H28当初）】

■認定給付課
○平成28年度給付費実績　737,218,670円

■運営支援課
○研修の開催や，保育施設への巡回指導，助言・相談対応
をすることにより，保育従事者の資質の向上を図るととも
に，運営を支援することができた。

■環境整備課
○定員が減少することとなったが，減少分のうち2事業者
は小規模保育事業C型に移行することで定員をそれぞれ5名
ずつ増やしており，定年による廃止など実質的に減少した
定員については新規の事業開始により概ね補うことができ
た。小規模保育事業に計上されている小規模保育事業C型
と合わせると19名の定員増であり，待機児童が多い3歳未
満児の受入定員を増やすことができた。

■認定給付課
○給付費の支払いにより安定した施設の運営を援助するこ
とができた。

■運営支援課
○保育に必要な専門的知識を習得できる研修機会の提供
と，各施設への個別の助言・相談等を通して，保育の質の
向上につなげることができました。

■環境整備課
○平成29年度当初に向けて，3事業（定員13名）を新設し
ましたが，定年等による廃止・休止が3事業（13名分），
事業者の意向による定員減が1事業（1名分），小規模保育
事業C型への移行が2事業（10名分）あったため定員が11名
減少することとなりました。
○今後も，待機児童の解消を目指し，認可保育所，認定こ
ども園，家庭的保育事業，小規模保育事業，事業所内保育
事業など様々な保育基盤整備を推進してまいります。

■認定給付課
○給付費の支払いにより安定した施設の運営を援助するこ
とができました。今後も引き続き施設の運営を援助してま
いります。

運営支援課，環
境整備課，認定
給付課

194

事業所内保育事業 企業等における仕事と子育ての両立支援
を促すとともに，保育環境の向上を図る
ため，事業所内保育施設の設置運営に関
して指導・助言を行い，併せて一定の要
件を満たした施設の運営を支援する

■運営支援課
○階層別研修：2回
○専門研修：8回
○巡回指導：6回
○保育内容・保護者対応・衛生管理等に関する助言・相談

■環境整備課
○定員数＋33人
　92人（H29当初）　【59人（H28当初）】

■認定給付課
○平成28年度給付費実績：180,265,100円

■運営支援課
○研修の開催や，保育施設への巡回指導，助言・相談対応
をすることにより，保育従事者の資質の向上を図るととも
に，運営を支援することができた。

■環境整備課
○事業所内保育事業の新設により，待機児童が多い3歳未
満児の受入定員を増やすことができた。

■認定給付課
○給付費の支払いにより安定した施設の運営を援助するこ
とができた。

■運営支援課
○保育に必要な専門的知識を習得できる研修機会の提供
と，各施設への個別の助言・相談等を通して，保育の質の
向上につなげることができました。

■環境整備課
○事業所内保育事業等の受入定員を増やした結果，平成29
年4月現在において，昨年度と同じ定義で算出した場合の
待機児童数の減少につながりました。
○今後も，待機児童の解消を目指し，認可保育所，認定こ
ども園，家庭的保育事業，小規模保育事業，事業所内保育
事業など様々な保育基盤整備を推進してまいります。

■認定給付課
○給付費の支払いにより安定した施設の運営を援助するこ
とができました。今後も引き続き施設の運営を援助してま
いります。

運営支援課，環
境整備課，認定
給付課

195

居宅訪問型保育事
業　★

障害，疾病等により集団保育が著しく困
難な乳幼児等へ保育サービスを提供する
居宅訪問型保育事業の運営を支援する

○他の政令指定都市における実施状況を確認。 ○他の政令指定都市において，居宅訪問型保育事業を実施
している都市は平成28年4月1日時点で2都市であることを
確認した。

○保育ニーズや保育の質の確保等について検討してまいり
ます。

運営支援課，環
境整備課，認定
給付課

196

環境整備課

197

保育所整備事業 子育て世帯が増加し，保育需要の増加が
見込まれる地区を中心に保育所の創設整
備を計画的に進める

○定員数＋967人
　15,720人（H29当初）　【14,753人（H28当初）】

○認可保育所の創設整備や，せんだい保育室の認可保育所
への移行等により，受入定員を増やすことができた。

○認可保育所等の受入定員を増やした結果，平成29年4月
現在において，昨年度と同じ定義で算出した場合の待機児
童数の減少につながりました。
○今後も，待機児童の解消を目指し，認可保育所，認定こ
ども園，家庭的保育事業，小規模保育事業，事業所内保育
事業など様々な保育基盤整備を推進してまいります。

環境整備課

198

環境整備課，認
定給付課

199

認定給付課

認定こども園整備補助　★　⇒　整理番号80参照

私立幼児教育施設運営費等補助　⇒　整理番号82参照

幼稚園保育室事業　⇒　整理番号84参照
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200

認定給付課

（56頁～）

201

子育て支援ショー
トステイ事業

小学校修了前の児童を養育している保護
者が，疾病や育児疲れ等により，その養
育が一時的に困難になった場合に，一定
期間施設で児童を保護・養育する

○ショートステイ事業実施施設数
・平成28年度：6箇所【6箇所】
・利用件数：121件（延べ日数：455日）【107件（延べ日
数：429日）】

※【】はH27実績

○実施施設は措置児童による定員充足率が高く,受け入れ
体制が限られているが,利用希望者と相談しながら,可能な
限り円滑に実施することができた。

○円滑な事業運営に努め,引き続き子育て支援ニーズに応
えていきます。

子供家庭支援課

202

子育てふれあいプ
ラザ（のびすく）
における一時預か
り事業

子育てふれあいプラザ（のびすく）にお
いて，買い物やリフレッシュなど，理由
を問わずに生後6か月から小学校就学前ま
での乳幼児を一時的に預かる

○8,472名　【8,652名】
・のびすく仙台　 　 3,170名
・のびすく泉中央  　1,676名
・のびすく長町南  　1,856名
・のびすく宮城野 　 1,770名

※【】はH27実績

○のびすくで一時預かりを実施することで,子育て中の保
護者の負担軽減に寄与することができた。

○のびすくで一時預かりを実施することで,子育て中の保
護者の負担軽減を図ることができました。
○今後も一時預かり事業を継続し，子育て中の保護者の負
担軽減に努めていきます。

子供未来局総務
課

203

仙台すくすくサ
ポート事業（再掲
№342）

仙台すくすくサポート事業事務局が仲介
等を行う市民相互の育児援助活動（有償
ボランティア活動）で，育児の援助を受
ける者（利用会員）の子どもを育児の援
助を行う者（協力会員）が自宅で預かっ
たり，保育施設等への送迎，その前後の
預かり，病気回復期の預かり等を行う

○会員数：3,675人（H28末）【3,635人（H27末）】
〇登録会員数
　利用会員　3,064人【3,033人】
　協力会員　　483人　【469人】
　両方会員　　128人　【133人】
 　　 合計　3,675人【3,635人】
○入会説明会の開催，会員向け講習会等を実施。
〇活動状況（H29年3月31日現在）
  活動回数合計8,348回（うち病児等預かり53回）
　【9,597回（うち病児等預かり96回）】

※【】はH27実績

○協力会員及び利用会員数いずれも増加しており，地域に
おける子育ての支え合いによる活動の理解とニーズが増し
ている。

○援助の内容及び時間帯が重複したり，協力会員の偏在で
マッチングに困難を来たしている地域が見受けられます。
マッチングを円滑に行えるよう，協力会員の募集案内を行
うなどにより，引き続き，不足する協力会員の増員を図り
ます。

子供未来局総務
課

204

病児・病後児保育
事業

子どもが病気の際にも仕事を休むことが
できない親の支援を目的に，病気または
病気の回復期にあり，集団保育が困難な
児童で，保護者の勤務の都合等のため家
族で育児を行うことが困難な児童（生後6
か月から小学校6年生）を対象に，診療所
及び保育所に付設された施設等で保育を
行う
また，実施施設数の拡大を図る

○実施箇所数　5箇所　【4箇所】
○年間延べ利用児童数
・てらさわ小児科：512人【517人】
・宮城県済生会:　 476人【507人】
・すずき小児科:　 537人【448人】
・五十嵐小児科:   306人【347人】
・仙台保育園：　　160人【-】（H28.4.1開設）
　　　　　　計  1,991人【1,819人】

※【】はH27実績

○季節によって利用者が増減するため,事業を安定して実
施することは難しい中,連絡会の際に,各施設の現状を共有
するなどして,市全体で病児保育サービスの提供ができる
ように努めた。
○H28.4.1に新たに開所した仙台保育園において，当初病
後児のみの受入であったところをH29.1.1より病児の受入
を開始し，急性期にも対応可能となった。
○H29.4.1に青葉区に新たに保育所併設型の病児病後児保
育施設を整備することができた。

○空白区である若林区に保育所併設型の病児・病後児保育
施設が開所し，平成28年度から市全体の病児保育サービス
の提供体制を強化することができました。今後は事業の広
報を積極的に行うなどし，引き続き安心して市民の方に利
用していただけるよう努めてまいります。

子供家庭支援課

205

産休明け保育の充
実（再掲№248）

産休明けで仕事に復帰する親の支援を目
的に，生後8週を経過した乳児を受け入れ
る保育サービスの実施箇所を拡大する

○実施箇所数
・公立4箇所（公設民営2箇所を含む）
・私立71箇所
　計75箇所　【計63箇所】

※【】はH27実績

○新規創設の保育園（所）において事業が実施された。 ○新設保育園（所）12園で産休明け保育を実施する体制を
整えていました。
○今後も新設保育園（所）において，生後8週を経過した
乳児の受け入れを行う実施保育園（所）の拡充に努めま
す。

運営支援課

206

運営支援課

認定こども園施設運営費補助　★　⇒　整理番号85参照

基本施策②　　多様な保育サービス等の充実

障害児等保育の充実　⇒　整理番号155参照
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207

環境整備課，認
定給付課

208

一時預かり事業 保護者の断続的・短時間就労や傷病，看
護，育児に伴う心理的・肉体的負担の解
消などにより，家庭における保育が一
時・緊急的に困難となる児童に柔軟に対
応する

○保育所・認定こども園
・延べ利用児童数：66,868人【63,982人】
・H28当初実施施設:48箇所(公立5箇所,私立42箇所)
　　　　　　　　　【45箇所(公立5箇所,私立40箇所)】
○小規模保育事業
・延べ利用児童数　　9,690人【1,776人】
・実施施設数　　　　24施設【18施設】
○事業所内保育事業
・延べ利用児童数　　661人【161人】
・実施施設数　　　　5施設【1施設】

※【】はH27実績

○家庭における保育が一時的に困難となる児童に対し,柔
軟に保育サービスを提供することができた。
○平成28年度より，保育施設等の利用待機となっている期
間に継続的利用保育サービスを利用する場合に保護者が支
払う利用料の上限を設定し，上限を超えた分の利用料を減
免することとした。また，実施施設に対する補助金につい
て，継続的利用保育サービスを利用する児童のうち保育施
設等の利用待機となっている児童の利用に係る補助単価を
設定したほか，継続的利用保育サービスの補助額の上限額
を廃止した。
これにより対象児童の利用者負担及び受入れ施設双方の負
担軽減を図ることができた。

○延べ利用児童数は前年度より減少しましたが,柔軟な保
育サービスとしての一時預かり事業への需要は,今後も継
続して見込まれます。
○平成29年4月より新たに7箇所の保育所及び認定こども園
において事業を開始したほか，小規模保育事業所において
定員の空き枠を利用する余裕活用型の一時預かり事業を新
たに4箇所で開始しました。
○実施保育所増に向けた調整を行い,保育サービスの拡充
を図ります。特に,一般型一時預かり事業の実施には専用
スペースが必要となることから,保育所整備に伴う拡充に
努めます。

環境整備課，認
定給付課

209

延長保育（2時間
以上）事業

保護者の就労形態の多様化に柔軟に対応
した保育を行うため，通常の保育時間
（11時間）の前後において，2時間以上の
延長保育を実施する保育所を拡充する

○延べ利用児童数：24,891人【21,318人】
○実施施設:55箇所（公設民営2箇所，私立53箇所）
　　　　 【44箇所(公設民営2箇所,私立42箇所)】

※【】はH27実績

○2時間以上の延長保育を行うことで,保護者の就労形態の
多様化に対応することができた。

○延べ利用児童数は前年度より増加し,保護者の就労形態
の多様化に伴う2時間延長保育への需要は,今後も継続して
見込まれます。
○平成29年4月開所の8箇所の保育所において,2時間延長保
育を実施しています。
○実施保育所増に向けた調整を行い,保育サービスの実施
箇所の拡充に努めます。

環境整備課，認
定給付課

210

休日保育事業 日曜・祝日等に保護者の就労等により，
家庭における保育が困難となる児童を対
象とした休日保育を実施し，子育て家庭
への支援を充実する

○保育所
・延べ利用児童数
　休日保育利用　5,369人【4,282人】
　一時預かりとしての利用　178人
・実施施設:7箇所【7箇所】
○小規模保育事業
・延べ利用児童数　　454人【236人】
・実施施設数　　　　2施設【1施設】

※【】はH27実績

○日曜・祝日等に家庭における保育が必要な児童に,休日
保育サービスを提供することができた。

○延べ利用児童数は前年度より増加しました。休日保育へ
の需要は,今後も継続して見込まれますので,安定した保育
サービスの供給確保に努めます。

環境整備課，認
定給付課

幼稚園預かり保育事業　⇒　整理番号81参照
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整理
番号

事業名（★：計画策定
時新規事業）

事業概要 [Ａ]平成28年度実績 [Ｂ]平成28年度実績の成果または効果 [Ｃ]平成28年度実績に対する評価および今後の取組について [Ｄ]担当課

（57頁～）

211

運営支援課

212

運営支援課

213

保育士等の職員研
修の充実（再掲№
398）

子どもの保育及び保護者に対し適切な支
援が行われるよう研修の充実に努め，職
員の専門性の向上を図る

○階層別研修：1.951人【1,807人】
○専門研修：2.266人【1,967人】
○職場研修：8,302人【8,517人】
○派遣研修：46人【57人】
○スキルアップ研修：411人

※人数は延べ受講者数
※【】はH27実績

○研修を体系的に計画し，階層別研修・専門研修等を実施
したことで，それぞれの職員が必要な知識，技術，態度を
習得し，保育所職員としての人材育成と資質の向上を図る
ことができた。

○子どもを取り巻く環境が変化し，保育所・保育施設に求
められる機能や役割は，年々多様化しています。研修を通
して，より専門的な知識や最新の情報を学ぶことで，日常
の保育や保護者支援を適切に実践することができました。
○今後は，国の研修制度との調整を図りながら，必要とさ
れる研修を実施していきます。

運営支援課

214

保育専門技術向上
支援事業（スー
パーバイズ事業）

児童一人ひとりの特性を踏まえたきめ細
やかな保育を実施し，保護者へ適切な支
援を行うため，発達臨床学等の外部専門
家による巡回相談を実施し，職員の保育
専門技術向上を図る

○平成28年度は外部講師10名で，巡回相談を実施。
・公立保育所16箇所
・私立保育園（所）等24箇所　　計40箇所
○専門家1名につき4箇所の保育所（園）を担当。
○1保育所（園）につき，年3回（1回の相談は4時間）実
施。

○専門家からの助言を受けることにより，子どもの理解と
対応，保護者への支援の方向性を学び，保育を実施するこ
とができた。
○年間を通して，専門家から継続的な指導を受けることに
より，職員の専門性や保育士の質の向上につなげることが
できた。

○専門家の指導を受けることで，個別の対応を学ぶだけで
はなく，職員間で共通理解を図り，職員全体の質の向上に
つなげることができました。
○認定こども園，私立保育所（園）の増加に伴い，ニーズ
が増えています。平成29年度に増員を図りましたが，平成
30年度も外部専門家を増員する方向で進めています。
○平成29年度はモデル事業として私立幼稚園も対象に実施
しています。

運営支援課

215

特別（保育）支援
コーディネーター
養成事業

児童一人ひとりの特徴を踏まえたきめ細
かな保育の実施や保護者への適切な支援
を行うための研修を行い，保育所内で
キーパーソンとなる人材の育成を図る

○公立保育所
・初級研修：　0人　【0人】
・初級研修修了者を対象としたフォローアップ研修：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　0人【0人】
・チーフコーディネーター研修受講者：
　　　　　　　　　　　　　　　　　41人【43人】

○私立保育園(所)・幼保連携型認定こども園
・初級研修：68人【63人】
・初級研修修了者を対象としたフォローアップ研修：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　53人【0人】
※【】はH27実績

○公立保育所においては，初級研修受講者が充足している
ことから，チーフコーディネーター研修のみ継続実施し，
所内や関係機関との連絡調整についてキーパーソンとなる
人材を養成することができた。
○私立保育園(所)・幼保連携型認定こども園においては，
初級研修を継続して実施したことでコーディネーター数が
増加した。さらに初級研修受講修了者を対象に，フォロー
アップ研修を再開したことでコーディネーターとしてのス
キルアップを図ることができた。

○公立保育所では，複数配置されたコーディネーターが，
チーフコーディネーターを中心に連携を図りながら，子ど
もや保護者が抱える様々な問題に取り組み，支援に繋がる
ようになっています。コーディネーターが一定数養成され
たことから2年間初級研修を休止していましたが，次世代
のコーディネーターを養成するための研修再開の時期や方
法について検討していきます。
○私立保育所（園）・幼保連携型認定こども園において
は，各園のコーディネーターの実情を把握しながら研修を
継続して実施していきます。

運営支援課

216

認可外保育施設に
対する指導監督の
充実

認可外保育施設に対する研修の充実に努
めるとともに，運営や保育に関する指
導・助言を実施し，より安全で良質な保
育サービスの提供を促進する

○研修の開催
・認可外保育施設保育従事者研修312名
・栄養士研修12名
・医師会研修2名
・歯科保健研修10名
○立入調査
・立入調査対象施設数：134施設
・巡回訪問：施設:7施設

○研修の開催
研修参加により，児童処遇への理解が深まり，職員の質の
向上につなげることができた。
○立入調査
認可外保育施設指導監督基準に基づく立ち入り調査や，随
時，施設巡回をし，指導・助言を実施することで，重大事
故の発生を抑え，児童の処遇向上につながった。

○研修の開催
保育従事者が研修に参加することで，保育に必要な知識・
技術を習得し，児童の処遇向上につながりました。今後は
「スキルアップ研修」として，目的を明確にし，保育従事
者の資質の向上につながる研修を実施していきます。
○立入調査
全ての保育施設を対象に年1回の立ち入り調査を実施し，
助言・指導してきたことで，安全で良質な保育サービスの
提供を促進することができました。一部改正された認可外
保育施設指導監督基準を周知徹底し，継続的な指導・助言
を実施していきます。

運営支援課

施策体系（３）　幼児期の教育・保育の質の確保のための取組
基本施策①　　保育の質の確保・向上

保育所における食育推進事業　⇒　整理番号56参照

乳幼児における食物アレルギー対応の充実　⇒　整理番号57参照
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整理
番号

事業名（★：計画策定
時新規事業）

事業概要 [Ａ]平成28年度実績 [Ｂ]平成28年度実績の成果または効果 [Ｃ]平成28年度実績に対する評価および今後の取組について [Ｄ]担当課

217

運営支援課，環
境整備課

218

保育士人材確保対
策　★

保育士資格を持ちながら育児等で保育現
場を離れている市民を対象とした研修を
行うとともに，私立保育所等とのマッチ
ングを図る「保育士リターンセミナー」
を開催する

○セミナー参加人数
　　6月開催 ：32名【43名】
　　8月開催 ：13名【20名】
　　10月開催：15名
○就職活動をした方：21名【17名】
○復職あるいは就職した方：17名【13名】
　
※【】はH27実績

○潜在保育士に対してセミナーを開催し，保育施設へ就職
する機会を提供したことにより，17名の保育士確保ができ
た

○就職につながるような様々な情報を提供し，さらに個別
の相談を行うことにより保育施設への復職につなげまし
た。
○今後も保育士人材バンクやハローワーク仙台等の関係機
関と連携を図りながらセミナーを開催し，潜在保育士の確
保に取り組んでいきます。

運営支援課

219

保育教諭確保のた
めの保育士資格取
得支援事業　　★

幼稚園教諭と保育士資格の両方の免許・
資格を有する保育教諭を確保するため，
幼保連携型認定こども園等に勤務する幼
稚園教諭が，保育士資格を取得するため
に要する経費等に対して助成を行う

○実績なし ○なし ○引き続き対象施設への周知を図り，積極的な制度の活用
を促していきます。

運営支援課

220

認可外保育施設等
における保育士資
格取得支援事業
★

保育士の増加を図るため，認可外保育施
設等の保育従事者が保育士資格を取得す
るために要する経費等に対して助成を行
う

○実績なし【１件】

※【】はH27実績

○なし ○引き続き対象施設への周知を図り，積極的な制度の活用
を促していきます。

運営支援課

221

幼稚園教諭免許状
を有する者の保育
士資格取得支援事
業　★

保育士の増加を図るため，幼稚園教諭
が，保育士資格を取得するために要する
経費等に対して助成を行う

○実績なし ○なし ○今後の需要見込みを調査するなど保育士の増加に向け，
引き続き取り組んでいきます。

運営支援課

222

栄養士雇用助成 入所児童の栄養管理，個別配慮（離乳
食・食物アレルギー）への対応，食育計
画の作成等を行うため，栄養士を配置す
る保育所等に対し，助成を行う

○保育所
・施設数　117か所
・助成実績額　31,922,600円

○認定こども園
・施設数　8か所
・助成実績額　2,038,100円

○栄養士の雇用に係る費用について助成することで，栄養
管理等に係る各保育所等への支援を行うことができた。

○平成28年度は概ね全ての保育所等において栄養士の雇用
に係る助成を行いました。
○平成29年以降も引き続き栄養士の雇用に係る助成を行
い，保育所等での栄養管理に関する環境維持に努めます。

認定給付課

223

増員保育士雇用助
成

保育士を手厚く加配することにより，入
所児童の福祉の増進，職員の身体的・精
神的休養，資質向上を図る研修参加の促
進等を図るため，国の基準を上回る保育
士を配置している保育所等に対し，助成
を行う

○保育所
・施設数　114所
・助成実績額　408,395,000円

○加配保育士に係る人件費を助成することで，入所児童の
福祉の増進及び保育士の労働環境の改善に努めることがで
きた。

○平成28年度は概ね全ての保育所において加配保育士の人
件費に係る助成を行い，入所児童の福祉の増進及び保育士
の労働環境の改善に努めることができました。
○平成29年以降も引き続き加配保育士の雇用に係る助成を
行い，児童の処遇及び保育士の労働環境改善に努めます。

認定給付課

多様な主体の参入促進事業　★　⇒　整理番号189参照
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整理
番号

事業名（★：計画策定
時新規事業）

事業概要 [Ａ]平成28年度実績 [Ｂ]平成28年度実績の成果または効果 [Ｃ]平成28年度実績に対する評価および今後の取組について [Ｄ]担当課

224

増員調理員雇用助
成

保育所等における食事の充実及び調理従
事者の負担軽減を図るため，一定数以上
の調理員を雇用する保育所に対し，助成
を行う

○保育所
・施設数　79か所
・助成実績額　96,175,700円

○認定こども園
・施設数　6か所
・助成実績額　6,940,800円

○加配調理員の雇用に係る経費を助成することで，食事の
充実及び調理従事者の負担軽減を図ることができた。

○平成28年度は調理員を直接雇用する概ね全ての保育所等
に対し，加配調理員の雇用に係る助成を行い，食事の充実
及び調理従事者の負担軽減を図ることができました。
○平成29年度以降も引き続き加配調理員の雇用に係る助成
を行い，調理の充実及び調理員の負担軽減に努めます。

認定給付課

225

産休代替等職員雇
用助成

保育所等職員が出産もしくは疾病または
負傷により，長期間にわたって継続した
休業を必要とする場合において，職員の
母体の保護または専心療養の保障を図る
とともに，施設における児童等の処遇の
正常な実施を確保するため，産休等代替
職員の雇用経費に対し，助成を行う

○保育所
・施設数　7か所
・助成実績額　6,562,000円

○産休等代替職員の雇用経費に対する助成を行うことで，
保育士が産休等に入っている期間における児童等の処遇水
準を維持することができた。

○平成28年度は産休等代替職員の配置を行った施設に対
し，産休代替職員の雇用に係る助成を行い，児童等の処遇
水準を維持することができました。
○平成29年度以降も引き続き助成を行い，児童の処遇水準
の維持に努めてまいります。

認定給付課

226

保育士等の処遇改
善　★

保育士等の確保・定着，キャリアアップ
を促進するため，職員の勤続年数や経験
年数に応じて，保育士等の処遇改善を図
る

○公定価格の「処遇改善等加算」を以下の対象施設に適用
し，保育士等の処遇改善を図った。
・保育所　加算対象施設数 119施設
　（賃金改善要件分適用施設　113施設）
・認定こども園　　加算対象施設12施設
　（賃金改善要件分適用施設9施設）
・幼稚園(施設型給付園)　加算対象施設　5施設
　（賃金改善要件分適用施設　5施設）
・小規模保育事業Ａ・Ｂ型　加算対象施設　52施設
　（賃金改善要件分適用施設　50施設）
・家庭的保育事業・小規模保育事業Ｃ型　加算対象施設
施設 57施設
　（賃金改善要件分適用施設38施設）
・事業所内保育事業　加算対象施設　8施設
　（賃金改善要件分適用施設　7施設）

○保育所等に対し職員の処遇改善に係る加算を行うこと
で，保育所等に勤務する職員に対する賃金の改善を行い，
保育士等の継続的な雇用の促進に努めることができた。

○平成28年度は，子ども・子育て支援制度の対象となる保
育所等全施設に対し職員の処遇改善のための加算を行うこ
とで，施設に勤務する職員の継続的な雇用の促進に努める
ことができました。
○平成29年度以降は，上記に加えて，教育・保育の現場で
技能・経験を積んだ職員に対し加算を行う処遇改善加算Ⅱ
を適用し，保育士等に対する処遇改善を図ります。

認定給付課

227

病原性大腸菌対策
助成

保育所等の衛生管理を強化するため，病
原性大腸菌対策関連消耗品を購入した場
合及び職員が病原性大腸菌Ｏ-157の検査
を含んだ検便を実施した場合，それぞれ
に要した費用に対し，助成を行う

○保育所
・施設数　120か所
・助成実績額　14,850,080円

○認定こども園
・施設数　9か所
・助成実績額　784,172円

○病原性大腸菌対策関連消耗品及び検便に係る費用につい
て助成を行うことで，保育所等の衛生管理を強化すること
ができた。

○平成28年度は病原性大腸菌対策に係る費用について，全
ての保育所等に助成を行い，保育所等の衛生管理を強化す
ることができました。
○平成29年度以降も引き続き病原性大腸菌対策経費の助成
を行い保育所等の衛生管理強化の促進に努めます。

認定給付課
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事業名（★：計画策定
時新規事業）

事業概要 [Ａ]平成28年度実績 [Ｂ]平成28年度実績の成果または効果 [Ｃ]平成28年度実績に対する評価および今後の取組について [Ｄ]担当課

228

災害対応備蓄推進
事業費助成　★

災害発生時にも，保育を必要とする児童
の保育を継続するため，新設保育所等が
災害備蓄としての非常食を購入する費用
に対し，助成を行う

○保育所
・施設数　15か所
・助成実績額　617,900円
○認定こども園
・施設数　1か所
・助成実績額　16,041円

○災害備蓄としての非常食を購入する費用の助成を行うこ
とで，災害時の保育の継続について支援を行うことができ
た。

○平成28年度は災害備蓄品の購入を行った全ての新規開設
保育所等に対し，災害備蓄助成を行い，災害時の保育の継
続について支援を行うことができました。
○平成29年度以降も引き続き災害備蓄品購入に係る費用を
助成を行い，非常食の備蓄の促進に努めます。

認定給付課

（58頁～）

229

運営支援課，学
びの連携推進室

230

運営支援課

231

運営支援課

232

運営支援課

233

環境整備課

234

環境整備課，認
定給付課

235

環境整備課，認
定給付課

236

認定給付課

237

認定給付課

238

認定給付課

239

市民図書館

基本施策②　　幼児教育の充実（再掲）

保・幼・小連携の推進　⇒　整理番号69参照

幼稚園教員研修支援　⇒　整理番号77参照

認定こども園等の職員研修の充実　★　⇒　整理番号78参照

保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援事業　★　⇒　整理番号79参照

認定こども園整備補助　★　⇒　整理番号80参照

幼稚園預かり保育事業　⇒　整理番号81参照

私立幼児教育施設運営費等補助　⇒　整理番号82参照

幼稚園就園奨励費補助金助成　⇒　整理番号83参照

幼稚園保育室事業　⇒　整理番号84参照

認定こども園施設運営費補助　★　⇒　整理番号85参照

絵本を通した心豊かな子育て支援事業　⇒　整理番号86参照
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整理
番号

事業名（★：計画策定
時新規事業）

事業概要 [Ａ]平成28年度実績 [Ｂ]平成28年度実績の成果または効果 [Ｃ]平成28年度実績に対する評価および今後の取組について [Ｄ]担当課

（59頁～）

240

制度利用の啓発 女性の就業継続，再就職の普及・啓発に
よる子育てと仕事の両立支援のため，育
児休業，介護休業制度や勤務時間短縮措
置など，男女が仕事と家庭を両立するた
めの環境づくりについての普及・啓発を
行う

○就労支援や，子育て支援などの勤労者に関する各種制度
を取りまとめたガイドブック及び，再就職に役立つ仕事探
し情報を掲載したリーフレットを配布した。
・冊子①：働くみなさんのためのガイドブック：3,000部
・冊子②：仙台・仕事探しガイドMAP：5,000部
（配布先：各のびすく，マザーズハローワーク青葉など）

○冊子①については，市民の手にとっていただき，各種制
度情報への理解に役立っていると思われる。
○冊子②については，コンパクトに作成しており，のびす
くを訪れる保護者に好評で，子育て後の再就職に役立って
いると思われる。

○各種制度情報の理解や相談窓口の周知に役立っていると
思われます。
○今後も引き続き，各種制度の啓発を行い，内容について
適宜改善していきます。

市民生活課

241

男性の家事・育児
への参画の促進
（再掲№273）

(公財)せんだい男女共同参画財団におい
て，仕事と生活の調和（ワーク・ライ
フ・バランス）の実現に向けた各種講座
を実施するとともに，男女がともに家
事・育児の責任を分担することを促進す
るため，様々な機会を捉え効果的な啓発
を進める

○ワーク・ライフ・バランス推進出前講座
4回・79名参加【10回・約440名参加】

※【】はH27実績

○様々な機会を通じて，男性の家事･育児参加や，仕事と
生活の調和の実現に向けた啓発を進めることができた。

○様々な団体への出前講座を通じて，男性の家事・育児参
加や仕事と生活の調和の実現など，ワーク・ライフ・バラ
ンスの推進に向けた啓発を進めることができました。
○今後も，仕事と子育ての両立の推進に係る事業を実施し
ていきます。

男女共同参画課

242

企業等に対する仕
事と家庭の両立支
援促進　★

仕事と子育ての両立が可能なワーク・ラ
イフ・バランスの実現を図るため，セミ
ナーの開催など企業等に対する啓発・普
及を目的とした事業を実施する

○セミナー「多様な働き方へのチャレンジ～社員も会社も
幸せにする組織づくり～」を開催。123名参加。
○リーフレット「働くプレパパ・プレママガイド」12,000
部配布。

○セミナーは，子育てしながら働く労働者への対応につい
て意識を変化させる効果があったことがアンケートから伺
えた（全ての回答者が意識の変化が大いにあった・あった
と回答）。
○リーフレットの配布により，仕事と子育ての両立が可能
な雇用環境の整備について啓発することができた。

○セミナーについては，多様で柔軟な働き方の具体的手法
や，そのメリットが紹介され，参加者の仕事と子育ての両
立に対する意識を変化させることができました。今後も
ワーク・ライフ・バランスの実現に資する内容を検討し，
開催します。
○リーフレット配布を通じ，仕事と子育ての両立が可能な
雇用環境の整備に寄与することができました。今後も，引
き続き啓発を図っていきます。

子供未来局総務
課

243

子育てを応援する
企業への支援の充
実　★

育児支援制度の整備や当該制度を利用し
やすい職場環境の改善など，市内企業の
子育て支援の取組に対してインセンティ
ブとなるような支援の充実を図る

○入札参加者資格者名簿登載者への格付評点の評価項目
に，次世代育成支援に取り組む企業について加点されるよ
う，契約担当部署と調整を行った。

○平成29年度より導入することとなった。 ○平成29年度の制度導入に向け，契約担当部署と調整を継
続しました。

子供未来局総務
課

244

企業等による子育
て支援活動促進事
業（再掲№339）

企業等が保有している施設等を「仙台市
すこやか子育て応援広場」として登録
し，子育て支援団体の活動場所として無
償で提供することにより，企業等の地域
における子育て支援活動を促進する

○登録事業所数：9事業所【9事業所】

※【】はH27実績

○企業等が活動場所を無償で提供することにより，地域に
おける子育て支援活動の促進につながった。
○平成28年度は，新規登録事業所はなかった。

○広報等による周知が弱かったため，登録事業所数は増加
しませんでした。
○今後，子育て支援団体に対する利用促進のほか，企業等
に対しては，登録促進等の必要な取組を行います。

子供未来局総務
課

245

父親の子育て力支
援事業（再掲№
274）

父親の子育て力の向上に資するため，父
親が参加しやすい休日や夜間に，子育て
ふれあいプラザ（のびすく）において，
助産師などによる両親教室，育児講座を
定期的に開催する

○実施回数：96回【81回】
　
[内訳]のびすく仙台  : 18回
　　　のびすく泉中央: 44回
　　　のびすく長町南: 16回
      のびすく宮城野: 18回

※【】はH27実績

○毎月の定期的な両親教室や講座の開催などが定着しつつ
あり,参加者も増加傾向にあることから,父親の育児参加の
推進に寄与している。
○両親教室の参加が,出産後の父親の,のびすく利用につな
がるケースが多く,父親の育児参加のきっかけとして大き
な役割を果たしている。
○両親教室以外の父子参加の事業も人気が高く，父親の育
児参加に寄与している。

○父親の育児参加のきっかけとなり，その推進に寄与して
いることが伺えます。
○今後は,父と子がより関わり合えるような講座を,のびす
く全館で定期的に実施できるように努めます。

子供未来局総務
課

施策体系（４）　仕事と子育ての両立に向けた取組
基本施策①　　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた家庭・企業等における取組の推進
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番号

事業名（★：計画策定
時新規事業）

事業概要 [Ａ]平成28年度実績 [Ｂ]平成28年度実績の成果または効果 [Ｃ]平成28年度実績に対する評価および今後の取組について [Ｄ]担当課

（60頁～）

247

児童クラブ事業
推進室

248

運営支援課

（60頁～）

249

子育てふれあいプ
ラザ（のびすく）
運営事業
（再掲№340，
387，404）

親子が気軽に立ち寄り交流できる場や子
育て支援に関する様々な情報を提供し，
保護者の子育てに対する不安や負担を軽
減するとともに，子育ての楽しさを実感
する機会を提供するもので，本市の子ど
も家庭支援ネットワークの中核施設とし
て，地域の子育て支援施設，機関及び関
係者との連携と事業支援を図る
今後，若林区への整備を行い，5区すべて
において，子育て支援の拠点機能の充実
を図る

○来館者数:
　212,581名【215,707名】
・のびすく仙台 　  46,786名
・のびすく泉中央   53,786名
・のびすく長町南   77,851名
・のびすく宮城野   34,158名

※【】はH27実績

○若林区への整備については，若林区中央市民センター別
棟等複合施設内に設置することとしており，工事に着手し
た。

○のびすくのひろば,情報提供や相談業務,子育て支援団体
の育成など,様々な面から子育て支援を行うことにより,子
育て中の保護者の不安軽減に寄与することができた。
○子育て支援関係者を集めた交流会を実施し,お互いに顔
の見える関係づくりに努めることで,仙台市全体における
子育て支援ネットワークを構築するきっかけを提供するこ
とができた。

○来館者数から，気軽に利用できる子育て支援施設として
定着していることが伺えます。今後も，様々な面から子育
て支援を行い，子育て中の保護者の不安軽減に寄与できる
よう努めます。
○全市的子育て支援ネットワークの構築においては,各区
や各子育て支援機関との情報共有を随時行うなど，子育て
支援の中核を担う施設としての役割を果たしています。今
後も，子育て支援関係者を集めた交流会を実施し，お互い
の顔の見える関係づくりに努めます。

子供未来局総務
課

250

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

○以下の事業を展開し，女性の就業や就業の継続支援を
行った。
・「働く女性のポットラック ミーティング」7回・計112
名参加【11回・計157名参加】(対象：キャリアを積みたい
女性,職場の枠を超えてネットワークを作りたい女性)
・｢育休中に話そう！職場復帰をシミュレーション｣:2回･
計31名参加【5回・計49名参加】(対象:育児休業から初め
て職場復帰する女性)
・「育休中に話そう！しゃべり場“働く”ということ」2
回・計18名参加【2回・19名参加】(対象：第一子を出産し
て育児休業中の女性)
・｢ガールズのしごと“ゆる～り”準備講座｣:8日間コー
ス・7名参加【2コース全16日間・計20名参加】(対象:15歳
～39歳の無職のシングル女性)
・「わたしらしく“一歩”を踏み出す　女性のための再就
職セミナー」2回・計30名参加【H27開催なし】(対象：再
就職を目指す女性）
・就業支援出前講座「働く「わたし」をイメージ～なりた
い自分に近づくために～わたしにとって“働く”というこ
と」1回・14名参加【1回・11名】（対象：子育て中の女
性）
・「わたしらしくステップアップ－働く女性のビュッフェ
交流会－」1回・90名【1回・一部100名・二部70名】（対
象：働く女性）
・女性活躍推進セミナー「在仙企業から始める働き方改革
～人財を得る・活かす・根付かせる～」1回・一部73名・
二部50名（対象：企業経営者・管理職・人事労務担当者
等）
・「仙台市働く女性の活躍推進協議会」2回（対象：市内
経済団体，金融機関，国機関，男女共同参画推進団体）

※【】はH27実績

○様々な事業を実施することにより,女性の就業，就業継
続，及び再就職への支援を進めることができた。
○また,企業に対しても，啓発や広報を実施することがで
きた。

○講座のテーマ設定等を工夫したほか，新たな再就職セミ
ナーを開催するなど，ニーズを勘案した取組みを進めるこ
とができました。
○今後も，女性の就業の継続や再就職支援に係る事業を実
施していきます。

男女共同参画課

放課後児童健全育成事業の推進　⇒　整理番号87参照

産休明け保育の充実　⇒　整理番号205参照

施策体系（５）　家庭の子育て力向上のための取組
基本施策①　　子育てに関連する情報提供・相談機能等の支援の充実

新生児等訪問指導（エジンバラ産後うつ病質問票の全数実施）　⇒　整理番号118参照

基本施策②　　女性の就労継続・再就職の支援促進

246

女性の就業や就業
の継続支援（再掲
№272）

女性の就業継続，再就職の支援・促進の
ための講座の開催等の取組を進め，女性
の人材活用や多様かつ柔軟な働き方に向
けた取組を企業に働きかけるとともに，
企業にとって男女共同参画推進の取組の
動機づけとなるような施策を実施する
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251

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

■青葉区
○年37回　参加者：1,377名（参加率：82.9％）
【年38回　参加者：1,411名（参加率：82.6％）】

※【】はH27実績

■青葉区
○育児教室時の参加率は約8割であり，参加勧奨の効果が
窺える。
○育児相談や悩みに対応することで新たな知識を得たり，
育児の対応に自信を持てる機会になっている。
○グループワークの際，近隣地域をグループに実施してお
り，グループワーク終了後も母親同士で情報交換する姿が
見られている。

■青葉区
○グループワークで自分の育児を振りかえるとともに他の
参加者の話を聞くことで，自己肯定感を高め孤立化予防に
つながっていることから，現在の取り組みを継続して実施
していきます。
○今後も参加率の維持向上に努め，未受診者に対し受診勧
奨等を継続実施していきます。
○継続支援の必要な方には，後日の電話相談や，各種教室
への参加を勧奨し，切れ目ない支援を心掛けます。

■宮城総合支所
○年19回　参加者：550人（参加率：88.4%）
【18回　参加者：476人（参加率：84.2%）】

※【】はH27実績

■宮城総合支所
○集団の保健指導や個別相談から，育児環境づくりの情報
を得られ，不安の軽減につながった。
○保護者の情報交換の場にもなり，問題解決能力の向上に
つながった。
○地域子育て支援センターからの情報提供を通して，子育
て支援機関とのつながりができた。

■宮城総合支所
○問題解決能力を高めることに対し，一定程度の効果を得
ることができました。
○今後も，参加者のニーズを把握し，教材を検討しなが
ら，保健指導の充実を図ります。
○地域子育て支援機関との連携を図りながら，継続実施し
ていきます。

■宮城野区
○年60回　参加者：1,628名（参加率：82.1％）
【年59回　参加者：1,569名（参加率：80.7％）】

※【】はH27実績

■宮城野区
○区役所，高砂，岩切と3地域で実施しており，グループ
ワーク時に地区担当が入ることで，タイムリーな情報提供
と早期に相談できる関係づくりにつながっている。また仲
間づくりの場ともなっている。
○子育て支援室（センター）の協力で，地域の社会資源や
具体的な育児スキルを習得する機会にもなっている。

■宮城野区
○集団で行う育児教室は，育児情報の獲得や仲間との出会
いの場としての意義が大きくなっています。
○今後も，地域での仲間づくりの促進，乳幼児を抱える家
庭が育児に関する情報を得て，地域資源を活用しながら子
育てができるよう支援していきます。

■若林区
○年25回 参加者：905名（参加率：74.6％）
【年25回　参加者：986名（参加率：83.4％）】

※【】はH27実績

■若林区
○育児負担感や不安の強い母を早期に把握し，地区支援へ
つなげる等，虐待予防への早期介入ができている。

■若林区
○今後も育児に関して十分な相談に応じていきます。28年
度より，妊娠・出産包括支援事業の開始にともない，助産
師等が導入されることとなり，産後の母親の体調等への支
援を充実させて参ります。

■太白区
○年54回 参加者：1,687名（参加率：85.5％）
【年54回　参加者：1,783名（参加率：84.0％）】

※【】はH27実績

■太白区
○参加者同士の交流により，子育てに関する知識や情報を
得る機会として好評だった。

■太白区
○今後も乳児を抱える家庭が地域で安心して子育てに取組
めるように，現在の取り組みを継続して参ります。

■秋保総合支所
○年6回　参加者：13人（参加率86.7％）
【年6回　参加者：19人（率78.3％)】

※【】はH27実績

■秋保総合支所
○1回の人数が1～4名であり，複数の参加がある時は，交
流の機会や情報交換の場となり，問題解決能力の向上につ
ながった。
○集団指導や個別相談により育児に関する情報や知識を得
る機会となった。

■秋保総合支所
○参加者の人数により，教室の構成を変更するなどして対
応してきましたが，今後も参加者数等の状況応じ，効果が
得られるよう実施していきます。
○参加率の向上に努め，未来所者には参加勧奨等を実施し
ていきます。

■泉区
○年36回　参加者:1,276名（参加率81.8％）
【年35回　参加者:1,358名（参加率81.4％）】

※【】はH27実績

■泉区
○参加者同士の交流の機会の場となっている。また，子育
てに関する知識や情報，その他の子育て支援機関を知る機
会としている。

■泉区
○今年度は，問診時の参加者同士のプライバシーの配慮方
法として，BGMの活用と問診時の環境を整えるよう心がけ
ることを実践し，滞りなく実施できました。
○来年度の課題としては，午後に開催しているということ
もあり，所要時間の短縮を目標にオリエンテーションの開
始時間を早めるなど，参加しやすい環境づくりを課題とし
て取り組んでいきたいと考えます。また，引き続き参加者
同士の交流の場，子育ての知識や情報を得る場として，現
在の取り組みを継続していきます。

育児ヘルプ家庭訪問事業　⇒　整理番号124参照

252

３～４か月児育児
教室

子どもが健康に育つための望ましい育児
環境づくりを目的に，育児に関する相談
に応じ，問題解決能力を高める

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課
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■青葉区
○12回開催　324人参加
【12回開催　352人参加】

※【】はH27実績

■青葉区
○アンケートで，教室の満足度をとっており，「参考に
なった」と回答している者が99％と高い割合を示した。
○同じくアンケートで，離乳食を順調に進める上で必要な
“授乳リズムを整える必要性”の講話は「参考になった」
と回答した者が20％と前年度より5%増加した。（アンケー
ト回収率98％）

■青葉区
○毎月一定数の申し込みがあり，離乳食の進め方や作り方
などに悩む保護者からの需要が高いことが窺えます。
○授乳リズムを整えることの重要性については，重点項目
として啓発しているが，アンケートの結果からもその効果
はあったのではないかと思われます。
○次年度もグループワークに栄養士が入り，参加者同士の
交流を促進し，様々な不安への対応をしていきます。
○次年度も，疑問や不安の出てくる離乳食開始頃の6か月
児を対象とし，アンケート等で評価しながら実施します。

■宮城総合支所
○6回開催　91人参加
【6回開催　89人参加】

※【】はH27実績

■宮城総合支所
○終了後のアンケートで教室の満足度について，「非常に
満足」，「まあまあ満足」と回答したものが95.5％であっ
た。（アンケート回収率100％）
○グループワークが保護者同士の交流の場となっており，
育児不安の解消にもつながっている。また，教室終了後の
個別相談では，子育てに関する幅広い相談があり，多職種
により対応することで育児負担感の軽減につながってい
る。

■宮城総合支所
○講話は,児の成長に合わせた離乳食の進め方や歯の萌出
時期からのケアについてなど，保護者の関心の高い内容と
なっており，満足度の高い教室となっております。
○保護者自身の食生活についても併せて啓発することがで
きました。今後もアンケートに家族の食事についての設問
を設け，教室の内容に反映させていきます。

■宮城野区
○12回開催　360人参加
【12回開催　379人参加】

※【】はH27実績

■宮城野区
○終了後のアンケートで，「離乳食のすすめ方について理
解できた」と回答した者が97.9％と高い割合を示した（ア
ンケート回収率95.2％）。

■宮城野区
○様々な疑問や不安の出てくる6か月児を対象に行うこと
で，悩みを解消し，母同士の情報を共有する場となってい
ることが窺えます。
○また，サンプルを見ることで固さなど形態の具体的なイ
メージを掴むことに繋がっているようです。
○今後も，母親たちが離乳食の時期を安心して楽しみなが
らの子育てが行えるよう，サポートに努めてまいります。

■若林区
○12回開催　237人参加
【12回開催　239人参加】

※【】はH27実績

■若林区
○終了後アンケートの結果，離乳食の見本や講話について
「役に立つ」と回答した者が8割以上であった(アンケート
回収率99.6%)。情報交換の場を設けることにより，保護者
同士のネットワークづくりを促すことができた。

■若林区
○講話や個別相談，情報交換を通して，離乳食の進め方や
作り方など，保護者の離乳食に関する悩みや不安を解消す
る場となっています。
○アンケートの結果を踏まえながら，今後もより良い教室
運営に努めていきます。また，管内乳幼児の食習慣の課題
となっている，甘味飲料やおやつの与え方についても引き
続き啓発していきます。

■太白区
○12回開催　326人参加
【12回開催　339人参加】

※【】はH27実績

■太白区
○終了後のアンケートで，「離乳食に対する疑問や不安が
解消した」と回答した者が96.1％
（アンケート回収率97.1％）

■太白区
○アンケート結果から，歯の話，試飲や試食を取り入れた
内容が好評で，満足度の高い反応を得ています。また，質
疑応答や個別相談，母親同士の交流の場を設けることによ
り，疑問や不安の解消につながっているので，今後も同様
の内容で継続していきます。

■泉区
○12回開催　292人参加
【12回開催　354人参加】

※【】はH27実績

■泉区
○教室終了後のアンケートの結果，97％が参考になったと
回答。食材の形態，進め方についてよりわかりやすい媒体
を使用し，好評であった。実演や媒体の使用により離乳食
の不安解消につながった。

■泉区
○実際の調理のコツを学ぶことができ，他の参加者との情
報交換もでき，離乳食の悩み解決の場として活用されてい
ます。
○今後も地域の状況を踏まえた保健指導の実施に加え，参
加者の疑問として多く挙げられる内容などを随時盛りこん
でいきます。

254

子供家庭支援援
課，各区家庭健
康課

253

離乳食教室 乳幼児の食習慣づくりの基礎となる時期
に，発達段階に応じた離乳食の進め方に
ついての講話や保健指導を行うととも
に，子育て世代における食生活及び朝食
摂取とその内容の充実の重要性について
啓発する
また，保護者同士の情報交換により，地
域でのつながりを持つ機会とする

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

子供家庭総合相談事業　⇒　整理番号122参照
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母親教室・両親教
室の充実（再掲№
386）

■青葉区
○母親教室
・21回開催　延べ参加人数　266人
○両親教室
・6回開催　延べ参加人数　224人（うち父親112人）

■青葉区
○母親教室は，育児に関する地域の子育て情報提供の場と
しても活用されている。
○両親教室は，夫婦で妊婦体験や沐浴実習等に参加するこ
とにより,乳児のいる生活をイメージし，不安の軽減を図
ることができた。また，子育てを夫婦で協力して行うとい
う意識づけにもなった。特に父親にとっては，自らの振り
返りや，今後の育児の具体的なイメージへとつながってい
る。

■青葉区
○医療機関で母親教室に参加しながら，本講座にも参加し
ている妊婦も多く，地域での仲間づくりの場や多様な教室
が必要とされていることが窺われます。
○今後とも，両親での参加がしやすいような運営に努め
る。仲間づくりを重点に実施している教室の目的を伝え，
参加者のニーズを把握し内容や回数等の検討を行い，継続
実施していきます。

■宮城総合支所
○母親教室
・8回開催　延べ参加人数　79人
○両親教室
・4回開催　延べ参加人数　96人（うち父親45人）

■宮城総合支所
○母親教室では，妊娠期の仲間づくりの場になっており，
孤立しない子育てにつながっている。
○子育て中の父母との交流では，出産や育児について具体
的なイメージができ，不安軽減につながった。
○保健師・栄養士の講話をとおして，妊娠中の食事や生
活，育児に関する情報を得ることができた。
○両親教室では，助産師の講話や実技，父親の妊婦体験を
とおして，産後の生活を具体的にイメージでき，夫婦で妊
娠中から協力するという意識づけにつながった。

■宮城総合支所
○一定程度，不安の軽減，妊娠・出産・育児に主体的に取
り組める姿勢を養うことができました。また，育児の仲間
づくりを促進することができました。
○今後も，参加者がより健やかに妊娠期を過ごせるよう，
保健指導を充実させていきます。また，参加者のニーズを
把握し内容を検討しながら，夫婦での参加が増えるよう，
周知・運営に努め，継続実施していきます。

■宮城野区
○母親教室
・24回開催　延べ参加人数　385人
○両親教室
・6回開催　延べ参加人数　238人（うち父親117人）

■宮城野区
○母親教室は，転勤等の理由で身近に親族や友人がいない
方や，分娩病院で母親教室を実施していない，受けること
ができない等の理由で参加される方が多い。そのため，参
加者同士の交流や地域の仲間づくりを促した。さらに，お
産についての情報や，産後の母の心身の変化や困った時の
相談先等の情報についても伝えるように努めることで，不
安の軽減を図った。
○両親教室は，夫婦で協力して行う育児には，夫婦間のコ
ミュニケーションが大切になることに重点を置いて実施し
た。参加者から，「父母になる自覚を持ち出産や育児に対
するイメージが湧いた。」「不安が軽減した。」「仲間づ
くりの機会になった。」等，満足度の高い評価が得られ
た。

■宮城野区
○両教室とも参加者の満足度は高くなっており，今後も孤
立しがちな初妊婦に対して参加を促していくとともに，参
加者のニーズを把握し，必要な情報の提供と内容の充実に
努めます。

■若林区
○両親教室
・24回開催　延べ参加人数　239人（うち父親122人）

■若林区
○参加者アンケートで教室の良かった点について「妊娠・
出産・育児について知識が得られた」「妊娠・出産・育児
についてイメージできるようになった」という回答が多
く，子育て経験がない夫婦が知識を得，出産や子育てをイ
メージする機会となっている。
○参加者同士連絡先を交換する様子もみられ，つながりを
持つ機会となっている。

■若林区
○今後もアンケートを実施し，参加者のニーズを把握し，
内容を検討してまいります。

■太白区
○母親教室
・18回開催　延べ参加人数　353人
○両親教室
・6回開催　延べ参加人数　284人（うち父親142人）

■太白区
○母親教室は,児童館の先生のご協力により地域の子育て
情報提供の場としても活用された。
○両親教室は,夫婦で妊婦体験や沐浴実習等に参加するこ
とにより,乳児のいる生活をイメージし,不安の軽減を図る
ことができた。また,子育てを夫婦で協力して行うという
意識づけにもなった。特に父親にとっては,今後の育児の
具体的なイメージへとつながっている。

■太白区
○医療機関で母親教室に参加しながら,本講座にも参加し
ている妊婦も多く,地域での仲間づくりの場や多様な教室
が必要とされていることが伺われました。
○今後とも,両親での参加がしやすいような運営に努めま
す。仲間づくりを重点に実施している教室の目的を伝え,
参加者のニーズを把握し内容や回数等の検討を行い,継続
実施していきます。

■泉区
○母親教室
・18回開催　延べ参加人数　270人
○両親教室
・5回開催　延べ参加人数　156人(うち父親78人)

■泉区
○母親教室は，各回参加者同士の交流の時間を設けてお
り，教室参加をきっかけに産後も交流を継続し，情報交換
を行っている方が多い。交流が役に立ったと答えた人の割
合も95％以上であり，満足度も高い。
○両親教室は，事前アンケートで参加者の参加動機や聞き
たいことを把握し，教室当日の運営に反映させている。事
後のアンケートでは夫婦ともに不安傾向が軽減し満足度も
高い結果を得ている。

■泉区
○母親教室では，知識を求めての参加よりも交流を求めて
の参加が多く，妊婦間の顔の見える交流の助けとなってい
ます。今後も妊婦間の交流に重点を置き，妊娠から産後に
かけての孤立予防・育児の仲間作りにつなげていきます。
○両親教室は他機関での開催もあり，また参加者同士の交
流を多く希望していることから，区で開催する目的，内
容，時間配分を再度見直し検討していきます。

255

妊婦等が，妊娠･出産･育児について必要
な知識や技術を習得し，不安を軽減して
それらに主体的に取り組める姿勢を養う
とともに，地域の中での育児の仲間づく
りを促進するため，妊婦及びその配偶者
を対象に3～4回のコースで集団指導・グ
ループワークを実施する

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課
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256

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

257

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

258

電子メールによる
子育て情報発信

乳幼児健康診査，各種教室，子育てふれ
あいプラザ（のびすく）情報など，子育
て支援にかかる様々な情報について，
メールアドレスを登録した方に対して電
子メールにより発信する

○子育て情報のお知らせ利用者数:2,582人(平成29年3月現
在)【2,518人】

※【】はH27実績

○電子メールの配信により,子育て支援にかかる様々な情
報について,タイムリーに伝えることができた。

○平成27年度に比べ，利用者数も増加し，より多くの方に
子育て支援にかかる様々な情報を伝えることができまし
た。
○今後も,適宜必要な情報発信ができるよう,取り組んでい
きます。

子供未来局総務
課，各区家庭健
康課

259

地域子育て支援拠
点施設等における
利用者支援事業
★（再掲№341）

身近な地域の子育てふれあいプラザ（の
びすく）等の子育て中の親子が集まる場
所に相談員が出向き，保育サービスや子
育て支援事業に関するきめ細かな情報提
供や相談支援を行うとともに，地域の子
育て支援従事者等と連携を図ることによ
り，子育て家庭の状況に応じた適切な
サービス利用や支援につなげ，子育てに
対する不安や負担の軽減を図る

○実績なし ○なし ○平成29年度は，のびすく仙台およびのびすく泉中央にお
いてモデル事業の実施を行い，モデル事業での課題等を整
理したうえで，市内ののびすく全館に事業を展開できるよ
う努めます。

子供未来局総務
課

260

子育て何でも相
談・子育て何でも
メール相談

母親等からの子育てに関する悩みや不安
についての相談窓口として幅広い相談に
対応し，家庭での子育てを支援する
また，相談の内容により，必要に応じて
専門機関を紹介する

○子育て何でも電話相談：1,373件【1,238件】
○子育てに関する面接相談：12件，15回【8件，13回】
○子育てに関するメール相談：25件【17件】

※【】はH27実績

○子育て何でも電話相談の件数は，昨年度より増加してい
る。中でも，子どもの「気になる行動・癖」に関する相
談，相談者自身の「メンタル」に関する相談が，それぞれ
50件ほど増えた。電話相談員を対象とした研修を10回実施
し，相談員のスキルアップを図るとともに，相談者への助
言・問題点の整理・適切な専門機関紹介など，相談者に寄
り添った対応をすることができた。
○電話相談の時間帯に忙しい方からは，メールでの相談を
受けることができた。

○電話相談から，必要に応じて面接相談につなげたり，よ
り適切な機関を紹介したりすることにより，相談者の不安
や悩みの解消や軽減に寄与することができました。
○引き続き，相談員のスキルアップを目指し，相談の現状
に即した研修の充実を図ります。

子供相談支援セ
ンター

261

ヤングテレホン相
談・面接相談・
メール相談

青少年や保護者からの悩みや不安につい
て相談を受け，問題の整理や助言を行う
また，相談の内容により必要に応じて専
門機関を紹介するなど，青少年に関する
相談に幅広く対応する

○ヤングテレホン相談：616件【705件】
○青少年に関する面接相談：20件，26回【25件，71回】
○ヤングメール相談：12件【16件】

※【】はH27実績

○「ヤングテレホン相談」は，「性問題」「メンタル」に
関する頻回者の相談が減少し，全体的に件数が減少した。
○「学校生活」に関する相談の中でも，「不登校」に関す
る相談が，電話相談でも，面接相談でも多く見られた。必
要に応じ，専門機関の紹介を紹介したり，所属校への相談
を勧めたりすることができた。

○「仙台いのちの電話」への委託を含めた24時間365日体
制での電話相談，専任相談による面接相談により，「不登
校」や「人間関係」などの青少年の問題に対して，本人や
保護者に寄り添った対応ができたと考える。
○引き続き，相談員のスキルアップを目指し，相談の現状
に即した研修の充実を図る。

子供相談支援セ
ンター

262

家庭教育推進のた
めの講座事業（再
掲№396）

市政出前講座等の機会を通して，子ども
の成長や親の役割，青少年の抱える諸問
題等について，市民の方々にわかりやす
く説明することにより家庭教育の推進を
図る

○講座：9回実施，659人参加【7回実施，延べ451名参加】

・市政出前講座：1回実施，28人参加。
・子育て講座：就学前健康診断や入学説明会で来校する新
入学児童の保護者に対し，子育てについての講座を開催。
子供相談支援センターは8校（延べ631人）を担当。

※【】はH27実績

○就学前健康診断での講演依頼が多くあったが，身近な事
例など，具体例を盛り込むことにより，伝わりやすい内容
になるよう心掛けたところ，満足度が高く「非常に有意義
であった」との評価をいただいた。
○講座を開催することで，就学予定の児童の保護者や，受
講した団体の方々に，子ども・子育てに関する知識の普及
が図られた。

○市政出前講座，就学前健康診断での講座ともに，事前に
希望の内容を詳しく確認することにより，聴講者のニー
ズ，実態に合わせた講話ができたものと思われます。
○今後も，事前打ち合わせを密にして，参加者のニーズに
より応えられるようにしていきます。

子供相談支援セ
ンター

263

運営支援課

多胎児等を育てる保護者のための教室等の実施　⇒　整理番号126参照

事故予防対策の推進　⇒　整理番号184参照

保育所における食育推進事業　⇒　整理番号56参照
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時新規事業）

事業概要 [Ａ]平成28年度実績 [Ｂ]平成28年度実績の成果または効果 [Ｃ]平成28年度実績に対する評価および今後の取組について [Ｄ]担当課

265

幼稚園地域子育て
支援事業（再掲№
346，391）

地域の子育て支援機能の充実を目的と
し，子育てに関する相談や講演会等の実
施など，子育て支援事業を行う私立幼稚
園等に対して経費の一部を補助する

○実施園数:77園
・基本事業実施園:76園
・広場事業実施園:7園（うち基本事業実施園:6園）
○補助金交付額
・基本事業:7,591,817円
・広場事業:10,300,000円

○平成28年度より基本事業は2園，広場事業は1園が新たに
事業を実施し，子育て中の保護者が安心して子育てができ
る地域環境及び家庭環境の整備，並びに地域子育て支援機
能の充実が図られた。

○私立幼稚園等が実施する，地域子育て支援事業にかかる
経費に対し助成を行うことで，地域の子育て支援機能の充
実が図られました。
○平成29年度より内容の充実している広場事業を新たに2
園で開始しており，幼稚園による地域子育て支援機能のさ
らなる充実を目指していきます。

認定給付課

266

区役所等における
利用者支援事業
★
（再掲№347）

区役所に保育サービス相談員を配置し，
保育サービス等に関するきめ細かな情報
提供や相談支援を行い，保護者の希望や
家庭状況に応じた適切なサービス利用に
つなげる
また，保育所の地域子育て支援センター
等に出向いての相談対応や，地域の子育
て支援の従事者等との連携により，多様
化する保育ニーズに関する相談等の対応
を図る

○相談件数：8,523件【7,438件】
○訪問件数：147件【109件】
 
※【】はH27実績

○各区相談員2名体制となり，保護者のニーズに対する相
談支援や，よりきめ細やかな情報提供を実施し，保育サー
ビス利用へとつなげることができた。
○平成28年度より出張相談の実施を強化し，より多くの情
報提供・相談の機会を提供することで，保護者の支援に努
めた。

○保育サービス相談員による情報提供，相談支援の結果，
待機児童数の縮減につながったものと考えており，今後も
2人体制でのきめ細やかな情報提供の継続，出張相談の回
数増の検討も含めて，取組みを進めてまいります。

運営支援課，認
定給付課

267

幼稚園PTA家庭学
級開設補助（再掲
№348，401）

幼稚園児を持つ親等が，望ましい家庭教
育のあり方等について学習する機会を設
け，子どもの健全育成を図るため，幼稚
園のPTAが行う家庭学級の開設及び運営に
要する経費を助成する

○実施団体:69園
○補助金交付額:6,438,880円

○保護者が望ましい家庭教育のあり方等について学習する
機会を幅広く設けることができ，子どもの健全育成に資す
る一助となった。

○昨年度と比較すると実施団体が減少（△2団体）したた
め，今後はより一層の参加が図られるよう，制度の詳しい
周知に努めてまいります。

認定給付課

268

児童相談所保護
支援課

269

教育相談課

264

保育所等地域子育
て支援事業（再掲
№345，390，
405）

地域のすべての子育て家庭を対象に，子
育て親子の交流の場の提供や交流の促
進，子育てに関する相談，援助の実施な
どを行うとともに，保育士が直接家庭を
訪問して子育てに関する相談に応じるな
ど，子育て家庭への支援を充実する

○事業実施施設数
・地域子育て支援センター（公立保育所5か所，私立保育
所18か所，認定こども園1か所）
・地域子育て支援室（公立保育所5か所）
○子育て家庭の交流の場の提供
（親子のつどい・自由来所・行事の開放・体験保育等）
・参加者：107,948人【99,085人】
○子育てに関する相談・援助の実施
[育児相談]
総数16,837名
（電話637名　来所14,727名　その他1,473名）
【総数15,712名
（電話990名　来所13,483名　その他1,239名）】
○子育て及び子育て支援に関する講習などの実施（育児講
座・食事講座など）
・8,561名【7,032名】
○訪問型子育て支援事業実施（公立保育所6か所）
[育児相談]
・訪問数　907世帯【838世帯】
・相談件数（訪問・電話・健診等）2,891名【2,878名】

※【】はH27実績

○子育て支援センターが3か所増え，全体の利用者数が増
加した。
○乳幼児を持つ保護者が自由に交流できる『赤ちゃん広
場』や『親子のつどい』『体験保育』への参加は前年度に
比べて8,863名増加した。
○栄養士が講師を務める離乳食講座や，大学教授，保健師
等の専門家を招いて実施する育児講座への参加は8,000名
を超えている。各支援センターでニーズを汲んで講座内容
を企画したことで，大勢の参加へとつながった。
○訪問型子育て支援事業は訪問世帯，件数ともに増加。子
育てに関する身近な悩みや，子どもの発達についての相
談，近隣の子育て支援情報を知りたい等，相談内容は多岐
に渡っている。また，出産の前から保健師が関わっている
など深刻なケースについては，連携を取りながら支援を進
めることができた。

○地域子育て支援センターは，地域の親子にとっていつで
も遊びに行ける場所，気軽に相談できる場所として定着
し，利用者の増加につながっていると考えられます。子育
て仲間を作りたい，子どもと一緒に様々な活動を楽しみた
い，あるいは子育てについて学びたい等，利用者のニーズ
に合わせて今後も事業の企画，実施を行っていきます。
○様々な事情により，家庭にこもりがちであったり，情報
を得られずにいる保護者に対しては情報発信の仕方を工夫
してきました。今後も引き続き，新生児訪問や育児教室，
定期健診等で得られた情報を保健師と共有したり，民生委
員児童委員との関わりを深めるなど地域の関係機関との連
携を進め，支援センター来所へとつなげていけるようにし
ていきます。

運営支援課

親子こころの相談室運営　⇒　整理番号134参照

適応指導事業（「児遊の杜」「杜のひろば」の運営）　⇒　整理番号111参照
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271

家庭教育推進事業 子育て世代が育児や家庭生活について学
ぶことができたり，親子のふれあいを深
めたりすることをねらいとする事業を展
開する

○実施市民センター数：49館【53館】
○事業数：81事業(379コマ)【81事業（336コマ）】
○参加延べ人数：10,022人【10,002人】
○参加実人数：6,486人【6,165人】

※【】はH27実績

○子どもの発達段階に応じた子育てに関する講座等を開催
し，子育てについて学ぶ機会を提供することができた。ま
た，親子遊びやおはなし会等による親子のふれあいの機会
や，子育て中の親のリフレッシュを目的とした，親同士の
交流の機会も提供することができた。

○親同士や親子の交流，子育てについて学ぶことができる
事業を予定どおり実施することができました。
○事業に参加することによる仲間との交流や，地域におけ
る子育ての支援の充実を図るような事業を，今後も実施し
ていきます。

生涯学習支援セ
ンター

（62頁～）

272

男女共同参画課

273

男女共同参画課

274

子供未来局総務
課

○就学時健康診断等の機会を利用した「子育て講座」の実
施
・就学時健康診断等，全ての保護者が参加する場において
講座を実施することにより，子どもの成長に係る家庭教育
の重要性について保護者が考える機会を効果的に提供する
ことができた。
○「親子食育講座」の実施
・親子を対象とした，食に関する講話や調理実習を行う講
座の開催を通して，家庭での正しい食習慣づくりを促進す
ることができた。また，学校・家庭・地域が連携して事業
に取り組むことにより，子どもの食習慣づくりを地域全体
で支えるという意識の醸成につながった。さらに，学校を
通じた参加者の募集を行ったことが，保護者に向けた食育
啓発の一環となった。
○携帯電話・インターネット講座の実施
・中学生の保護者を対象とし，携帯電話やインターネット
の安全・安心な利用のための啓発を行うことができた。

○就学時健康診断等の機会を利用した「子育て講座」の実
施
・講座の参加者から，「子どもとの接し方を見直すいい機
会となった」と好評を得ました。
・実施は各小学校の判断となりますが，諸条件が折り合わ
ず，就学時健康診断の際に実施できない学校も多いため，
実施の機会を入学説明会等の他の機会にも拡充すること等
によって，実施校を増やしてきました。今後も各小学校の
実情にあった形での実施が可能になるよう，事業の改善を
図ることによって，さらに実施校を広げ，本事業を推進し
ていきます。
○「親子食育講座」の実施
・講座の参加者からは，「家庭でも取組みたい」「親子で
食について考える機会になった」などと好評を得ました。
・「早寝・早起き・朝食・あいさつ」など子どもの基本的
生活習慣を確立し，生活リズムを改善することを目的に，
実施希望団体を募って実施しています。本講座の実施方法
等について，適切な情報提供等を行うことによって，実施
団体の支援に努めるとともに，実施団体をさらに広げるた
め，PTAや社会学級が集まる色々な機会で講座のPRに努め
ます。
○携帯電話・インターネット講座の実施
・各中学校やPTAに対し呼びかけを行い，中学校の入学説
明会などの機会に講座を実施しました。意識の高まりによ
り昨年度は実施校数が増加しており，引き続き，各中学校
やPTAに対する講座開催の呼びかけやHPでの啓発を行って
いきます。

生涯学習課

基本施策②　　男女がともに担う子育ての推進

270

家庭教育の推進 家庭教育の重要性についての認識を促す
ため，子どもの基礎的資質や能力を形成
する上で必要な事項に関する講座の実施
や，栄養士等を講師とした食育に関する
講話や調理実習を行う講座，スマートホ
ン・インターネットの安全性についての
普及啓発などを実施する

○就学時健康診断等の機会を利用した「子育て講座」の実
施
・就学時健康診断や入学説明会の待ち時間を活用して，保
護者に対し，子育てについての講座を実施した。
　実施校：111校【110校】
　参加人数：8,382人【8,315人】
○「親子食育講座」の実施
・子どもの基本的生活習慣の確立と生活リズム改善を目的
として，小学校とその保護者を対象とし，栄養士等を講師
とした「食育」に関する講話と，調理実習を内容とする講
座を開催した。
　実施校：45校【46校】
　延べ参加人数：2,675人【3,165人】
○携帯電話・インターネット講座の実施
・インターネット上のいじめや有害情報へのアクセスなど
から子どもたちを守るため，新中学生の保護者向けにイン
ターネットの安心・安全利用についての啓発を行う講座の
開催や，HPの作成を行った。
　講座実施数45校【36校】

※【】はH27実績

女性の就業や就業の継続支援　⇒　整理番号246参照

男性の家事・育児への参画の促進　⇒　整理番号241参照

父親の子育て力支援事業　⇒　整理番号245参照
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（62頁～）

275

子供家庭支援課

276

児童手当支給 家庭等における生活の安定に寄与すると
ともに，次代の社会を担う児童の健やか
な成長に資することを目的とし，中学校
修了前の児童を養育し，仙台市内に住所
を有する者等に手当を支給する

○児童手当（特例給付）支給実績
・延べ児童数：1,528,105人【1,541,626人】
・受給者数：76,937人【77,960人】

※【】はH27実績
　（受給者数は平成29年3月時点）

○申請に基づき，法令等に則って適切な支給を行うことが
できた。

○様々なケースにおける申請について，その都度，根拠と
なる法令等の確認を行うことで，引き続き平等な手当の支
給が実施できるよう努めて参ります。

子供保健福祉課

277

特定不妊治療費助
成事業

不妊治療の経済的負担の軽減を図ること
を目的に，医療保険が適用されず，高額
の医療費がかかる配偶者間の特定の不妊
治療に要する費用の一部を助成する

○申請件数
・延べ件数:1,250件【1,417件】
・実件数：802件【892件】

※制度内容
1回の治療につき15万円（治療法C,Fについては7万5千円）
を助成額の上限とする。
※平成28年1月の制度改正により，初回の治療に限り30万
円を助成額の上限とし（治療法C,Fは除く），男性不妊治
療についても，15万円を上限に助成することとなった。
※【】はH27実績

○助成対象の拡充により,治療にかかる負担の一層の軽減
を図ることができた。

○助成対象の拡充により，多くの方の不妊治療にかかる負
担の軽減を図ることができました。
○引き続き，指定医療機関を通じた制度周知や，チラシや
ホームページ等の活用により,広報に努めます。

子供保健福祉課

278

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

279

病児・病後児保育
利用料金減免

就労している親の支援と経済的負担を軽
減するとともに，病児･病後児保育の利用
の拡大を図るため，生活保護受給世帯及
び市民税非課税世帯の利用料金を減免す
る

○減免実績：延べ154人
○減免額：308千円

○利用料金の減免を行うことにより，利用者の経済的負担
を軽減するとともに，病児・病後児保育の利用の拡大を図
ることができた。

○利用者の経済的負担を軽減することにより，病児・病後
児保育の利用の拡大を図ることができました。
○引き続き，利用料金の減免を行っていきます。

子供家庭支援課

280

子供保健福祉課

281

子供保健福祉課

282

子供保健福祉課

283

子ども医療費助成 子どもを持つ家庭の経済的負担を軽減
し，子どもの健康維持と福祉の増進を図
るため，子どもにかかる医療費のうち，
保険診療による自己負担分を助成する

○助成対象者数(月平均）：116,990人【118,040人】
・助成件数：1,439,887件【1,402,821件】
・助成金額：2,509,379千円【2,460,709千円】
※【】はH27実績

○対象者数は月平均約1,000人減。助成件数は約37,000件
の増。助成金額は約48,700千円の増加となった。助成件数
及び助成金額が増加していることから，子育て家庭の経済
的負担の軽減，子どもの健康維持・福祉の増進に寄与して
いると考えられる。

○子育て家庭の経済的負担の軽減，子どもの健康維持・福
祉の増進に寄与していると考えられます。
○平成29年10月から通院の対象が，中学校３年生までに拡
充となります。

子供保健福祉課

施策体系（６）　子育て家庭に対する支援の充実
基本施策①　　子育てに要する経済的負担の軽減

助産制度の運営　⇒　整理番号172参照

妊婦健康診査　⇒　整理番号174参照

未熟児養育医療給付　⇒　整理番号148参照

自立支援医療費（育成医療）支給　⇒　整理番号149参照

小児慢性特定疾病対策事業　⇒　整理番号150参照
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284

子供保健福祉課

285

児童扶養手当支給
（再掲№309）

ひとり親家庭における児童の養育者に対
し，児童扶養手当を支給することによ
り，当該家庭の生活の安定と自立の促進
に寄与し，児童の福祉の増進を図る

○児童扶養手当支給実績
・延児童数：144,298人【147,948人】
・受給者数：　7,901人【8,063人】

※受給者数は平成29年3月末時点
※【】はH27実績

○平成28年度においては，延べ児童数3,650人減，受給者
数162人減となった。
○申請に基づき，法令等に則って適切な支給を行うことが
できた。

○児童扶養手当を支給することにより，ひとり親家庭の生
活の安定と自立の促進に寄与することができました。
○様々なケースにおける申請について，その都度，根拠と
なる法令等の確認を行うことで，引き続き平等な手当の支
給が実施できるよう努めて参ります。

子供保健福祉課

286

母子・父子家庭医
療費助成（再掲№
310）

母子・父子家庭の経済的負担を軽減し，
福祉の増進を図るため，母子家庭の母と
児童，父子家庭の父と児童及び父母のな
い児童にかかる医療費のうち，保険診療
による自己負担額で1，000円(入院の場合
2，000円)を超える額を助成する

○助成対象者数(月平均）：14,454人【14,994人】
・助成件数：70,997件【67,101件】
・助成金額：193,900千円【184,500千円】

※【】はH27実績

○対象者数は月平均540人減。助成件数は約3,900件の増。
助成金額は約9,400千円の増加となった。対象者数は減少
しているものの，助成件数及び助成金額が増加しているこ
とから，母子父子家庭の子及び保護者の健康維持・福祉の
増進に寄与していると考えられる。

○母子・父子家庭の経済的負担を軽減し，福祉の増進に寄
与しており，今後も必要な家庭への継続的支援に努めてい
きます。

子供保健福祉課

287

母子・父子・寡婦
福祉貸付金（再掲
№311）

母子・父子家庭及び寡婦に対し，福祉資
金を低利子または無利子で貸し付けるこ
とにより，当該家庭の経済的自立の援助
と，生活の安定を図る

○母子福祉資金
　件数：142件【148件】
　金額：47,414千円【44,882千円】
○寡婦福祉資金
　件数：3件【4件】
　金額：1,510千円【2,310千円】
○父子福祉資金
　件数：3件【2件】
　金額：846千円【393千円】

※【】はH27実績

○申請に基づき，事務取扱要領等に則って適切な貸付を行
うことができた。

○事例が多様化する中で適切な対応を行うことができまし
た。
○円滑な貸付を行うため，複雑な事例への対応方法等につ
いて，各区における情報共有に努めてまいります。

子供家庭支援課

288

寡婦（寡夫）控除
みなし適用　★
（再掲№312）

税制上の寡婦・寡夫控除が適用されない
婚姻歴のない母子家庭・父子家庭につい
て，保育料や各種事業の利用料金の算定
にあたり，寡婦・寡夫控除を適用したも
のとみなして取り扱うことにより，経済
的負担の軽減を図る

○本市ＨＰの「ひとり親家庭支援」に「寡婦（夫）控除み
なし適用」の該当ページを公開。

○制度の概要，対象となる本市の事業およびみなし寡婦
（夫）控除の内容をホームページに掲載することで，制度
を周知することができた。

○制度を広く周知することができました。
○引き続き，制度についての周知に努めてまいります。

子供家庭支援課

289

認定給付課

290

所得状況に配慮し
た保育料等の設定

保育所，幼稚園，小規模保育事業，せん
だい保育室等における保育料等につい
て，世帯の所得状況に配慮した負担とな
るよう，国の定める基準額よりも低額に
設定すること等により，子育て中の世帯
の経済的な負担の軽減を図る

○保育施設等（保育所，新制度幼稚園，認定こども園，地
域型保育事業）については，利用者の所得水準に対応する
ため，国で定める所得に応じた保育料の階層区分をさらに
細分化した保育料の階層設定を行うとともに，保育料の国
徴収基準額と比較し，3割程度の軽減を図った。
加えて，国の幼児教育無償化推進にともない，平成28年度
より多子世帯やひとり親世帯，障害者世帯に対し利用者負
担額の軽減を拡大した。
○せんだい保育室等では，利用者の所得に応じ保育料の負
担軽減を図っており，平成28年度は年間56,942千円の助成
を行った。

○子育てに要する経費の負担を軽減することで，子育て世
帯の経済的な負担の軽減を図ることができた。

○国基準よりも低額の保育料とすることで，子育て世帯の
経済的負担の軽減に努めました。今後も国の動向に注視し
ながら，継続して負担軽減を実施していきます。

認定給付課

特別児童扶養手当支給　⇒　整理番号153参照

幼稚園就園奨励費補助金助成　⇒　整理番号83参照
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291

家庭ごみ等ごみ処
理手数料減免

満１歳までの新生児の養育者に対して，
家庭ごみ指定袋(中サイズ）を50枚配付す
ることにより育児支援を行う

○申請に基づき，8,575人の新生児の養育者に対して，指
定ごみ袋を配布した。
・支給人数（支給対象者に対する割合）
8,575人（92.1％）　【9,021人（92.0％）】

※【】はＨ27実績

○指定ごみ袋を配付することによって，ごみ排出に伴う経
済的負担の軽減に貢献することができた。

○支給対象者のうち約92%にあたる8,575人へ指定ごみ袋を
配付することで，育児支援に貢献することができました。
○各区家庭健康課等と連携しながら制度の周知を行うとと
もに，支給率の向上に努めます。

家庭ごみ減量課

292

就学援助 経済的理由により就学が困難な小・中・
中等教育（前期課程）学校児童生徒の保
護者に対し，給食費や学用品費等を援助
する

○仙台市立小・中学校に就学する要保護児童生徒及び準要
保護児童生徒受給者数
・小学校：5,810人（全児童数に対する割合：11.1％）
・中学校：3,567人（全生徒数に対する割合：13.5％）
○うち被災児童生徒への就学援助
・小学校：104人
・中学校：60人

○経済的理由により，就学が困難な世帯における保護者の
負担を軽減することができた。

○経済的理由により，就学が困難な世帯における保護者の
負担軽減につながったと考えています。
○今後も，引き続き保護者への周知徹底，他自治体との情
報交換などにより，適切な制度運用を図ってまいります。

学事課

（64頁～）

293

仙台市配偶者暴力
相談支援センター
事業

「女性への暴力相談電話」，各区保健福
祉センター「子供家庭総合相談」及びエ
ル・ソーラ仙台「女性相談」において，
配偶者等からの暴力の相談に応じ，問題
の解決に役立つ情報提供や助言を行う
緊急時には，安全確保の相談に応じ，保
護命令制度について，情報提供や利用支
援を行う
また，その後の生活について，各種行政
サービスや福祉制度の利用支援，就業や
自立に向けた支援を行う

○仙台市配偶者暴力相談支援センター事業の実施
・ＤＶ等相談件数(来所・電話・その他)：2,355件【2,481
件】
・心理カウンセリング：延べ33件【42件】
○ＤＶ被害の防止啓発事業の実施
・デートＤＶ防止啓発リーフレット作成・配布：約12,000
部【約20,300部】
・ＤＶ防止啓発リーフレット作成・配布：約5,700部【約
13,600部】
・フリーペーパーへの広告掲出：2回【3回】
・仙台市地下鉄中吊り広告：11月実施【11月実施】
○市職員を対象に「ＤＶ被害者の情報の保護に関する研
修」を実施：2回，計46課・48名参加【2回，計39課・41名
参加】

※【】はH27実績

○ＤＶ被害者からの相談等に対し，問題の解決と自立に向
けた支援を行った。
○ＤＶ被害者支援に関する相談窓口の周知を図ることがで
きた。
○市の関連業務の担当職員に対し，ＤＶ被害者の情報を保
護するための意識啓発を行うことができた。

○県内には他に1箇所しかない配偶者暴力相談支援セン
ター(※)の機能を担うことにより，市民にとって最も身近
な窓口として被害者支援を行うことができました。
○引き続き，関係機関との連携を図りながら，被害者に寄
り添った支援に努めます。

※配偶者暴力相談支援センター
ＤＶ防止法に基づき，被害者からの相談，医学的・心理学
的な指導，緊急時における安全確保，就労・住居・保護施
設の利用等に関する情報提供その他の援助を行います。

男女共同参画
課，子供家庭支
援課，各区家庭
健康課

294

低所得世帯の子ど
ものための学習サ
ポート事業　★

低所得世帯の子どもを対象に，家庭学習
支援を含めた生活支援や，居場所づくり
等を行うことにより，子どもが自立心を
持って自らの生活や進路を考える力を育
み，対象家庭の生活の安定を図る

○全5区，市内20か所に教室を開設し，生活保護及び児童
扶養手当全額受給世帯の中学生を対象に，週2回eラーニン
グや生徒の持込み教材を使用した学習支援を行った。
○対象世帯の保護者に対し，面談や定期的な連絡相談を行
うなど家庭生活への支援も併せて行った。

○平成28年度は，331名の中学生が事業に参加し，一定の
基礎学力の向上が見られた。
○参加者アンケートの結果，生徒からは「勉強することが
楽しいと感じるようになった」「高校に進学したいという
気持ちが高まった」，保護者からは「親子の関係がよく
なった」等肯定的な回答が多く，参加者にとってよい効果
があったと考えられる。

○参加した生徒の学力向上が見られたほか，放課後の居場
所としての役割を果たすことができました。
○対象世帯へ事業周知を継続し，参加者の拡大を図ってい
きます。

保護自立支援
課，子供家庭支
援課

295

障害者支援課，
各発達相談支援
センター

296

障害者支援課

297

障害者支援課

298

障害者支援課

基本施策②　　ひとり親家庭やＤＶ被害者等，支援が必要な家庭への対応の強化

障害児通園施設運営　⇒　整理番号136参照

障害者家族支援等推進事業　⇒　整理番号138参照

放課後等デイサービス事業　⇒　整理番号139参照

難病サポートセンター事業　★　⇒　整理番号141参照
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299

各発達相談支援
センター

300

子供家庭支援課

301

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

302

子供家庭支援
課，各区家庭健
康課

303

子供保健福祉課

304

子供未来局総務
課

305

ひとり親家庭等日
常生活支援事業

母子家庭，父子家庭及び寡婦が，自立を
図るための修学等もしくは疾病等により
一時的に生活援助や保育サービスが必要
な場合，または，生活環境の激変により
日常生活を営むのに支障が生じた場合
に，家庭生活支援員を利用者の居宅に派
遣し，日常生活支援を行うことにより，
対象家庭等の生活の安定を図る

○派遣先実件数　27件
○利用延べ時間数　882時間

○ひとり親家庭等の生活の安定のために，家庭生活支援員
の派遣を実施することができた。

○ひとり親家庭等の生活の安定のために，家庭生活支援員
の派遣を実施することができました。
○今後とも,ひとり親家庭等の生活の安定のために,家庭生
活支援員の派遣を行います。

子供家庭支援課

306

仙台市ひとり親家
庭相談支援セン
ター事業

仙台市母子家庭相談支援センター及び仙
台市父子家庭相談支援センターを開設
し，個別の家庭状況・就業適性・就業経
験等に応じた就業相談，生活相談及び情
報提供を行う

○就業相談
・就業相談件数：481件【507件】
・就業実績：36人【38人】
○就業支援講習会等
・130人受講【113人】
○特別相談
・日間実施18日間【18日間】
・相談件数：137件【121件】

※【】はH27実績

○ひとり親家庭等の生活の安定と向上のために，自立を促
進するための施策を総合的かつ計画的に展開することがで
きた。

○個別の家庭状況・就業適性・就業経験等に応じた施策を
展開することができました。
○今後とも，ひとり親家庭等の生活の安定と向上のため
に，職員の資質向上を図りながら，専門機関との連携のあ
り方を検討するとともに，子育て・生活支援や就業支援等
の支援メニューを組み合わせた自立支援プログラムを策定
し，支援及びアフターケアを行います。

子供家庭支援課

307

ひとり親家庭自立
支援教育訓練給付
金事業

ひとり親家庭の父または母の主体的な能
力開発の取組を支援するため，教育訓練
講座を受講するひとり親家庭の父または
母に対し，自立支援教育訓練給付金を支
給することにより，ひとり親家庭の自立
の促進を図る

○講座指定申請件数　6件
○訓練費支給件数　3件

○申請に基づき，ひとり親家庭の自立の促進を図るための
適切な支給を行うことができた。

○ひとり親家庭の自立の促進を図るための適切な支給を行
うことができました。
○引続き，制度の周知等を行い，ひとり親家庭の自立の促
進を図ります。

子供家庭支援課

308

ひとり親家庭高等
職業訓練促進給付
金等事業

ひとり親家庭の父または母の就職の際に
有利であり，かつ生活の安定に資する資
格取得を促進するため，当該資格に係る
養成訓練の受講期間のうち一定期間につ
いて，高等職業訓練促進給付金を支給す
るとともに，職業訓練修了支援給付金を
修了後に支給することにより，資格取得
を容易にし，生活の負担軽減を図る

○支給実績
・高等職業訓練促進給付金　33人
・修了支援給付金　10人

○ひとり親の就職に有利な資格を取得するための支給を行
うことができた。
○支給期間の上限を2年から3年に延長したことにより,支
給終了予定であった受給者の生活の負担を軽減できた。
○対象資格を18種から21種に拡大し，新たに対象となった
資格の申請が2件あった。

○ひとり親家庭の生活の負担軽減を図ることができまし
た。
○引続き，制度の周知等を行い，ひとり親家庭の生活の負
担軽減を図ります。

子供家庭支援課

発達相談支援センター運営　⇒　整理番号145参照

母子生活支援施設緊急一時保護事業　⇒　整理番号164参照

健診後のフォローの充実　⇒　整理番号121参照

子供家庭総合相談事業　⇒　整理番号122参照

小児慢性特定疾病児童とその家族への支援　★　⇒　整理番号151参照

発達が気になる子どもの相談の場の充実　⇒　整理番号152参照
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309

子供保健福祉課

310

子供保健福祉課

311

子供家庭支援課

312

子供家庭支援課

（65頁～）

313

社会課

314

交通政策課

315

交通バリアフリー
特定事業

「仙台市交通局バリアフリー特定事業計
画」に基づき，妊産婦やベビーカー使用
の方に安心してバス・地下鉄をご利用い
ただけるよう，バス・地下鉄車両内優先
席へのマタニティマークの掲示，同車両
内へのベビーカーマークの掲示，ポス
ターの活用により，当該利用者への配慮
と理解を求め，より利用しやすい環境づ
くりを進める
また，心のバリアフリー化事業として，
職員の接遇向上や介助法研修等による職
員教育の充実を図る

○引き続きベビーチェア等の設備維持や，マタニティー
マークの掲出を行うとともに，職員に対する接遇研修等を
実施することにより職員教育の充実を図った。
○心のバリアフリー化事業の一環として，車内での譲り合
いに関するマナーポスターを車内に掲示し，利用者に対す
るマナー啓発を行った。

○ベビーチェア等の施設について適切に維持管理すること
により，子育て中のお客様を含め皆様に安心して利用いた
だいている。また，車内へのベビーカーマークやマタニ
ティーマークを継続的に表示することで，着実にマナー
アップが図られている。

○子育て中のお客様に対するバリアフリーの推進に向け，
適切に施設の維持管理がなされており，また，計画に基づ
く接遇研修等も継続的に実施していることから評価できる
ものと考えており，今後も継続して実施していく予定で
す。

交通局営業課

（66頁～）

316

男女共同参画課

317

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

318

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

319

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

320

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

児童扶養手当支給　⇒　整理番号285参照

母子・父子家庭医療費助成　⇒　整理番号286参照

母子・父子・寡婦福祉貸付金　⇒　整理番号287参照

寡婦（寡夫）控除みなし適用　★　⇒　整理番号288参照

基本施策③　　子育てバリアフリーの推進

ひとにやさしいまちづくり　⇒　整理番号6参照

仙台市バリアフリー基本構想策定事業　⇒　整理番号8参照

基本施策④　　児童虐待防止対策の充実（再掲）

性暴力等の根絶に向けた取組　⇒　整理番号116参照

妊娠の届出と母子健康手帳の交付　⇒　整理番号117参照

新生児等訪問指導（エジンバラ産後うつ病質問票の全数実施）　⇒　整理番号118参照

乳幼児健康診査　⇒　整理番号23参照

乳幼児健康診査未受診者対策　★　⇒　整理番号120参照
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321

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

322

子供家庭支援
課，各区家庭健
康課

323

子供保健福祉課

324

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

325

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

326

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

327

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

328

子供家庭支援課

329

子供家庭支援課

330

子供家庭支援課

331

子供家庭支援
課，各区家庭健
康課

332

子供家庭支援
課，児童相談所
相談指導課，各
区家庭健康課

333

児童相談所相談
指導課

334

児童相談所保護
支援課

健診後のフォローの充実　⇒　整理番号121参照

子供家庭総合相談事業　⇒　整理番号122参照

妊娠等に関する相談事業（せんだい妊娠ほっとライン）　★　⇒　整理番号123参照

育児ヘルプ家庭訪問事業　⇒　整理番号124参照

女性のための健康支援教室　⇒　整理番号125参照

多胎児等を育てる保護者のための教室等の実施　⇒　整理番号126参照

保健師等母子保健従事者の職員研修の充実　⇒　整理番号127参照

児童虐待防止推進員　⇒　整理番号128参照

児童虐待予防に向けた関係機関との連携推進　⇒　整理番号129参照

児童虐待に係る医療ネットワーク事業　★　⇒　整理番号130参照

児童虐待に係る関係機関との連携強化（医療機関との連携強化）　★　⇒　整理番号131参照

児童虐待対策(親子統合プログラムの策定）　⇒　整理番号132参照

児童虐待に係る児童相談所の機能強化　⇒　整理番号133参照

親子こころの相談室運営　⇒　整理番号134参照
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335

交流企画課

336

小地域福祉ネット
ワーク等推進事業

地区社会福祉協議会が実施する小地域福
祉ネットワーク活動の中で，子育て家庭
等が，住み慣れた地域で安心して自立し
た生活が送れるよう，民生委員児童委員
やボランティア団体等との連携による子
育てサロン等の活動を推進する

○地区社会福祉協議会が実施する下記事業を推進した。
・小地域福祉ネットワーク活動推進事業
　全104地区社会福祉協議会で実施
　（見守り，日常生活支援活動，サロン活動）
　※子育てサロン実施地区28／104
○小地域福祉ネットワーク活動研修会
・市社会福祉協議会各区事務所で実施（計5回）
○区地域福祉活動リーダー研修会
・市社会福祉協議会各区事務所で実施（計5回）

○子育てサロンとしては28地区社会福祉協議会が30か所で
実施したが，その他に世代間交流を目的にしたサロンも地
域では開催されており，子育て世帯や子どもたちが同世代
同士の交流だけでなく，多様な世代と交流ができる場も提
供された。
○孤立しがちな子育て中の親同士が「子育てサロン」を通
して交流することにより，育児不安の解消や助け合える子
育ての仲間づくり等につながった。

○様々な地域団体との連携・協力により，身近な地域で集
う場，交流する機会を提供し，地域ネットワークの構築に
つなげることができました。
○今後も対象者別である子育てサロンに加え，障害や年齢
に関係なく多様な参加者が集まる集いの場の開催も推進し
ていきたいと考えます。

社会課

337

全市的な子育て支
援ネットワークの
構築

支援者相互の結びつきを強め，支援者情
報の共有化を図るため，子育て支援活動
に携わる関係者が定期的に集まって情報
交換や意見交換を行うなど，子育て支援
の全市的なネットワークの構築に取り組
む

○子育て支援者が集まり,互いの活動内容等に触れながら,
直接顔を見て話し合える「交流会」を実施した。
○仙台市内の子育て情報を提供するインターネット上の
ポータルサイト「せんだい杜の子育てナビ」の運用を継続
して行った。

○「交流会」ではワールドカフェ形式での意見交換を実施
し,子育て支援者同士がお互いの活動の理解を深めるとと
もに,支援者のモチベーションのアップにつながった。
○「せんだい杜の子育てナビ」では,母親目線でのブログ
形式の情報提供により，身近な子育て情報を提供すること
ができた。

※ワールドカフェ形式
メンバーの組み合わせを変えながら,4～5人単位のグルー
プで話し合いを続けることにより,参加者全員が話し合っ
ているような効果が得られる話し合いの技法。

○支援者同士が顔の見える関係づくりに重点をおいて交流
会を開催することで，支援者同士の関係づくりができ，支
援者のモチベーションアップにつながりました。
○さらなるネットワークの強化を図るため，平成29年度も
継続して交流会を実施します。
○「せんだい杜の子育てナビ」については,母親目線での
ブログ形式の情報提供により，身近な子育て情報を提供す
ることができました。
○引き続き母親目線での身近な子育て情報を提供できるよ
う努めます。

子供未来局総務
課，各区家庭健
康課

地域での子育て支
援団体に対する活
動支援（再掲№
392）

地域における子育て支援活動の活性化に
より，孤立して育児を行う母親を減ら
し，子育て環境の向上を図るため，育児
サークルや子育てサロン，託児ボラン
ティアなどの地域における子育て支援活
動の活性化を図るとともに，地域での
ネットワーク活動を推進し，研修や交流
会を開催するほか，子育て支援活動団体
の登録による広報等の支援を行う

■子供未来局総務課
○子育て支援活動団体登録数
・平成28年度末実績156団体【平成27年度末実績159団体】

■子供未来局総務課
○育児サークル及び子育てサロン，託児ボランティア，さ
まざまな子育て支援団体を登録し，本市のホームページで
詳細を公表することなどにより，活動の活性化につなげて
いる。

■子供未来局総務課
○登録団体数としては，ほぼ横ばいで推移しています。
○引き続き，本市のホームページなどで本制度について広
報し，登録団体数の増加に努めます。

■青葉区
○地域育児支援関係者連絡会議
・10地区22回実施
・延べ関係機関参加者数　249人
○育児支援情報提供
・青葉区育児サークル・子育てサロン登録名簿の窓口配布
やホームページへの掲載。
○子育てサロン等での健康教育・健康相談
・22か所　41回
・延べ参加者数　1,092人

■青葉区
○地域育児支援関係者連絡会議は，地区により活動内容は
異なり，地域の情報交換やイベントの打ち合わせ等，それ
ぞれの地域の実情に合わせた取り組みをしており，地域の
子育て支援の意識の高まりや，顔の見える関係づくりに効
果があった。
○地域育児支援関係者連絡会議により，関係者が定例的に
会議を開催する土台ができていることから，新たな取り組
みに繋がりやすくなっている。
○子育てサロンでの健康教育・健康相談に参加すること
は，地域の母子を取り巻く環境や情報の共有に有効であ
り，連携の一助となっている。

■青葉区
○地域に出向き関係者と顔を合わせて情報共有すること
が，虐待予防や子どもの生活環境の整備につながってお
り，今後とも継続して実施していきます。
○子育てサロンや子育て支援機関との連携に努め，地域の
課題やニーズを探りながら健康教育・健康相談を実施して
いきます。

施策体系（１）　地域の子育て支援力の充実
基本施策①　　多様な担い手による子育て支援の地域ネットワークの構築と豊かな地域社会の形成

（68頁～）

外国につながる子ども支援事業　★　⇒　整理番号68参照

338-1

子供未来局総務
課，各区家庭健
康課，各総合支
所保健福祉課
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地域での子育て支
援団体に対する活
動支援（再掲№
392）

地域における子育て支援活動の活性化に
より，孤立して育児を行う母親を減ら
し，子育て環境の向上を図るため，育児
サークルや子育てサロン，託児ボラン
ティアなどの地域における子育て支援活
動の活性化を図るとともに，地域での
ネットワーク活動を推進し，研修や交流
会を開催するほか，子育て支援活動団体
の登録による広報等の支援を行う

■若林区
○わかばやし子育て情報ブック『わっぴー』
・子育てマップ作成委員会を開催。利用者が見やすくなる
ように，レイアウトを見直した。また，保育所の施設の新
設・移転・廃止等，最新情報を反映した。評価委員会での
助言をふまえ，障害児サロンここあの会の記事を掲載し
た。東部道路東側エリアの最新情報の提供と防災を兼ね
マップに避難ビル・タワーをマッピングした。
・5,500部作成，配布。
○輪っ！かばやし子育て応援団活動
・子育てイベント（親子ふれあいひろば・ウェルカムto若
林）を開催。実施回数2回。参加親子95組。
・育児サロンを開催。実施回数12か所。述49回。
・地域子育て支援者研修会を開催。実施回数2回。参加53
人。
・子育て情報「WA！つうしん」を年3回発行。発行枚数各
2,200枚。
○七郷地区子育て交流会
・子育て支援関係者の交流会　計4回（実15団体，延べ60
名参加）・地域の保護者向けイベント　計2回　参加計9組

■若林区
○わかばやし子育て情報ブック『わっぴー』
・地下鉄東西線の開業による転入者増加を見越し，28年度
から従来より500部多い，5500部作成した。新生児訪問時
や転入者への窓口配布を実施し，子育て中の親子が地域の
子育て情報が得られることで，身近な場所で地域の子育て
支援者と交流が持てるよう，親子の孤立化を防止を図っ
た。また，子育て支援関係機関に配布し，活用を推進し
た。
○輪っ！かばやし子育て応援団活動
・区民・子育て関係機関・行政が協働して子育て支援活動
に取り組むことで，子育て中の親子が身近な場所で地域の
子育て支援者と交流が持てる場になっており，子育ての孤
立防止と楽しく安定した子育てに効果がある。
○七郷地区子育て交流会
子育て支援関係者の情報交換も盛んであり，横のつながり
はできている。各団体でのイベント開催も活発に行われて
いる。イベント参加者も既に各団体のイベントに参加して
いる方で，転入者も各団体のいずれかにはつながっている
様子がうかがえた。

■若林区
○わかばやし子育て情報ブック『わっぴー』
・作成部数や，配布方法は昨年同様で若林区の変化（地下
鉄沿線や被災地域の復興等）を盛り込みます。
○輪っ！かばやし子育て応援団活動
・楽しく安心して子育てできる地域づくりを目指して，区
民・子育て関係機関・行政が協働し，子育てイベントや育
児サロンを開催します。
○七郷地区子育て交流会
七郷地区での交流会を3年実施し，子育て支援関係者同士
のつながりは醸成されました。
また，既存の子育て支援団体でも活発にイベントが開催さ
れ，転入者含め複数から選べる状況となっています。
今後は区内他地域でのニースを把握し，子育て支援交流会
の開催を模索していきます。

338-2

■宮城総合支所
○宮城地区子育て支援プロジェクト
・自主グループ（チームai子）による活動
　開催回数：12回　メンバー：10名
　参加者数：延べ親子237組
・自主グループ（こみゅ～んひろば）による活動
　イベント開催回数：1回　参加者数：親子23組　67名
　打合せ回数：9回　参加者数：延126名
○宮城地区子育て支援ネットワーク会議の開催
　開催回数：3回　参加者数：延88名
○宮城県助産師会とのじょさんしフェスタinみやぎ2016の
共催
　参加者数：243名
○子育て支援機関・団体等の情報発信
・おさんぽマップを更新し，窓口等で配布（1,300部作
成）
・地区まつりでのパネル展示（管内子育て支援機関の紹
介）約150組来所
○児童館や子育て支援センター等における健康教育・健康
相談：7箇所13回実施，延118組242名参加

■宮城総合支所
○宮城地区子育て支援プロジェクト
チームai子は昨年度同様，月1回活動し，母親同士の繋が
りや子育て支援機関と母親が繋がることで，孤立化を予防
することができた。また，昨年度結成した「こみゅ～んひ
ろば」では，地域の多世代・多職種のメンバーで活動する
ことで，子育てに関する地域力を向上することができた。
○宮城地区子育て支援ネットワーク会議は，一堂に会する
ことで顔の見える関係を構築し，各機関が相互理解を深め
る機会となった。さらに，子育て支援に関する事業の協働
実施や個別支援の連携等につながった。
○マップは，地域の社会資源を利用するきっかけづくりと
して，乳幼児がいる転入者や初めて育児をする保護者を中
心に活用された。また，地域の子育て支援機関や育児サー
クルと連携し，地域の子育て中の親子に情報提供ができ
た。
○地区まつりの中でパネル展示を行うことで，多くの親子
に子育て支援機関の情報提供ができた。
○地域に出向いて健康教育・健康相談を行うことで，地域
の現状を把握するとともに，子育て機関との課題や情報の
共有ができた。

■宮城総合支所
○宮城地区子育て支援プロジェクト
さらなる地域の子育て力の向上に向け，市民の意見を尊重
しながら，市民協働による活動を継続していきます。
○宮城地区子育て支援ネットワーク会議には「情報を共有
する場」としての役割を期待されていることから，地域の
実情に合わせた運営を図ります。
○子育て支援機関や団体と連携を取りながら，内容を検討
し，今後も継続して情報発信を行います。
○今後も支援機関からの依頼に応じて地域の課題に沿った
内容の健康教育・健康相談を行います。

子供未来局総務
課，運営支援
課，各区家庭健
康課

■宮城野区
○宮城野区児童虐待防止ネットワーク会議（5ブロック）
109機関，159人
○宮城野区子育て支援者交流会（1回）38人
○育児サークル交流会（1回）11人
○超低出生体重児の親の会（１回）実行委員会（2回）参
加延べ数：母20人，児17人
○赤ちゃん広場の開催（高砂）（12回）親子131組
○被災者支援
・「ウエルカムひろば」企画会議（7回）ひろば（2回）
親子37組
○宮城野区遊び場情報を提供，窓口等配布,情報コーナー
展示,ホームページに掲載
○関係機関が主催する子育て支援に協力
・地域はっぴい子育てプロジェクト（みやぎの区民協議会
子育て支援部会）：部会11回,10団体参加
ママらいふ手帳配布（2,500部），あったかフェスタin
鶴ヶ谷：親子53組，ママらいふ講座：11組，
・岩切子育て支援ネットワーク会議（7回）16団体
「岩切わいわい広場」：親子50組，「岩切・食育講座」：
親子10組，「岩切コミュニティまつり」参加250人
「曲りねぎフェスタinいわきり」：調理：子ども18人，
フェスタ：子ども18人・大人18人，計36人

■宮城野区
○「児童虐待防止ネットワーク会議」では，子育て支援機
関と虐待防止に関する情報の共有と意見交換を行うことが
できた。
○今年度の子育て支援交流会は，共催であるのびすく宮城
野との協議を重視し，テーマや進め方を検討したことで，
講話内容がより実践に結びつきやすいものとなった。ま
た，サロン等の団体にとっては肯定感を得られるような助
言もあり，支援者支援に繋げることができた。さらに，親
支援に対する気づきだけでなく，支援者同士の連携の大切
さを実感し，エンパワメントされている状況が見られた。
○転入者が多い地域で，ウエルカムイベントを行い，育児
不安の解消と孤立防止を図ることができた。
○今年度のはっぴぃプロジェクトは，鶴ヶ谷地区を対象に
鶴ヶ谷市民センターで開催したことで，地域の関係機関同
士が顔合せするきっかけとなった。

■宮城野区
○「児童虐待防止ネットワーク会議」や，「子育て支援者
交流会」の中で情報交換だけでなく,研修を取り入れる等
の支援者支援を行い，関係機関同士の連携強化を図りまし
た。今後も継続していきます。
○今後も地域の子育て支援機関主催の様々な講座やイベン
トに積極的に参加し，子育て情報の発信と地域活動活性化
の支援を行うとともに，関係機関との連携強化に努めま
す。
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地域での子育て支
援団体に対する活
動支援（再掲№
392）

地域における子育て支援活動の活性化に
より，孤立して育児を行う母親を減ら
し，子育て環境の向上を図るため，育児
サークルや子育てサロン，託児ボラン
ティアなどの地域における子育て支援活
動の活性化を図るとともに，地域での
ネットワーク活動を推進し，研修や交流
会を開催するほか，子育て支援活動団体
の登録による広報等の支援を行う

■太白区
○地域の育児サークル・子育てサロンの団体登録を促し,
登録団体に対して子育て情報の提供を行いました。
○太白区育児サークル応援隊「たい子さん」と協働で,子
育てしやすい地域づくりを目指し,地域の育児サークルを
支援した。具体の活動の一例では,育児サークルマップを
作成し,幼児健康診査会場に掲示しました。
○区内子育て関係機関とのネットワークの一環として,子
育て支援関係機関を対象とした研修会を開催しました。
○太白区中央市民センター主催の「太白区子育て支援ネッ
トワーク」の企画会議等に参加し市民センターや児童館と
共催で子育て支援イベントを実施した。

■太白区
○「たい子さん」の活動を支援することで,太白区内の育
児サークルの活性化と子育て中の母親への情報発信を行う
ことができた。
○区内の子育て支援関係機関のネットワークに参加するこ
とで,関係者同士が顔が見える関係づくりを進めることが
できた。
○子育て支援の関係者を対象に研修会を開催することで，
共通の認識を持つことができた。

■太白区
○地域での子育て支援団体に対する活動支援については一
定の効果が認められているため，今後も,「たい子さん」
とともに,区内の子育てサークルの活性化に努めます。
○「太白区子育て支援ネットワーク」により,地域の関係
機関との連携を密にし,地域の子育て力の向上を図りま
す。

■秋保総合支所
○地域の育児サークルは1団体。チラシを，窓口設置，庁
舎内掲示，健診時に配布するなどでの広報，他機関の子育
て支援情報を提供，必要時相談にのるなど，活動継続のた
めの後方支援を行った。

■秋保総合支所
○平成3年より続く歴史のある育児サークルで，地域の貴
重な子育て支援団体として，育児不安の軽減や孤立防止に
つながる活動を継続して行うことができた。

■秋保総合支所
○少子高齢化が著しい地域で，かつ就労する母親が増加傾
向にあるなどサークル参加者も減少傾向のため，活動の活
性化を目指し支援していきます。

■泉区
○子育て支援関係機関連絡会
・児童館，保育所，小学校，主任児童委員などの子育て関
係機関に属する担当者を対象とし，講演会と担当地区ごと
のグループワークを実施した。
　実施回数　2回　　参加者59団体　延べ144人
○地域子育て交流会
・地域子育て交流会：参加団体間の交流
　実施回数　2回　参加10団体，延べ30人
・いずみおやこフェスティバル：区民の親子対象のイベン
ト
　実施回数　1回　参加者　580人（大人308人　子供272
人）
○育児グループ育成支援
・年度初めに登録団体の継続更新を確認，市政だよりや市
のホームページなどで団体の活動を紹介した。育児サーク
ル代表者会議を年1回実施した。

■泉区
○子育て支援関係機関連絡会
・地域における虐待予防をテーマに，講話，事例検討，ま
た担当者同士の交流からそれぞれの役割を考えていく機会
となった。
○地域子育て交流会
・交流会は，年度初めにワールドカフェ形式をとりいれた
ことで早くに団体関係者間で交流ができた。
・おやこフェスティバルは，参加登録メンバーによる5周
年記念イベントが好評であった。周知にイメージキャラク
ターを活用したり，「ママ企画」として現役の母たちが活
躍できる企画を持つなど活動が広がった。
○育児グループ育成支援
・今年度，新規登録団体は3団体（サークル1，サロン2）
人数が減少したため活動休止が2団体あった。育児サーク
ルでは他グループと交流する等が見られた。

■泉区
○子育て支援関係機関連絡会
・参加者から担当地域ごとによるグループワーク（交流）
の必要性を聞くので継続して連絡会を行います。例年，教
育機関の参加が少ないことや，新しい関係機関の参加を促
すため，関心を持てるような内容，周知等検討していきま
す。
○地域子育て交流会
・「子育て応援倶楽部いずみん」への参加団体の拡大と，
子育て世代の親たちのニーズにあった活動が展開できるよ
う現役の母たちの参加を促していきます。また既参加団体
の交流を深め互いの活動の充実を図ります。
○育児グループ育成支援
・団体の活動状況を定期的に把握し，また子育て交流会な
どの情報提供を行い連動した関わりをしていきます。
　

339

子供未来局総務
課

340

子供未来局総務
課

341

子供未来局総務
課

342

子供未来局総務
課

343

地域での子育て支
援における担い手
の確保　★（再掲
№393）

児童館等での乳幼児親子への子育て支援
など，地域での子育て支援において，育
児経験等の豊かな地域の人材を活用し，
支援者を確保するとともに，その資質向
上に取り組む

○児童館を活動の拠点とする，地域の児童健全育成に関心
のある住民で構成される地域子育て支援クラブの運営に要
する経費の一部助成や，地域の子育てサークル等関連団体
と連携し，情報交換会や各種行事等を実施した。

○子育て支援における地域の人材の新たな交流を生み出
し，地域の豊かな子育て環境づくりが図られた。

○世代を超えた交流により活動の幅が広がっています。今
後も各種取り組みについてPRし，支援者の輪を広げていき
ます。

子供未来局総務
課，児童クラブ
事業推進室

338-3

子供未来局総務
課，運営支援
課，各区家庭健
康課

企業等による子育て支援活動促進事業　⇒　整理番号244参照

子育てふれあいプラザ（のびすく）運営事業　⇒　整理番号249参照

地域子育て支援拠点施設等における利用者支援事業　★　⇒　整理番号259参照

仙台すくすくサポート事業　⇒　整理番号203参照
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344

児童クラブ事業
推進室

345

運営支援課

346

認定給付課

347

運営支援課，認
定給付課

348

認定給付課

区民協働まちづく
り事業

地域における市民と行政との協働による
まちづくりの推進及び地域からの行政需
要への的確かつ柔軟な対応を図る

■青葉区
該当なし。

■宮城野区
〇地域はっぴぃ子育て支援事業
・平成24年度から開始した子育てを支える市民グループ，
団体，区の協働事業である。
・乳幼児を持つ母親が子どもと一緒に成長し，子育ての楽
しさを実感できる機会の提供と地域でのつながりを深める
ことを目的に，講座やイベントを実施した。また，母親が
自分自身を見つめ直し，ためになる情報を掲載した「ママ
らいふ手帳」を3,000部発行し申請時訪問等において配布
した。

■宮城野区
〇地域はっぴぃ子育て支援事業
・ママらいふ手帳講座を連続2回実施し，手帳の活用や周
知を図った。（託児付：参加親子13組）
・親子あったかフェスタin鶴ケ谷を開催し，身近な地域に
おける子育て関係機関が連携を試み，引きこもりがちな親
子が出かけるきっかけ作りや遊び，体験，支援の情報提供
等を行った。(参加親子53組）

■宮城野区
〇講座やイベント等，親子で関わる企画にはメンバーそれ
ぞれの視点から支援を共有し，参加親子には楽しさを実感
し他との関わりを深めていただける機会となっています。
○親子あったかフェスタは，企画の段階から地域の児童
館，民事協，保育所，幼稚園等が協力し支援者同士の連携
も育まれる機会となりました。開催場所が最寄だったため
第一子と初めて親子で外出したという母親も多く，来場者
一人一人の目線で声がけをしたり見守ることもできまし
た。
○出生率が高い区内において，今後はメンバーが様々な受
入施設に出向くことにより，ママらいふ手帳の更なる周知
と活用を広めていく予定です。

■若林区
○わかばやし子育て情報ブック『わっぴー』
・子育てマップ作成委員会を開催。利用者が見やすくなる
ように，レイアウトを見直した。また，保育所の施設の新
設・移転・廃止等，最新情報を反映した。評価委員会での
助言をふまえ，障害児サロンここあの会の記事を掲載し
た。東部道路東側エリアの最新情報の提供と防災を兼ね
マップに避難ビル・タワーをマッピングした。
・5,500部作成，配布。
○輪っ！かばやし子育て応援団活動
・子育てイベント（親子ふれあいひろば・ウェルカムto若
林）を開催。実施回数2回。参加親子95組。
・育児サロンを開催。実施回数12か所。述49回。
・地域子育て支援者研修会を開催。実施回数2回。参加53
人。
・子育て情報「WA！つうしん」を年3回発行。発行枚数各
2,200枚。
○七郷地区子育て交流会
・子育て支援関係者の交流会　計4回（実15団体，延べ60
名参加）・地域の保護者向けイベント　計2回　参加計9組

■若林区
○わかばやし子育て情報ブック『わっぴー』
・地下鉄東西線の開業による転入者増加を見越し，28年度
から従来より500部多い，5500部作成した。新生児訪問時
や転入者への窓口配布を実施し，子育て中の親子が地域の
子育て情報が得られることで，身近な場所で地域の子育て
支援者と交流が持てるよう，親子の孤立化を防止を図っ
た。また，子育て支援関係機関に配布し，活用を推進し
た。
○輪っ！かばやし子育て応援団活動
・区民・子育て関係機関・行政が協働して子育て支援活動
に取り組むことで，子育て中の親子が身近な場所で地域の
子育て支援者と交流が持てる場になっており，子育ての孤
立防止と楽しく安定した子育てに効果がある。
○七郷地区子育て交流会
子育て支援関係者の情報交換も盛んであり，横のつながり
はできている。各団体でのイベント開催も活発に行われて
いる。イベント参加者も既に各団体のイベントに参加して
いる方で，転入者も各団体のいずれかにはつながっている
様子がうかがえた。

■若林区
○わかばやし子育て情報ブック『わっぴー』
・作成部数や，配布方法は昨年同様で若林区の変化（地下
鉄沿線や被災地域の復興等）を盛り込みます。
○輪っ！かばやし子育て応援団活動
・楽しく安心して子育てできる地域づくりを目指して，区
民・子育て関係機関・行政が協働し，子育てイベントや育
児サロンを開催します。
○七郷地区子育て交流会
・七郷地区での交流会を3年実施し，子育て支援関係者同
士のつながりは醸成されました。
・既存の子育て支援団体でも活発にイベントが開催され，
転入者含め複数から選べる状況となっています。
・今後は区内他地域でのニースを把握し，子育て支援交流
会の開催を模索していきます。

児童館事業の充実　⇒　整理番号90参照

保育所等地域子育て支援事業　⇒　整理番号264参照

幼稚園地域子育て支援事業　⇒　整理番号265参照

区役所等における利用者支援事業　★　⇒　整理番号266参照

幼稚園PTA家庭学級開設補助　⇒　整理番号267参照

349-1

各区まちづくり
推進課
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区民協働まちづく
り事業

地域における市民と行政との協働による
まちづくりの推進及び地域からの行政需
要への的確かつ柔軟な対応を図る

■太白区
○「たいはくっこくらぶ」
・区内の小学5・6年生を対象に,参加児童同士の交流を図
りながら，区内の自然・歴史・文化等について学習する
「まちづくり塾」を開催した。
　開催回数　5回（開講式含む）【5回（開講式含む）】
　参加登録人数　 56名【57名】
　延べ参加人数　217名【218名】

※【】はH27実績

○地域の子育てを応援する企画として養育支援強化事業
「たいはく元気っこ応援隊」を実施した。区内子育て支援
関係者を対象に研修会を開催した。地区を限定して地域の
子育てを考えるワークショップ「井戸端会議」を開催し
た。

■太白区
○「たいはくっこくらぶ」
・太白区内の魅力的な資源の活用のほか，地域団体や学区
を超えた児童同士の交流など，普段は経験することができ
ない活動を通して，地域理解の促進と児童の健全育成に結
び付けることができた。
○地域の子育てを応援するために，井戸端会議参加者から
の発案で元気っこ応援マップ試作版を作成し地域の母親等
へ発信することができた。

■太白区
○「たいはくっこくらぶ」
・参加者アンケートでは，新しい友達ができた，いろいろ
な経験ができた等の満足度の高い回答が多く，充実した活
動ができました。
今後も事業内容を充実させ，子ども達の地域理解を深めら
れるよう努めます。
○平成29年度は試作版のマップをより地域の情報を盛り込
み地域で活用を進めてまいります。

■泉区
○「七北田川自然体験」
・小学生を対象にし，泉区のシンボルである七北田川に対
する関心や知識の向上を通して，環境美化への意識やふる
さと意識の醸成を図ることを目的に開催した。
・七北田川の水の透明度や汚れ具合の調査，水生生物の観
察，いかだ下り体験を行った。
・参加者：28名【17名】

※【】はH27実績

■泉区
○上流と下流の水質検査や，生息する水生生物の違いを学
び，人々の生活が河川に与える影響について考える機会と
なった。
○七北田川の治水と安全について学習するとともに，普段
とは異なる視点から河川を観察することで，泉区の中心を
流れる七北田川への関心を高めることができた。

■泉区
○七北田川の水の調査から，汚濁防止など環境美化の意識
の向上が見られました。また，いかだ下りの体験から，ふ
るさと意識の醸成を図ることができました。
○内容を見直し，広報活動を強化したところ，定員28名に
対し67名の応募がありました。次年度は，引き続き安全を
確保しつつ定員を増やし，より多くの子どもたちに参加し
ていただけるよう努めます。

350

市立学校評議員制 地域に開かれた学校づくりを推進するた
め，学校評議員から学校運営に関して幅
広く意見を求め，その協力を得ながら学
校運営の改善を行う

○小学校435名，中学校229名，幼稚園4名，特別支援学5
名，中等教育学校4名，高校17名，合計694名の学校評議員
を委嘱し，学校運営について多面的な意見をいただいた。

○協働型学校評価を実施している本市において，学校評議
員からの意見は，「地域とともに歩む学校づくり」を推進
するうえで，貴重なものとなった。

○各学校とも，学校の実情に応じた学校評議員を選出し，
学校運営に関して幅広い意見を求めることができました。
○今後も，学校評議員の人選に当たっては，学校教育に対
する見識や，地域の実情に詳しい方を人選し，より多角的
な視点で学校教育に対する意見を伺えるよう働き掛けてま
いります。

教育指導課

351

学校支援地域本部
事業

家庭・地域の教育力を，学校を拠点とし
て再編成し，学校・家庭・地域が一体と
なって地域ぐるみで子どもを育てる体制
を整備するとともに，地域住民や保護
者，学生等からなる学校を支援するボラ
ンティアを募り，子どもたちに安心と豊
かな体験を実現する体制づくりを推進
し，より豊かな「学び」を創出していく

○設置本部数　85本部（昨年度比　9本部増）
○年間活動日数　　12,630日（昨年度　1,385日増）
○ボランティア実数　11,570人（昨年度比　542人増）

○平成28年度は85本部に増設し， 学校に対する支援活動
が拡充した。また，平成29年度に向けて未設置校に対して
は，本部設置校を核とした中学校区内の学校間での連携体
制を図りながら，「支部」の枠組みづくりを進めた。
○29年度3月に市内全ての学校に年度改訂版の「学校支援
の手引き」を配布し，学校支援地域本部の目的や，地域の
方々・教職員・コーディネーターの役割や留意点などの周
知に努めた。
○スーパーバイザーのスキルアップを目指した研修会を全
体で3回，各行政区1回実施し，資質向上につながる研修と
実務上有効な情報交換を行った。

○本部設置校の段階的設置や，中学校区内の連携体制づく
りに関する管理職への説明や情報提供，地位連携担当教員
やスーパー･バイザーへの研修等での啓発により，市内127
校において学校支援地域本部が関係する活動を取り入れる
こととなり，ますますの充実が図られました。
○本部設置校の段階的設置や，中学校区内の連携体制づく
りに関する管理職への説明や情報提供，地域連携担当教員
やスーパー･バイザーへの研修等での啓発により，市内127
校において学校支援地域本部が関係する活動を取り入れる
こととなり，ますますの充実が図られました。
○今後は，中学校区内の本部設置校を核とした中学校区内
の部校と支部校，本部未設置校との連携体制づくりを進
め，地域の学校支援ネットワークの共有･充実を図りま
す。

学びの連携推進
室

349-2

各区まちづくり
推進課
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352

マイスクールプラ
ン21推進事業

市立学校の余裕教室等諸施設を学習活動
ルーム「マイスクール」として地域に開
放し，地域の社会教育団体やボランティ
ア団体・サークル等が自立して社会活動
を行うことができる拠点を身近な場所に
確保するとともに，学校に地域社会の学
習資源を取り入れることで，児童に地域
社会の重要性を認識する機会を提供する

<マイスクール> <開催日数>  <利用人数>
「桜ヶ丘」　　 226日　　5,687人
「沖野」　　 　286日　　4,306人
「人来田」　　 178日　　4,064人
「太白」　　 　236日　　2,880人
「川平」　　　 265日　　7,185人
「将監中央」　 236日　　4,849人
「長命ヶ丘」　 242日　　4,601人
「宮城野」 　　235日　　1,751人
　　延べ合計 1,904日　 35,323人

○学校の余裕教室を利用して,地域住民に学ぶ場を提供す
ることができた。
○コーディネーター交流会の実施により，他教室の取組事
例や工夫点などの情報交換がなされ，コーディネーターの
意識が高まった。
○各マイスクールのコーディネーターが様々な年代を対象
とした交流や学びの場作りなど,活動内容を工夫したこと
により，利用人数が前年度よりも8教室全体で約2,500人増
加した。
○コーディネーターの調整により，マイスクールの活動
が，児童との交流や授業での人材活用等，学校教育にも貢
献している面も見られるようになった。

○コーデイネーターの研修会を開き,コーディネーター同
士の情報交換や学び合いができるようなネットワーク作り
に努めたことで，お互いの事業が活発になりました。
○コーディネーター手当が他事業のコーディネーター手当
に比べて低く，後継者不足に悩んでいるため，予算を要求
していきます。
○本事業は開始から20年近く経ち，備品の修理や買換の必
要が増えてきているため，修繕や購入の順序を見極めると
ともに，予算を要求していきます。

生涯学習課

353

生涯学習課

354

生涯学習課

355

生涯学習課

356

生涯学習課

357

学びのコミュニ
ティづくり推進事
業

地域の共有財産である学校や市民セン
ターなどを核に，従来の地縁的な関係に｢
学習｣，｢趣味｣，｢企業｣，｢ボランティア｣
などを加え，子どもの健やかな育ちを支
援する多様な人間関係を地域に育て，学
校･家庭・地域社会が持つ教育機能をより
相乗的に発揮する

○平成28年度は8団体（新規2団体を含む）に委託し，自然
体験活動や社会体験活動など目的に応じた事業が実施され
た。また，委託が終了した団体についても26団体が自立し
た活動を行った。
○全市の委託団体，委託終了団体を対象とした連絡協議会
を実施し，事例発表等，活動継続に係る研修や団体同士の
情報共有を図った。（16団体，16名参加）

○異世代間の交流や，地域の様々な団体の連携によって，
子どもたちの健やかな成長を見守る輪が拡大し，子どもの
自然体験や社会体験の拡充など様々な教育的効果を確認す
ることができた。中学生の事業への参画や高校生の参加が
増加するなど，地域で様々な年代の人がともに活動する機
会として広がりを見せている。
○また，連絡協議会では，事業を継続するためのポイント
や活動資金獲得ポイントなどの情報を提供すると同時に，
団体同士の情報共有を行うことができた。さらに，青葉区
や泉区では区内の団体の連絡会が行われており，参加した
団体の活動意欲を高める機会となっている。

○平成27年度と比較して，委託団体は横ばいでしたが，委
託終了後も継続的に活動している自主団体は増加してお
り，この事業を通じたネットワークの広がりを感じていま
す。
○一方，委託終了団体が活動を継続するための資金調達に
苦労している状況は変わらず，引き続き情報の提供や，団
体同士の情報交換を含めた連絡協議会を実施し，地域に生
まれたネットワークが継続し活性化していくよう取組みを
続けてまいります。
○新規団体が事業目的の理解を深め，各団体の取り組みを
学び合いながら事業にフィードバックする研修会を企画し
ていきます。

生涯学習支援セ
ンター

358

家庭教育推進事
業・民間指導者育
成事業（託児付講
座）
（再掲№403）

市民センターでは子育てに関する講座も
多く実施していることから，学習の機会
をすべての人に広げる「学びのバリアフ
リー」の一環として，子育て中の市民が
市民センターの講座や学習会等に参加で
きるよう，主に市民託児ボランティアの
運営による託児付講座を実施する
また，託児ボランティアの養成講座や研
修会を実施し，担い手の確保や資質の向
上を図る

○実施市民センター数：36館【33館】
○事業数：48事業【42事業】
○託児利用の受講生実数：461人【428人】
○託児実数：490人【435人】

※【】はH27実績

○託児付の講座を設けることで，子育て中の市民にも学習
の機会を提供することができた。

○託児付の講座を設け，　子育て中の市民に学習の機会を
提供するという目標を予定どおり達成することができまし
た。
○子育て中の市民への学びの機会の提供として，今後も実
施していきます。また，託児を担うボランティアについて
も，引き続き養成講座や研修会により育成・スキルアップ
に努めます。

生涯学習支援セ
ンター

359

生涯学習支援セ
ンター

360

生涯学習支援セ
ンター

361

生涯学習支援セ
ンター

362

生涯学習支援セ
ンター

放課後子ども教室推進事業　⇒　整理番号92参照

土曜日の教育支援体制等構築事業　★　⇒　整理番号34参照

学校図書室等開放事業　⇒　整理番号35参照

校庭・体育館の自由活動開放事業　⇒　整理番号49参照

家庭教育推進事業・青少年健全育成事業（親子参加型講座）　⇒　整理番号39参照

青少年健全育成事業（ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ・ｲﾝﾘｰﾀﾞｰ育成支援等）　⇒　整理番号40参照

青少年健全育成事業（中高生のボランティア等）　⇒　整理番号41参照

青少年健全育成事業（体験学習，異年齢交流講座等）　⇒　整理番号42参照
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（70頁～）

363

男女共同参画課

364

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

365

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

366

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

367

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

368

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

369

子供家庭支援
課，各区家庭健
康課

370

子供保健福祉課

371

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

372

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

373

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

374

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

375

子供家庭支援課

376

子供家庭支援課

377

子供家庭支援課

基本施策②　　児童虐待防止対策の充実（再掲）

性暴力等の根絶に向けた取組　⇒　整理番号116参照

妊娠の届出と母子健康手帳の交付　⇒　整理番号117参照

新生児等訪問指導（エジンバラ産後うつ病質問票の全数実施）　⇒　整理番号118参照

乳幼児健康診査　⇒　整理番号23参照

乳幼児健康診査未受診者対策　★　⇒　整理番号120参照

健診後のフォローの充実　⇒　整理番号121参照

子供家庭総合相談事業　⇒　整理番号122参照

妊娠等に関する相談事業（せんだい妊娠ほっとライン）　★　⇒　整理番号123参照

育児ヘルプ家庭訪問事業　⇒　整理番号124参照

女性のための健康支援教室　⇒　整理番号125参照

多胎児等を育てる保護者のための教室等の実施　⇒　整理番号126参照

保健師等母子保健従事者の職員研修の充実　⇒　整理番号127参照

児童虐待防止推進員　⇒　整理番号128参照

児童虐待予防に向けた関係機関との連携推進　⇒　整理番号129参照

児童虐待に係る医療ネットワーク事業　★　⇒　整理番号130参照
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事業名（★：計画策定
時新規事業）

事業概要 [Ａ]平成28年度実績 [Ｂ]平成28年度実績の成果または効果 [Ｃ]平成28年度実績に対する評価および今後の取組について [Ｄ]担当課

378

子供家庭支援
課，各区家庭健
康課

379

子供家庭支援
課，児童相談所
相談指導課，各
区家庭健康課

380

児童相談所相談
指導課

381

児童相談所保護
支援課

（72頁～）

382

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

383

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

384

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

385

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

386

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

387

子供未来局総務
課

児童虐待に係る関係機関との連携強化（医療機関との連携強化）　★　⇒　整理番号131参照

児童虐待対策(親子統合プログラムの策定）　⇒　整理番号132参照

児童虐待に係る児童相談所の機能強化　⇒　整理番号133参照

親子こころの相談室運営　⇒　整理番号134参照

基本施策③　　育児不安の軽減と子育て家庭の孤立化の防止

新生児等訪問指導（エジンバラ産後うつ病質問票の全数実施）　⇒　整理番号118参照

育児ヘルプ家庭訪問事業　⇒　整理番号124参照

女性のための健康支援教室　⇒　整理番号125参照

多胎児等を育てる保護者のための教室等の実施　⇒　整理番号126参照

母親教室・両親教室の充実　⇒　整理番号255参照

子育てふれあいプラザ（のびすく）運営事業　⇒　整理番号249参照
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整理
番号

事業名（★：計画策定
時新規事業）

事業概要 [Ａ]平成28年度実績 [Ｂ]平成28年度実績の成果または効果 [Ｃ]平成28年度実績に対する評価および今後の取組について [Ｄ]担当課

先輩ママとの語ら
い事業

子育てふれあいプラザ（のびすく），保
健福祉センターをはじめとした地域の拠
点施設等において，育児中の親と先輩マ
マとの語らいの場を設け，育児不安や負
担感の軽減を図る

■子供未来局総務課（のびすく分）
○幼稚園･保育園ガイダンス
　(先輩ママからの体験談)
・のびすく仙台(2回)
・のびすく泉中央(1回)

■子供未来局総務課（のびすく分）
○幼稚園･保育園ガイダンスは,先輩ママからの体験談を踏
まえたアドバイスを受けることができると好評であり,多
くの方に参加いただいた。
○子育てに対する不安感や負担感の軽減を図ることができ
た。

■子供未来局総務課（のびすく分）
○子育てに対する不安感や負担感の軽減につながってお
り，今後も,幼稚園・保育園ガイダンスを継続していきま
す。

■青葉区
○3回コースで開催される母親教室2回目に，先輩ママとの
交流会を設けている。
・参加した先輩ママ　67名

■青葉区
○子育てに対する不安感や負担感の軽減を図ることができ
た。
○先輩ママとの交流により，出産や育児に関する疑問や悩
みを解消する機会となっている。

■青葉区
○先輩ママとの交流を通して妊娠・出産・育児についてイ
メージでき，見通しが立てられることにより育児不安の軽
減につながり，出産育児に前向きに取り組む意識の醸成が
図られています。
○身近な地域で子育ての仲間づくりができる場として，今
後とも継続して実施していきます。

■宮城総合支所
○産後交流会を10回開催。
・実参加者83組，延203組

■宮城総合支所
○各回とも，参加者同士の積極的な交流が実施できてい
る。相互に質問を受けたり，自分の育児について語ったり
することで，母親になった自分を振り返り，育児に前向き
になれる機会となっている。
○地域の子育て支援機関との連携により，参加者が自ら機
関を選択し利用していく一助となっている。
○最終参加時のアンケートでは，満足度の高さが顕著であ
る。外出の機会を持つことで生活リズムが整ったり，地域
に顔見知りの親子が増えたり，実生活への好影響があった
との声が寄せられている。
○他事業との連動性を図るため，チームａｉ子と合同の親
支援プログラム（ＮＰプログラム）を開催した。

■宮城総合支所
○交流会の中には，保健指導の機会として各専門職の講話
も含めており，子どもの成長に合わせた母親の疑問や不安
に継続して対応できるようにしています。相談支援・保健
指導の強化から，一定程度負担感の軽減を図ることができ
ているため，今後も継続して取り組んでいきます。
○ＮＰプログラムは，参加者が支援の受け手から担い手へ
と発展することを期待し，既存の住民組織と協働して取組
み，支援の担い手が増えるなどの成果が得られました。今
後も，住民組織との協働の在り方を検討していきます。

■宮城野区
○母親教室の3回目を産後編と同時開催とし，先輩ママと
の交流の場を設けている。
・先輩ママとの交流(初妊婦） 6回　88名
・母親教室産後編（先輩ママ）6回　67組

■宮城野区
○先輩ママの実体験を聞いたり赤ちゃんと交流すること
で，出産への不安が軽減されたり，育児に関する悩みの解
消につながっている。

■宮城野区
○先輩ママとの交流は，初妊婦の不安軽減につながってい
ます。
○今後も，初妊婦の不安が解消され，出産・育児に主体的
に取り組めるよう支援していきます。

■若林区
○開催回数：6回　合計178名参加。
・参加者内訳：妊娠編計129名（妊婦76名，配偶者53
名），産後編計49名（産婦34名，配偶者15名参加）
○両親教室3回目に先輩ママ・パパとの交流会を設けた。

■若林区
○アンケートからは，「先輩方の意見は本当に参考になっ
た」「聞けてとても良かった」「イメージが沸いてよい経
験となった」という意見が多く聞かれ，不安軽減につな
がっている。
○連絡先を交換する様子も見られ，つながりをつくること
も出来ている。

■若林区
〇今後も保健師・助産師のファシリテーションを継続し，
充実したグループワークとなるよう工夫を続けます。
〇今後もアンケートを実施し，参加者のニーズを把握し，
内容を検討・改善してまいります。

■太白区
○母親教室の3回目を産後編と同時開催とし，先輩ママと
の交流の場を設けている。
・先輩ママとの交流(初妊婦） 6回　124名
・母親教室産後編（先輩ママ）6回　90組

■太白区
○先輩ママの体験談や赤ちゃんと交流することで，出産の
イメージができ不安の軽減につながっている。

■太白区
○先輩ママとの交流は，妊婦の不安軽減につながっていま
す。
○今後も初妊婦の不安が軽減され前向きに出産育児に取組
めるよう実施していきます。

■泉区
○母親教室第2課で，年6回妊婦と母親教室卒業生(乳児の
母)の交流の場を設定している。妊婦95名，卒業生68名が
参加した。
○小さく生まれた子の親の会にて先輩ママとの交流を設け
ている。

■泉区
○妊婦にとっては出産の経験談を聞く場として，卒業生に
とっては出産を振り返る場として役立ったとの声が多く聴
かれた。
○小さく生まれた子の親の会では，参加者は聞きたいこと
が多くあり，先輩ママから経験を交えてアドバイスを得ら
れた。話しやすい場となりよい機会となった。

■泉区
○母親教室の交流会は，妊婦と卒業生の双方にとって利点
があるため，今後も継続していきます。
○親の会では，先輩ママとの交流がお互い得るものがある
ので継続していきます。

388

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課
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事業概要 [Ａ]平成28年度実績 [Ｂ]平成28年度実績の成果または効果 [Ｃ]平成28年度実績に対する評価および今後の取組について [Ｄ]担当課

389

児童クラブ事業
推進室

390

運営支援課

391

認定給付課

（73頁～）

392

子供未来局総務
課，各区家庭健
康課，各総合支
所保健福祉課

393

子供未来局総務
課，児童クラブ
事業推進室

394

子供保健福祉
課，各区家庭健
康課

395

児童館等の職員研
修の充実

児童に健全な遊びを与え，健康を増進
し，情操を豊かにするという施設の目的
達成のため，児童への適切な対応と安全
確保のための研修を実施し，職員の資質
向上を図る

○学童期の発達や高学年児童受入れ等に関する研修を計7
回実施した。

○高学年児童受入れに関し，児童クラブでの支援のあり方
に関する研修等を通し，児童館職員の知識や技能の向上が
図られた。

○児童館等職員のニーズに対応した研修を実施できまし
た。
○高学年児童の受入れに関する研修をはじめ，要支援児へ
の対応など，ニーズの高い研修を実施します。

児童クラブ事業
推進室

396

子供相談支援セ
ンター

397

青少年健全育成団
体等活動支援

青少年健全育成活動の実施団体に事業・
運営の助言や支援を行うことにより，市
内における児童・青少年健全育成の推進
を図る

○仙台市青少年健全育成団体事業補助金交付要綱及び，仙
台市地域子育て支援クラブ等補助金交付要綱に基づき，99
団体に対し総額14,463,000円の補助金を交付した。

○青少年の健全育成・非行防止・子育て支援活動に対し財
政的な支援を行うことで，継続的な運営に寄与することが
できた。

○多くの団体が，仙台市からの補助金がが主たる財源と
なっていることから，活動に対する支援としては大いに役
立っていると評価しており，今後とも，これらの支援を継
続していきます。

子供相談支援セ
ンター

398

運営支援課

399

運営支援課

400

運営支援課

401

認定給付課

402

教育相談課

403

生涯学習支援セ
ンター

児童館事業の充実　⇒　整理番号90参照

保育所等地域子育て支援事業　⇒　整理番号264参照

幼稚園地域子育て支援事業　⇒　整理番号265参照

基本施策④　　子どもの育ちと子育て家庭を支える人材の育成

地域での子育て支援団体に対する活動支援　⇒　整理番号338参照

地域での子育て支援における担い手の確保　★　⇒　整理番号343参照

保健師等母子保健従事者の職員研修の充実　⇒　整理番号127参照

家庭教育推進のための講座事業　⇒　整理番号262参照

保育士等の職員研修の充実　⇒　整理番号213参照

幼稚園教員研修支援　⇒　整理番号77参照

認定こども園等の職員研修の充実　★　⇒　整理番号78参照

幼稚園PTA家庭学級開設補助　⇒　整理番号267参照

適応指導ボランティア養成・活用事業　⇒　整理番号112参照

家庭教育推進事業・民間指導者育成事業（託児付講座）　⇒　整理番号358参照
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（75頁～）

404

子供未来局総務
課

405

運営支援課

406

東西線沿線まち
づくり課

（75頁～）

407

児童クラブ事業
推進室

408

児童クラブ事業
推進室

409

児童クラブ事業
推進室

410

児童クラブ事業
推進室

411

児童クラブ事業
推進室

412

生涯学習課

413

生涯学習課

414

生涯学習課

施策体系（２）　地域における子育て支援施設等の充実
基本施策①　　子育て支援施設等の充実

子育てふれあいプラザ（のびすく）運営事業　⇒　整理番号249参照

保育所等地域子育て支援事業　⇒　整理番号264参照

東西線沿線まちづくり推進事業　⇒　整理番号7参照

基本施策②　　児童館の整備や放課後子ども総合プランの推進等による子どもの居場所の確保・充実（再掲）

学校図書室等開放事業　⇒　整理番号35参照

校庭・体育館の自由活動開放事業　⇒　整理番号49参照

放課後児童健全育成事業の推進　⇒　整理番号87参照

放課後子ども総合プラン推進事業　⇒　整理番号88参照

児童館等要支援児受け入れ事業　⇒　整理番号89参照

児童館事業の充実　⇒　整理番号90参照

児童館整備事業　⇒　整理番号91参照

放課後子ども教室推進事業　⇒　整理番号92参照
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